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道
路
の
占
用

地
域
に
お
け
る
公
共
的
な
取
組
み
に
要
す
る

費
用
へ
の
充
当
を
目
的
と
す
る
広
告
物
の
道
路
占
用
に
つ
い
て

i
道
路
占
用
許
可
の
運
用
に
よ
る
公
共
性
の
創
出
j

道
路
局
路
政
課
道
路
利
用
調
整
室

一

は
じ
め
に

近
年
、
地
域
に
お
け
る

｢公
共
性
｣
の
考
え
方
に
広
が
り
が
見
ら
れ
、

様
々
な
レ
ベ
ル
で
そ
れ
が
実
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
地
方
公
共
団
体

の
み
な
ら
ず
、
商
店
街
、
自
治
会
な
ど
の
多
様
な
活
動
主
体
が
、
街
灯
、
ベ

ン
チ
等
を
道
路
に
設
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
道
路
利
用
者
の
利
便
性
の
向
上

を
図
ろ
う
と
す
る
取
組
み
が
見
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
地
方
公
共
団
体
と
地
域

住
民
等
が
一
体
と
な
っ
て
公
共
的
な
各
種
イ
ベ
ン
ト
を
実
施
す
る
ケ
ー
ス
も

あ
り
ま
す
。

道
路
環
境
向
上
の
た
め
の
地
域
活
動
や
施
設
整
備
、
道
路
空
間
に
お
け
る

公
共
的
な
イ
ベ
ン
ト
の
実
施
な
ど
は
、
道
路
利
用
者
の
利
便
性
の
向
上
、
地

域
活
性
化
や
賑
わ
い
の
創
出
等
に
寄
与
す
る
の
で
、
道
路
交
通
の
安
全
や
円

滑
と
の
調
和
を
図
り
つ
つ
、
そ
れ
に
必
要
な
各
種
調
整
が
円
滑
に
行
わ
れ
る

こ
と
が
望
ま
し
い
と
こ
ろ
で
す
。

一
方
、
こ
れ
ら
公
共
的
な
取
組
み
に
要
す
る
費
用
は
慢
性
的
に
不
足
し
て

い
る
状
況
で
す
。
こ
れ
を
補
う
べ
く
道
路
空
間
に
広
告
物
を
設
置
し
て
、
必

要
な
費
用
の
一
部
に
そ
の
広
告
料
を
充
当
さ
せ
た
い
と
い
う
社
会
的
要
請
が

高
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
応
え
て
い
く
た
め
に
は
、
道
路
交
通
の
安
全

の
確
保
、
道
路
環
境
や
景
観
へ
の
配
慮
、
ま
ち
づ
く
り
の
方
向
性
と
の
調
和
、

限
ら
れ
た
道
路
空
間
に
お
け
る
実
施
主
体
の
調
整
等
の
観
点
か
ら
、
当
該
地

域
の
関
係
機
関
に
お
け
る
十
分
な
協
議
検
討
が
必
要
で
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
受
け
、
関
係
機
関
の
合
意
の
枠
組
み
を
新
た
に
設
け

4

て
社
会
的
要
請
に
応
え
る
べ
く
、
｢地
域
に
お
け
る
公
共
的
な
取
組
み
に
要

篏　
　

す
る
費
用
へ
の
充
当
を
目
的
と
す
る
広
告
物
の
道
路
占
用
の
取
扱
い
に
つ
い
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通
省
道
路
局
長
通
知
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
路
政
課
長
通
知
が
発
出
さ
れ
ま
し
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こ
れ
は
、
地
域
に
お
け
る
様
々
な
公
共
性
を
創
出
さ
せ
る
と
い
う
、
道
路

靴　

占
用
制
度
の
運
用
の
新
た
な
る
展
開
と
も
い
え
ま
す
の
で
、
本
稿
で
は
、
そ

、.

の
背
景
と
な
る
考
え
方
を
中
心
に
説
明
し
ま
す
。
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関
係
機
関
の
合
意

本
通
知
で
は
、
道
路
法
、
道
路
法
施
行
令
等
に
規
定
す
る
占
用
の
許
可
基

準
に
加
え
、
後
で
述
べ
る
連
絡
協
議
会
に
お
い
て
広
告
物
の
取
扱
方
針
が
策

定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
沿
っ
て
当
該
地
域
に
お
け
る
占
用
の
適
否
を

判
断
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
広
告
物
を
道
路
上
に
設
置
す
る
た
め
に
は
、
道
路
管
理
者
の
占

用
許
可
の
み
な
ら
ず
、
警
察
の
道
路
使
用
許
可
、
自
治
体
の
屋
外
広
告
物
条

例
に
基
づ
く
許
可
な
ど
、
関
係
す
る
各
種
規
制
に
基
づ
く
手
続
を
経
る
必
要

が
あ
る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
関
係
機
関
の
意
思
統

一
を
図
っ
て
、
そ
れ
に
沿

っ
て
判
断
す
る
こ
と
が
合
理
的
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
す

(図
1
)。

4

道
路
機
能
の
維
持

本
通
知
の
対
象
と
な
る
広
告
物
に
つ
い
て
は
、
道
路
上
に
設
け
ら
れ
て
い

る
他
の
工
作
物
等
に
添
加
す
る
形
態
で
あ
る
こ
と
が
原
則
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
広
告
物
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
歩
道
の
有
効
幅
員
が
縮
小
し
て
し

ま
う
な
ど
、
道
路
の
有
す
る
機
能
が
従
前
に
比
べ
著
し
く
低
下
す
る
こ
と
の

な
い
よ
う
、
ま
た
、
交
通
の
安
全
の
観
点
か
ら
も
道
路
内
に
新
た
な
死
角
を

生
じ
さ
せ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
他
の
工
作
物
へ
の
添
加
に
よ
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

な
お
、
例
外
的
に
、
マ
ラ
ソ
ン
大
会
な
ど
の
際
に
交
通
規
制
に
よ
り
車
両

等
の
通
行
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
通
行
禁
止
時
間
内
に
限
り
物
件

と
し
て
独
立
し
た
広
告
板
を
設
置
し
、
当
該
大
会
の
運
営
経
費
に
広
告
料
を

充
て
る
こ
と
な
ど
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

@ 地域における公共的燧取組みに要重る費用への充当を目的とする慮養噛の取扱いの薹率

① 広告料の公益還元
道路環境の向上のための地域活動や施設整備、 道路空間における公共的なイベン l･の実施その他の地域における

② 道路本来機能の確保
道路の有する機能が従前に比べ著しく低下することのないよう既存物件への添加を原則。
達綣協議会
道路交通の安全の確保、道路環境や景観への配慮、まちづくりの方向性との調和、実施主体の調整等を図るため、

関係機関で構成する連絡協議会を開催し、地域の状況に施塑じた広告物の取扱方針を策定
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屋外広告物担当部署
景観担当部署
まちづくり担当部署

広告物の塾扱方針
◆対象とする区域、 道路の部分

◆広告料の充当対象と地域活動の内容
◆設置主体 (占用主体)、設置場所、構造
令表示内容、大きさ
◆広告料収支の公開方法 等
について関係機関等で金意

担
署
担

者
者
物
部
り

理
理
告
当
く

･
･

囮

管
管
広
担
づ

剛

路
通
外
観
ち

道
交
屋
景
ま
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景
観
等
へ
の
配
慮

道
路
上
に
広
告
物
を
設
置
す
る
場
合
に
は
、
道
路
交
通
の
安
全
の
確
保
は

勿
論
、
良
好
な
道
路
環
境
や
景
観
へ
の
配
慮
、
屋
外
広
告
物
条
例
等
に
よ
る

規
制
と
の
整
合
、
ま
ち
づ
く
り
の
方
向
性
と
の
調
和
等
を
図
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

特
に
、
観
光
地
、
景
勝
地
等
自
然
景
観
の
優
れ
た
地
域
、
歴
史
的
な
街
並

み
が
形
成
さ
れ
て
い
る
地
域
な
ど
、
道
路
と
沿
道
と
が
一
体
と
な
っ
て
良
好

な
景
観
を
形
成
し
て
い
る
地
域
に
お
い
て
は
、
広
告
物
が
設
置
さ
れ
る
こ
と

で
景
観
を
阻
害
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
取
扱
方
針
を
策
定
し
て
広
告
物
の

占
用
を
認
め
る
こ
と
の
可
否
を
含
め
、
関
係
機
関
と
十
分
に
検
討
す
る
こ
と

が
必
要
で
す
。

四

地
域
ご
と
の
広
告
物
の
取
扱
方
針
の
策
定

1

関
係
機
関
に
よ
る
連
絡
協
議
会
の
開
催

地
域
活
動
等
に
要
す
る
費
用
へ
の
充
当
を
目
的
と
す
る
広
告
物
の
占
用
が

検
討
さ
れ
る
地
域
に
つ
い
て
は
、
当
該
地
域
の
関
係
機
関
か
ら
な
る
連
絡
協

議
会
を
開
催
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

具
体
的
な
関
係
機
関
と
し
て
は
、
対
象
地
域
内
の
全
て
の
道
路
管
理
者
の

ほ
か
、
地
元
警
察
署
、
地
方
公
共
団
体
の
屋
外
広
告
物
担
当
部
署
、
景
観
担

当
部
署
、
ま
ち
づ
く
り
担
当
部
署
な
ど
が
想
定
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
構
成
は

地
域
の
事
情
に
よ
り
柔
軟
に
対
応
で
き
る
も
の
で
す
。

2

連
絡
協
議
会
に
お
け
る
取
扱
方
針
の
策
定

連
絡
協
議
会
に
お
け
る
検
討
の
後
、

一
定
の
合
意
に
至
っ
た
場
合
に
は
、

当
該
地
域
に
お
け
る
取
扱
方
針
と
し
て
取
り
ま
と
め
、
そ
れ
に
沿
っ
て
各
種

許
可
等
の
適
否
が
判
断
さ
れ
る
の
が
合
理
的
で
す
。

取
扱
方
針
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
地
域
活
動
等
の
内
容
と
整
合
が
と
れ

た
も
の
と
す
る
た
め
、
当
該
地
域
内
の
道
路
上
に
広
告
物
を
設
置
し
広
告
料

を
活
動
費
用
の
一
部
に
充
当
し
て
地
域
活
動
等
を
行
う
こ
と
を
検
討
し
て
い

る
活
動
主
体
の
意
見
や
計
画
を
十
分
に
把
握
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

な
お
、
取
扱
方
針
と
は
、
本
通
知
に
お
い
て
便
宜
的
に
用
い
て
い
る
用
語

に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
り
、
各
地
域
に
お
い
て
こ
れ
と
異
な
る
名
称
の
合
意

書
を
作
成
す
る
こ
と
は
、
何
ら
問
題
あ
り
ま
せ
ん
。

3

取
扱
方
針
の
内
容

取
扱
方
針
に
は
、
次
に
掲
げ
る
よ
う
な
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

の
取
扱
方
針
の
対
象
と
す
る
区
域
、
路
線
、
道
路
の
部
分
等
に
関
す
る

事
項

の
広
告
料
の
充
当
対
象
と
す
る
地
域
活
動
等
の
内
容
と
活
動
主
体
等
に

関
す
る
事
項

③
広
告
物
の
形
態
等
に
関
す
る
事
項

⑭
広
告
物
の
設
置
主
体

(占
用
主
体
)
等
に
関
す
る
事
項

④
広
告
物
の
設
置
期
間

(占
用
期
間
)
等
に
関
す
る
事
項

⑩
広
告
物
の
設
置
場
所
及
び
構
造
等
に
関
す
る
事
項

④
広
告
物
の
表
示
の
内
容
、
大
き
さ
等
に
関
す
る
事
項

の
許
可
の
条
件
、
運
用
上
の
留
意
事
項

(広
告
料
収
支
の
公
開
方
法
、

取
扱
方
針
の
変
更
の
手
続
等
)、
そ
の
他
連
絡
協
議
会
に
お
い
て
必
要

と
認
め
る
事
項

こ
れ
ら
の
事
項
を
決
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
地
域
の
活
動
主
体
等
か
ら



活
動
内
容
を
十
分
聴
取
す
る
な
ど
し
て
把
握
の
上
、
効
果
的
な
地
域
活
動
等

に
つ
な
が
る
よ
う
努
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

4

取
扱
方
針
と
の
適
合
性
の
確
認

取
扱
方
針
を
定
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
申
請
者
等
に
対
し
て
当
該

取
扱
方
針
に
定
め
る
事
項
を
十
分
に
周
知
す
る
と
と
も
に
、
占
用
許
可
に
当

た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
申
請
者
か
ら
計
画
書
等
を
徴
す
る
こ
と
と
し
、
取

扱
方
針
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
個
別
の
許
可
等
の
際
に
も
確
認
す

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

5

取
扱
方
針
の
見
直
し

取
扱
方
針
を
定
め
た
場
合
に
は
、
将
来
の
地
域
活
動
等
の
内
容
と
の
整
合

や
他
の
活
動
主
体
と
の
公
平
等
の
観
点
か
ら
、
定
期
的
に
連
絡
協
議
会
に
お

い
て
運
用
状
況
等
を
検
証
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
広
告
物
の
設
置
状
況
、
地
域
活
動
等
の
状
況
、
他
の
活
動
主
体
か

ら
の
要
望
等
を
踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ
て
見
直
し
を
行
う
こ
と
も
重
要
で
あ

り
、
こ
れ
に
よ
り
特
定
の
活
動
主
体
の
既
得
権
化
を
防
止
す
る
と
と
も
に
、

よ
り
よ
い
公
共
性
の
創
出
に
資
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

五

標
準
取
扱
例

各
地
域
の
関
係
機
関
か
ら
な
る
連
絡
協
議
会
を
開
催
し
、
取
扱
方
針
を
取

り
ま
と
め
る
場
合
の
参
考
と
な
,る
よ
う
、
｢地
域
に
お
け
る
公
共
的
な
取
組

み
に
要
す
る
費
用
へ
の
充
当
を
目
的
と
す
る
広
告
物
の
道
路
占
用
の
取
扱
い

に
つ
い
て
｣
(平
成
二
〇
年
三
月
二
五
日
付
け
国
道
利
第
二
四
号
)
と
す
る

路
政
課
長
通
知
が
併
せ
て
発
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
あ
く
ま
で
標
準
的
な
取
扱
例
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
自
体

が
そ
の
ま
ま
取
扱
方
針
や
許
可
基
準
と
な
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

よ
っ
て
、
標
準
取
扱
例
を
参
考
と
し
つ
つ
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
連

絡
協
議
会
で
こ
れ
と
異
な
る
内
容
を
取
り
ま
と
め
る
こ
と
も
当
然
差
し
支
え

な
い
も
の
で
す
。

標
準
取
扱
例
は
、
｢街
灯
等
占
用
物
件
に
添
加
す
る
広
告
物
の
取
扱
例
｣

及
び

｢地
域
活
性
化
等
イ
ベ
ン
ト
に
伴
う
広
告
物
の
取
扱
例
｣
か
ら
な
り
ま

す
の
で
、
以
下
で
は
そ
れ
ぞ
れ
概
要
を
説
明
し
ま
す
。

ー

街
灯
等
占
用
物
件
に
添
加
す
る
広
告
物
の
取
扱
例

広
告
料
の
充
当
対
象
と
す
る
地
域
活
動
等
と
し
て
は
、
地
域
の
活
動
主
体

が
占
用
許
可
に
基
づ
き
行
う
次
の
よ
う
な
工
作
物
、
物
件
又
は
施
設

(以
下

｢利
便
工
作
物
等
｣
と
い
い
ま
す
。)
の
整
備
又
は
維
持
管
理
が
想
定
さ
れ
て

い
ま
す
。

①

街
灯
そ
の
他
道
路
法
施
行
令
第
十
六
条
の
二
各
号
で
定
め
ら
れ
て

い
る
工
作
物
又
は
施
設

(利
便
工
作
物
)

4

②

自
転
車
駐
車
器
具
、
ア
ー
ケ
ー
ド
そ
の
他
道
路
上
に
設
置
す
る
こ

篏　

と
に
よ
り
、
当
該
道
路
の
利
用
者
の
利
便
の
増
進
に
も
資
す
る
と
認

?

め
ら
れ
る
工
作
物
、
物
件
又
は
施
設

ち

ま
た
･

広
牛易

は
･

利
便
工
作
物
等
に
対
し
て
、
協
賛
者
、
寄
贈
者
等
の

伏

名
称
、
商
標
、
商
品
名
等
を
表
示
す
る
看
板
、
バ
ナ
ー
等
を
添
加
す
る
形
態

商

の
も
の
が
想
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

陷　

広
告
物
の
占
用
主
体
は
、
原
則
と
し
て
、
広
告
物
を
添
加
す
る
利
便
工
作

、、

物
等
の
占
用
主
体
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
利
便
工
作
物
等
の
占
用
主
体
が

R



広
告
物
の
添
加
に
関
し
同
意
し
て
い
る
こ
と
を
書
面
等
に
よ
り
確
認
で
き
る

･
広
告
物
の
材
質
及
び
形
状
は
、
相
当
強
度
の
風
雨
、
地
震
等
に
耐
え
る

場
合
に
は
、
そ
れ
以
外
の
主
体
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

古
ぼ
も

"
、
到
裝
、

、
ま
く
性
、

可
･
号
員

と

占
用
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
異
な
る
占
用
主
体
が
交
替
で
広
告
物
を
設
置

す
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
場
合
等
に
は
、
一
律
に
五
年
等
と
す
る
の
で
は
な

く
、
必
要
に
応
じ
、
期
間
を
短
期
に
設
定
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

広
告
物
の
設
置
場
所
、
構
造
等
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
事
項

が
考
え
ら
れ
ま
す
。

･
設
置
す
る
場
所
は
、
原
則
と
し
て
、
道
路
の
交
差
し
、
接
続
し
、
又
は

屈
曲
す
る
部
分
以
外
の
道
路
の
部
分
。

･
道
路
上
に
つ
き
出
し
て
設
置
す
る
場
合
に
は
、
道
路
の
上
空
に
設
け
ら

れ
る
部
分
の
最
下
部
と
路
面
と
の
距
離
が
四
･
五
m
以
上
、
歩
道
上
に

お
い
て
は
二
･
五
m
以
上

･
利
便
工
作
物
等
に
添
加
す
る
広
告
物
の
大
き
さ
は
、
原
則
と
し
て
、
表

示
方
向
か
ら
見
た
場
合
に
お
け
る
当
該
工
作
物
の
幅
及
び
高
さ
を
超
え

な
い
。
街
灯
に
添
加
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
道
路
上
に
0
･
八
m
を

超
え
て
つ
き
出
さ
な
い
。

･
著
し
く
長
大
な
利
便
工
作
物
等
に
添
加
さ
れ
る
場
合
を
除
き
、
原
則
と

し
て
当
該
工
作
物

一
個
に
つ
き

一
個

(街
灯
に
あ
っ
て
は
一
対
)
ま
で
。

･
広
告
物
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
利
便
工
作
物
等
の
本
来
の
機
能
若

し
く
は
道
路
景
観
が
著
し
く
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
く
、
特
に
、
道

路
景
観
の
向
上
を
主
た
る
目
的
に
設
置
さ
れ
る
花
壇
そ
の
他
道
路
の
緑

化
の
た
め
の
施
設
等
に
添
加
す
る
広
告
物
に
つ
い
て
は
、
必
要
最
小
限

の
大
き
さ
で
簡
素
な
も
の
。

･
広
告
物
は
、
明
ら
か
に
車
両
の
運
転
者
に
対
し
訴
求
す
る
も
の
で
は
な

い
こ
と
。

堅
固
な
も
の
で
、
倒
壊
、
落
下
、
は
く
離
、
老
朽
、
汚
損
等
に
よ
り
美

観
を
損
い
、
又
は
公
衆
に
危
険
を
与
え
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
。

･
広
告
物
の
構
造
又
は
機
能
は
、
歩
行
者
等
が
注
視
す
る
こ
と
で
著
し
く

路
上
に
滞
留
し
、
又
は
車
両
の
運
転
者
が
注
視
す
る
こ
と
で
そ
の
運
転

や
速
度
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
よ
り
、
交
通
に
支
障
を
生
じ
さ
せ
る

お
そ
れ
の
な
い
も
の
。

･
広
告
物
の
設
置
方
法
は
、
落
下
等
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
堅
固
に
設

置
す
る
ほ
か
、
広
告
物
が
添
加
さ
れ
る
利
便
工
作
物
等
の
倒
壊
、
損
傷

等
に
よ
り
道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
も

の
。
特
に
、
利
便
工
作
物
等
が
老
朽
化
し
て
い
る
場
合
に
は
、
広
告
物

を
添
加
す
る
こ
と
に
よ
り
倒
壊
、
損
傷
等
の
お
そ
れ
が
生
じ
な
い
よ
う

慎
重
に
取
扱
う
必
要
。

.
広
告
物
の
設
置
に
よ
り
新
た
に
道
路
上
に
死
角
を
生
じ
さ
せ
な
い
。

ま
た
、
広
告
物
の
占
用
の
許
可
に
附
す
る
条
件
と
し
て
は
、
通
常
附
さ
れ

る
一
般
的
な
条
件
の
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
て
、
次
の
よ
う
な
条
件
を
附
す
こ

と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

･
事
故
時
に
お
け
る
連
絡
通
報
体
制
に
関
し
て
変
更
が
あ
る
場
合
に
は
、

道
路
管
理
者
に
届
け
出
る
こ
と
。

･
道
路
管
理
者
に
よ
る
監
督
処
分
等
に
よ
り
利
便
工
作
物
等
の
移
設
、
撤

去
等
が
必
要
と
な
る
事
態
が
生
じ
た
と
き
は
、
当
該
利
便
工
作
物
等
に

添
加
さ
れ
て
い
る
広
告
物
に
つ
い
て
も
同
時
に
移
設
、
撤
去
等
さ
れ
る

こ
と
を
受
忍
す
る
こ
と
o

･
利
便
工
作
物
等
の
占
用
が
廃
止
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
利
便
工
作
物
等



街灯への広告滋養加
(広告料を街灯の設置又は
維持管理費こ充当)
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ベンチへの広告添加
(広告料をベンチの設置又は維持管理費こ充当)

幅

2図

に
添
加
さ
れ
て
い
る
広
告
物
も
占
用
を
廃
止
す
る
こ
と
。

･
広
告
物
の
落
下
、
は
く
離
、
老
朽
、
汚
損
等
が
な
い
よ
う
に
定
期
的
に

点
検
等
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
落
下
等
が
生
じ
た
場
合
に
は
速
や
か

に
改
修
等
の
措
置
を
行
う
こ
と
。
特
に
、
強
風
時
等
に
お
い
て
は
、
広

告
物
の
落
下
等
に
よ
る
事
故
を
防
止
す
る
た
め
に
広
告
物
を
一
時
的
に

撤
去
す
る
な
ど
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

･
広
告
物
の
取
扱
い
に
関
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
。

①

広
告
物
の
色
彩
等
は
、
信
号
機
又
は
道
路
標
識
に
類
似
し
、
又
は

こ
れ
ら
の
効
用
を
妨
げ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ

と
。
ま
た
、
広
告
物
は
音
声
を
用
い
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
。

②

広
告
物
は
、
反
射
材
式
で
な
い
こ
と
。

③

広
告
物
の
表
示
内
容
は
、
公
序
良
俗
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
こ

と
。

④

広
告
物
は
、
屋
外
広
告
物
条
例
の
許
可
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ

と
。

そ
の
他
、
運
用
上
の
留
意
事
項
と
し
て
、
広
告
物
を
添
加
す
る
た
め
だ
け

に
不
要
な
利
便
工
作
物
等
が
道
路
空
間
に
設
置
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と

や
、
利
便
工
作
物
等
の
管
理
規
定
等
を
徴
す
る
こ
と
、
第
三
者
に
損
害
を
与

え
た
場
合
の
責
任
の
所
在
の
明
確
化
等
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ

ら
に
、
占
用
主
体
等
が
、
自
ら
積
極
的
に
広
告
料
の
収
支
状
況
を
公
開
す
る

な
ど
透
明
性
を
確
保
す
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
他
の
道
路
利
用
者
の
理
解
が

得
ら
れ
る
よ
う
配
意
す
る
こ
と
も
必
要
で
す

(図
2
)。

2

地
域
活
性
化
等
イ
ベ
ン
ト
に
伴
う
広
告
物
の
取
扱
例

広
告
料
の
充
当
対
象
を
イ
ベ
ン
ト
と
す
る
場
合
に
は
、
地
域
の
活
性
化
や

今広告物は必要やむを得ない範囲で認めることとし、 原

則として 1物件につき 1個。街灯にあっては 1対まで。

◆添加看板等の大きさは、 原則として表示方向から見た

場合における占用物件の幅及び高さを超えないものと

する。 ただし、 街灯に添加する場合は、 突き出し幅をだ

下

の

ロ

た

以

観
広

o
m

景
る

る

8

路
す

す
○

道
加

◇道路景観の向上を主たる目的に設置される花壇等に添
加する広告物については、 大きさ等は必要最小限。



賑
わ
い
の
創
出
等
の
観
点
か
ら
、
十
分
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ま
ず
、
広
告
物
の
形
態
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

･
地
域
活
性
化
等
イ
ベ
ン
ト
の
実
施
に
伴
い
、
道
路
管
理
者
か
ら
占
用
許

可
を
得
て
道
路
上
に
設
置
す
る
工
作
物
、
物
件
又
は
施
設
に
対
し
て
、

協
賛
者
名
等
を
表
示
す
る
看
板
等
を
添
加
す
る
形
態
や
、
イ
ベ
ン
ト
工

作
物
に
協
賛
者
名
等
を
表
示
す
る
形
態
。

･
地
域
活
性
化
等
イ
ベ
ン
ト
に
係
る
開
催
時
期
の
告
知
、
会
場
案
内
、
歓

迎
装
飾
等
を
目
的
に
設
置
す
る
看
板
等
に
協
賛
者
名
等
を
表
示
す
る
形

態
。

･
地
域
活
性
化
等
イ
ベ
ン
ト
の
実
施
に
伴
い
、
交
通
規
制
に
よ
り
車
両
の

通
行
が
行
わ
れ
な
い
道
路
の
区
間
内
か
つ
時
間
内
で
あ
っ
て
、
も
っ
ぱ

ら
当
該
イ
ベ
ン
ト
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合

に
協
賛
著
名
等
を
表
示
す
る
看
板
等
を
設
置
す
る
形
態
の
も
の

(公
道

マ
ラ
ソ
ン
の
場
合
等
)。

占
用
許
可
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
地
域
活
性
化
等
イ
ベ
ン
ト
の
実
施
主
体

が
占
用
主
体
と
な
り
、
申
請
を
行
う
の
が
通
常
で
す
。

占
用
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
地
域
活
性
化
等
イ
ベ
ン
ト
の

開
催
期
間
内
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
当
該
イ
ベ
ン
ト
に
係
る
開
催
時
期
の

告
知
、
歓
迎
装
飾
等
を
目
的
に
設
置
さ
れ
る
バ
ナ
ー
広
告
な
ど
は
、
例
外
的

に
こ
れ
と
異
な
る
期
間
に
つ
い
て
許
可
す
る
こ
と
も
可
能
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
広
告
物
の
設
置
場
所
、
構
造
、
占
用
許
可
の
条
件
、
運
用
上
の
留

意
事
項
な
ど
に
つ
い
て
は
、
五
事
1
の

｢街
灯
等
占
用
物
件
に
添
加
す
る
広

告
物
の
取
扱
例
｣
と
同
様
に
十
分
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す

(図
3
･

4
)
0

豊する費用への充当を目的にする広告繋勿の取扱圀

◆地域活性化等イベントに係る開催時期の告知、会場案内、歓迎装飾等を目的に道路上に設置される看
板等に協賛者名等を表示する形態

◆地域活性化等イベントの実施に伴い、道路上に占用される工作物等に対して、協賛者名等を表示する
形態

○ × △

　　　図

オープンカフェ ･パラソルに
商品名等を表示

世界陸上大阪大会
◎

公道マラソンの例
O SA KA 2007 LO C



六

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
、
広
告
物
を
道
路
空
間
に
設
置
す
る
こ
と
は
、
占
用
主
体
を
調

整
す
る
仕
組
み
が
な
く
、
一
を
認
め
る
と
他
の
主
体
と
の
関
係
で
整
合
が
と

れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
っ
た
こ
と
、
景
観
を
損
な
う
お
そ
れ
が
大
き
い
こ
と
、

道
路
利
用
者
の
理
解
を
得
ら
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
道

路
管
理
者
は
相
当
に
慎
重
な
判
断
を
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ

ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
懸
念
さ
れ
る
こ
れ
ら
各
種
弊
害
が
未
然
に
防
止
さ
れ
、

利
害
が
調
整
さ
れ
る
よ
う
、
地
域
の
関
係
機
関
に
よ
り
予
め
一
定
の
ル
ー
ル

を
策
定
し
た
上
で
、
真
に
公
共
的
な
価
値
を
創
出
で
き
る
よ
う
な
広
告
物
に

つ
い
て
は
、
柔
軟
な
運
用
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
実
際
に
広
告
価
値
の
高
い
地
域
は
、
例
え
ば
、
市
の
中
心
部
な
ど

の
限
ら
れ
た
場
所
で
す
が
、
地
域
活
動
等
は

(当
該
広
告
価
値
の
高
い
地
域

の
み
な
ら
ず
、)
そ
の
周
辺
の
広
告
価
値
の
低
い
地
域

(遠
隔
地
、
他
の
町

村
等
)
に
お
い
て
も
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。
公
共
の
道
路
に
設
置

さ
れ
た
広
告
物
に
よ
る
広
告
料
収
入
の
充
当
先
等
に
つ
い
て
は
、
地
域
の
枠

に
と
ら
わ
れ
な
い
広
い
視
野
で
検
討
さ
れ
る
こ
と
も
、
重
要
に
な
っ
て
く
る

と
思
わ
れ
ま
す
。

れれ｢図

◆地域の活性化等イベントの実施に伴い、交通規制により車両の通行が行われない区間内かつ時間内
であって、もっぱら当該イベントの用に供されていることが明らかである場合に協賛者名等を表示
する看板等を設置する形態

世界陸上大阪大会 公道マラソンの例

◎O SA K A 2007 LO C



榊
瀞
観発
遊ぶ
淡
蒸
心
き
も
ごE
奏
さ
ぶぼ
き
き
ぬ
寒
い
h報いさまさ
がぶ
羨
ミ
ド
A
姦A
さ
き
ドガゼミ
さ
き
きき
き
き
ぶ
も
で
き
静≧
委
さ
で
ミ
き
き
緘き
榊
鞠

の

中
部
地
方
整
備
馬
蹄
鞠
課
の
取
組
み
②

中
部
地
方
整
備
局
道
路
都
路
政
課

高
鍋

誠
治

う
ち
、
公
害
健
康
被
害
補
償
法
あ
る
い
は
名
古
屋
市
条
例
に
定
め
る
指
定
疾

病

(気
管
支
ぜ
ん
そ
く
、
肺
気
腫
等
)
の
認
定
を
受
け
た
方
々
が
原
告
と
な

り
、
本
地
域
に
工
場
を
有
す
る
会
社
-
一
社

(の
ち
に
一
〇
社
)
及
び
国
が

被
告
と
な
っ
た
事
件
で
す
。

国
は
国
道
一
号
、
一
言
号
な
ど
を
設
置
管
理
す
る
国
土
交
通
省
及
び
環
境

行
政
担
当
の
環
境
省
が
訴
訟
に
参
加
し
ま
し
た
。

請
求
の
趣
旨
は
、
①
会
社
、
国
に
対
し

｢排
出
す
る
二
酸
化
窒
素
及
び
浮

遊
粒
子
状
物
質
に
つ
き
、
原
告
ら
の
居
住
地
に
お
い
て
二
酸
化
窒
素
に
つ
い

て
は
･

一
時
間
値
の
一
日
平
均
値
0
･
0
二
皿
を
、
浮
遊
粒
子
状
物
質
に
つ

い
て
は
一
時
間
値
の
一
日
平
均
値
○
･
一
〇
贈
/
“m
又
は
一
時
間
値
○
･
二

〇
戦
/
甘
を
超
え
る
汚
染
と
な
る
排
出
を
し
て
は
な
ら
な
い
｣
、
②
会
社
に

対
し

｢二
酸
化
硫
黄
に
つ
き
原
告
ら
の
居
住
地
に
お
い
て
、
一
時
間
値
の
一

日
平
均
値
o
･
o
四
禰
又
は
一
時
間
値
0
･
一
剛
を
超
え
る
汚
染
と
な
る
排

出
を
し
て
は
な
ら
な
い
｣
、
③
両
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
、
と
な
っ
て

い
ま
す
。

本
誌
一
月
号
に
引
き
続
き
、
中
部
地
方
整
備
局
路
政
課
の
取
組
み
状
況
に

つ
い
て
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

一

名
古
屋
南
部
訴
訟
に
つ
い
て

昭
和
五
○
年
代
よ
り
三
大
都
市
圏
に
お
い
て
大
気
汚
染
公
害
訴
訟
が
相
次

い
で
提
起
さ
れ
ま
し
た
。
首
都
圏
に
お
い
て
は
川
崎
訴
訟
、
近
畿
圏
で
は
西

淀
川
、
尼
崎
訴
訟
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
が
、
中
部
圏
で
は
名
古
屋
南
部
訴

訟
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
訴
訟
は
平
成
元
年
に
提
起
さ
れ
、
平
成

一
二
年
に
判
決
、
平
成

一
三

年
に
和
解
し
た
も
の
で
す
が
、
現
在
も
原
告
団
の
方
々
と
和
解
条
項
の
履
行

状
況
等
に
つ
い
て
意
見
交
換
を
行
っ
て
い
ま
す
の
で
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

1

訴
訟
の
概
要

名
古
屋
市
の
南
部
地
域

(図
1
)
に
居
住
ま
た
は
通
勤
し
て
い
る
方
々
の
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図 1 名古屋市南部地域概要図

訴
え
は
名
古
屋
地
方
裁
判
所
に
、
第
一
次
と
し
て

平
成
元
年
三
月
三
一
日
に
一
四
五
名
の
方
々
が
、
第

二
次
と
し
て
平
成
三
年

一
〇
月
八
日
に
一
〇
一
名
の

方
々
が
、
平
成
九
年

一
二
月

一
九
日
に
四
七
名
の

方
々
が
提
訴
さ
れ
ま
し
た
。

主
な
争
点
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
物
質
が
人
の
健

康
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
か
ど
う
か
、
本
件
道
路
を

通
行
す
る
車
両
か
ら
排
出
さ
れ
る
物
質
と
指
定
疾
病

の
因
果
関
係
、
道
路
の
公
共
性
の
関
係
、
会
社
間
、

会
社
と
道
路
と
の
共
同
不
法
行
為
、
差
し
止
め
請
求

の
可
否
に
つ
い
て
双
方
が
主
張
立
証
を
繰
り
返
し
ま

し
た
。

第
一
次
訴
訟
の
第
一
審
判
決
は
平
成
一
二
年
=

月
二
七
日
に
名
古
屋
地
方
裁
判
所
で
言
い
渡
さ
れ
、

会
社
と
国
に
損
害
賠
償
請
求
を
認
め

(国
関
連
は
三

名
)
、
差
し
止
め
請
求
も
原
告
の
一
名
に
つ
き
、

一

部
認
容
さ
れ
ま
し
た
。
ま
ず
損
害
賠
償
請
求
に
つ
い

て
の
理
由
は
ま
ず
二
酸
化
硫
黄
に
つ
い
て

｢本
件
地

域
に
お
け
る
昭
和
三
〇
年
代
後
半
で
あ
る
昭
和
三
六

年
こ
ろ
か
ら
昭
和
五
三
年
こ
ろ
ま
で
の
二
酸
化
硫
黄

を
中
心
と
す
る
大
気
汚
染
は
、
単
体
で
指
定
疾
病
を

発
症
又
は
増
悪
さ
せ
る
高
度
の
蓋
然
性
が
認
め
ら

れ
、
発
症
ま
で
の
時
期
も
考
慮
す
る
と
、
右
時
期
に

本
件
地
域
に
居
住
、
勤
務
し
少
な
く
と
も
昭
和
五
五

年
ま
で
に
指
定
疾
病
の
発
症
者
、
増
悪
者
と
な
っ
た

　　　

　
　

ト
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い

排

.
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き
遂
熱

く
と
号

写真 昭和 40年当時の国道 23号 (上)と

そ

ぐ
.

入念

　　

　
　
　　

　

　
　
　　

、
へさ
る

　
　
　　　

も
の
に
つ
い
て
は
二
酸
化
硫
黄
等
硫
黄
酸
化
物
単
体
に
よ
る
大
気
汚
染
と
の

因
果
関
係
が
肯
定
さ
れ
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
｣
と
さ
れ
、
次
に
道

路
沿
道
に
つ
い
て
は
、
｢以
上
認
定
の
、
浮
遊
粒
子
状
物
質

(P
M
叩
)
、

二
酸
化
窒
素
の
濃
度
の
比
較
の
み
な
ら
ず
、
道
路
交
通
量
、
大
型
車
混
入
率

の
比
較
、
対
照
に
よ
る
と
、
従
前
、
国
道
二
三
号
線
沿
道
に
は
千
葉
大
調
査

対
象
地
域
の
幹
線
道
路
沿
道
汚
染
に
少
な
く
と
も
匹
敵
す
る
程
度
の
大
気
汚

染
が
存
在
し
、
同
様
に
、
少
な
く
と
も
同
程
度
の
濃
度
の
D
E
P
等
が
存
在

し
て
い
た
も
の
と
認
め
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
、
国
道
二
三
号
線
の
昭
和
四
七

年

一
〇
月
の
全
線
開
通
以
後
今
日
ま
で
の
間
、
そ
の
沿
道
に
千
葉
大
調
査
の

知
見
を
当
て
は
め
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
な
お
、
証
拠
に

よ
る
と
、
六
一
年
専
門
委
は
、
大
気
中
粒
子
状
物
質
の
粒
径
分
布
に
係
る
従

前
の
研
究
を
調
査
し
た
こ
と
、
そ
の
結
果
、
名
古
屋
市
に
お
い
て
は
、
春
は
、

微
小
粒
子

(P
M
2
)
と
、
粗
大
粒
子
が
ほ
ぼ
拮
抗
す
る
が
、
夏
、
冬
は
微

小
粒
子
の
方
が
粗
大
粒
子
よ
り
多
く
な
る
と
の
研
究
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し

た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
右
事
実
も
、
千
葉
大
調
査
の
前
記
小
学
校
に
お
け

る
粒
径
調
査

(浮
遊
粒
子
状
物
質
の
う
ち
微
小
粒
子

(P
M
如
)
の
重
量
割

合
が
五
一
･
七
%
又
は
四
七

･
一
%
で
あ
っ
た
。)
に
ほ
ぼ
合
致
す
る
も
の

で
あ
っ
て
、
国
道
二
三
号
線
沿
道
に
千
葉
大
調
査
の
知
見
を
当
て
は
め
る
こ

と
の
相
当
性
を
裏
付
け
る
一
資
料
と
い
え
る
。
そ
し
て
以
上
認
定
、
判
断
し

た
事
実
に
よ
る
と
、
昭
和
園
七
年
の
全
線
開
通
以
降
現
在
ま
で
の
デ
ィ
ー
ゼ

ル
車
を
中
心
と
し
た
自
動
車
排
出
ガ
ス
に
よ
る
国
道
二
三
号
線
沿
道
に
対
す

る
汚
染
が
沿
道
二
0
m
ま
で
に
居
住
す
る
住
民
の
気
管
支
喘
息
の
発
症
、
憎

悪
を
招
来
し
た
高
度
の
蓋
然
性
が
経
験
則
に
照
ら
し
て
も
認
め
ら
れ
る
と
い

う
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
間
に
因
果
関
係
が
あ
る
と
判
断
す
る
の
が
相
当

で
あ
る
。｣

と
さ
れ
、
沿
道
二
0
m
以
内
に
居
住
し
て
い
た
原
告
三
名
に
つ
い
て
｢

八
〇
〇
万
円
余
り
の
損
害
賠
償
が
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

さ
ら
に
差
し
止
め
請
求
に
つ
い
て
は

｢前
記
認
定
の
と
お
り
、
道
路
は
一

般
に
交
通
機
能
、
空
間
機
能
と
称
さ
れ
る
基
礎
的
社
会
資
本
と
し
て
多
様
な

役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
、
我
が
国
の
国
土
、
社
会
の
状
況
か
ら
、
従
前

の
み
な
ら
ず
将
来
に
わ
た
っ
て
、
道
路
交
通
、
自
動
車
へ
の
高
い
依
存
度
が

継
続
す
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
道
路
交
通
が
充
実
す
る
こ
と
は
我
が
国
社
会

に
と
っ
て
格
別
な
意
義
を
有
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
特
に
本
件
の

国
道
二
三
号
線
に
限
っ
て
も
、
そ
の
開
設
の
経
緯
、
一
日
交
通
量
及
び
大
型

車
混
入
率
の
推
移
等
の
事
実
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
い
わ
ゆ
る
幹
線
道
路
と

し
て
、
伊
勢
湾
岸
地
域
の
地
域
間
交
通
や
産
業
経
済
活
動
に
対
し
て
、
そ
の

内
容
及
び
量
に
お
い
て
多
大
な
便
益
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ

　イ.



る
。
こ
の
よ
う
な
国
道
二
三
号
線
の
全
線
開
通
に
よ
り
本
件
地
域
が
い
わ
ゆ

る
四
通
八
達
の
地
と
な
る
こ
と
は
そ
れ
自
体
重
大
な
価
値
を
有
し
て
い
る
も

の
と
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
以
上
の
よ
う
な
道
路

一
般
、
国
道
二
三
号
線
の
有

す
る
公
共
性
、
し
た
が
っ
て
本
原
告
に
対
す
る
侵
害
行
為
の
も
つ
公
共
性
又

は
公
益
上
の
必
要
性
は
、
差
止
請
求
の
可
否
を
判
断
す
る
に
あ
っ
て
は
損
害

賠
償
請
求
の
可
否
を
判
断
す
る
場
合
よ
り
も
大
き
な
位
置
付
け
が
与
え
ら
れ

る
べ
き
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
前
記
認
定
の
事
実
に
よ
る
と
、
本
原
告
は
転
居
等
に
つ
い
て
も

容
易
で
は
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
が
推
認
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
国
道
二
三
号

線
沿
線
一
六
m
の
位
置
に
居
住
し
、
こ
の
た
め
大
型
車
の
交
通
量
の
多
い
国

道
二
三
号
線
か
ら
の
排
出
ガ
ス
に
含
ま
れ
る
D
E
P
等
の
浮
遊
粒
子
状
物
質

に
、
国
道
二
三
号
線
が
全
線
開
通
し
た
昭
和
四
七
年
か
ら
で
も
今
日
ま
で
四

半
世
紀
以
上
の
間
継
続
的
に
暴
露
さ
れ
て
き
た
こ
と
、
そ
し
て
右
暴
露
に
よ

り
罹
患
し
た
気
管
支
喘
息
の
症
状
を
増
悪
さ
せ
た
こ
と
、
気
管
支
喘
息
は
場

合
に
よ
っ
て
は
死
に
つ
な
が
る
こ
と
も
あ
る
疾
病
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ

る
。
こ
の
よ
う
に
本
原
告
は
、
国
道
二
三
号
線
沿
道
の
大
気
汚
染
に
よ
り
、

単
に
日
常
生
活
に
お
い
て
洗
濯
物
が
汚
損
し
た
等
の
受
忍
し
得
る
生
活
妨
害

を
は
る
か
に
超
え
た
そ
の
生
命
、
身
体
へ
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
認
め
ら
れ
る
。

ま
た
従
前
認
定
し
た
と
お
り
、
被
告
国
は
国
道
二
三
号
線
の
路
線
の
選
定

に
当
た
っ
て
は
市
街
地
を
可
能
な
限
り
通
過
し
な
い
よ
う
路
線
認
定
を
し
、

本
原
告
付
近
も
含
め
一
部
高
架
橋
方
式
を
採
用
し
、
排
出
ガ
ス
、
騒
音
被
害

を
減
少
さ
せ
る
べ
く
努
め
た
こ
と
、
植
樹
帯
、
立
体
化
工
事
、
遮
音
壁
、
環

境
施
設
帯
の
設
置
、
立
体
化
工
事
等
し
て
周
辺
住
民
一
般
に
対
し
被
害
を
与

え
る
こ
と
を
回
避
す
る
努
力
を
し
て
き
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
こ

れ
が
本
原
告
と
の
関
係
で
有
効
で
あ
っ
た
と
の
事
実
は
認
め
る
に
足
り
ず
、

そ
も
そ
も
諸
種
の
対
策
を
行
う
前
提
と
な
り
得
る
、
国
道
二
三
号
線
沿
道
の

大
気
汚
染
の
状
況
に
つ
い
て
の
継
続
的
な
調
査
等
も
怠
り
、
今
後
と
も
こ
れ

を
行
う
予
定
す
ら
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
本
原
告
付
近
は
高

架
橋
方
式
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
前
記
認
定
の
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
に
よ
っ
て
も
沿
道

一
六
m
の
位
置
で
は
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
暴
露
を
避

け
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
は
被
告
国
提
出
の
証
拠

(丙
C
二
七
)
を
掛
酌

し
て
も
明
ら
か
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

他
方
、
被
告
国
は
、
本
件
差
止
請
求
が
許
容
さ
れ
た
と
し
て
も
、
被
告
国

の
有
す
る
行
政
規
制
権
に
基
づ
く
公
権
力
の
行
使
に
よ
る
こ
と
な
く
、
沿
道

の
環
境
施
設
帯
や
植
樹
帯
の
設
置
、
交
通
流
の
円
滑
の
た
め
の
対
策
、
シ
ェ

ル
タ
ー
化
や
ト
ン
ネ
ル
化
な
ど
の
事
実
行
為
と
し
て
の
環
境
対
策
、
道
路
施

設
の
改
良
等
に
よ
っ
て
、
本
原
告
と
の
関
係
、
本
原
告
の
居
住
地
に
お
い
て

こ
れ
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
を
主
張
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
認

め
る
に
足
り
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
み
な
ら
ず
、右
の
実
現
は
、

容
易
で
あ
る
と
は
い
い
得
な
い
と
し
て
も
、
可
能
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
。
以
上
に
よ
る
と
、
道
路
の
機
能
、
効
用
の
重
大
、
重
要
性
か
ら
、

侵
害
行
為
の
公
共
性
又
は
公
益
上
の
必
要
性
は
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

ま
た
証
拠
上
本
訴
に
お
い
て
そ
の
請
求
権
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
は
、

た
ま
た
ま
本
原
告

一
名
に
限
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
本
原
告

と
の
関
係
で
は
、
そ
の
被
る
損
害
の
内
容
は
本
原
告
の
生
命
、
身
体
に
関
わ

る
も
の
で
回
復
困
難
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
他
方
、
被
告
国
は
、
本
訴
が
提

起
さ
れ
た
平
成
元
年
三
月
か
ら
本
件
口
頭
弁
論
が
終
結
し
た
平
成

=
年
一

一
月
ま
で
の
間
で
も

一
〇
年
余
が
経
過
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
間
、

本
原
告
と
の
関
係
で
右
の
よ
う
な
被
害
発
生
を
防
止
す
べ
き
格
別
の
対
策
を



採
っ
て
は
来
ず
、
こ
れ
か
ら
も
、
少
な
く
と
も
本
件
口
頭
弁
論
終
結
時
に
お

1
0

ア

国
道
二
三
号
の
車
線
削
減

い
て
は
、
右
対
策
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
前
提
と
な
る

国
道
二
三
口
の
車
線
削
減

↓

部

調
査
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
実
施
す
る
具
体
的
な
予
定
を
有
し

て
は
い
な
い
こ
と
、
本
件
差
止
請
求
を
認
容
し
て
も
、
所
定
の
方
法
を
採
る

こ
と
に
よ
り
、
社
会
的
に
回
復
困
難
な
程
の
損
失
を
生
ず
る
こ
と
な
く
対
応

で
き
る
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
こ
れ
ら
諸
般
の
事
情
を
考
量
す

る
と
、
被
告
国
に
対
す
る
本
件
差
止
請
求
を
認
容
す
る
の
が
相
当
と
解
さ
れ

る
。｣

と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
不
作
為
請
求
が
認
容
さ
れ
ま
し
た
。

2

和
解
に
至
る
経
緯

国
と
し
て
は
、
①
医
学
的
知
見
が
十
分
で
な
い
中
で
浮
遊
粒
子
状
物
質
と

健
康
被
害
と
の
因
果
関
係
が
一
部
認
容
さ
れ
た
こ
と
、
②
浮
遊
粒
子
状
物
質

に
つ
い
て
の
差
し
止
め
が
一
部
認
容
さ
れ
た
こ
と
を
不
服
と
し
て
平
成

一
二

年
一
二
月
五
日
に
控
訴
し
ま
し
た
。
原
告
、
会
社
も
同
月
=

日
に
控
訴
し

ま
し
た
。

そ
の
後
、
国
は
平
成

一
三
年
三
月
二
九
日
に
警
察
庁
、
経
済
産
業
省
、
国

土
交
通
省
、
環
境
省
か
ら
な
る

｢関
係
省
庁
連
絡
会
議
｣
を
設
置
し
、
｢名

古
屋
南
部
地
域
の
道
路
交
通
環
境
対
策
の
推
進
に
つ
い
て
ー
当
面
の
取
組
み

-
｣
を
発
表
し
、
こ
の
取
組
み
の
姿
勢
に
つ
い
て
原
告
側
の
一
定
の
理
解
を

得
る
こ
と
が
で
き
た
た
め
、
平
成

一
三
年
八
月
八
日
、
第

一
次
訴
訟
に
つ
い

て
は
名
古
屋
高
裁
で
、
第
二
次
三
次
訴
訟
に
つ
い
て
は
名
古
屋
地
裁
に
お
い

て
、裁
判
所
か
ら
の
和
解
勧
告
を
受
け
入
れ
る
形
で
和
解
が
成
立
し
ま
し
た
。

そ
の
際
の
和
解
条
項

(国
土
交
通
省
関
係
分
)
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

国
道
二
三
号
の
車
線
削
減

(平
面
部
に
つ
い
て
は
、
車
道

･
歩
道

･
植

樹
帯
の
空
間
配
分
の
検
討
を
含
む
。
)
に
つ
い
て
、
幹
線
道
路
ネ
ッ
ト
ワ

R

ー
ク
の
整
備
状
況
な
ど
も
踏
ま
え
つ
つ
、
関
係
機
関
並
び
に
地
元
住
民
と

も
合
意
形
成
を
図
り
な
が
ら
検
討
す
る
。

イ

車
線
削
減
検
討
の
た
め
の
交
通
量
調
査

国
道
二
三
号
の
車
線
削
減
を
含
む
国
道
二
三
号
の
交
通
負
荷
の
軽
減
策

の
検
討
の
た
め
の
交
通
量
の
調
査
を
行
う
。

ウ

環
境
施
設
帯
の
設
置

の
国
道
二
三
号
名
古
屋
南
部
地
域
の
沿
道
の
住
居
地
域
に
つ
い
て
、

環
境
施
設
帯
の
必
要
な
区
域
を
定
め
、
地
元
住
民
の
意
見
を
聞
き
な

が
ら
、
平
成

一
三
年
度
よ
り
可
能
な
と
こ
ろ
か
ら
順
次
、
土
地
を
取

得
し
、
環
境
施
設
帯
の
整
備
を
進
め
る
。

の
築
地
口
I
C
付
近
の
国
道
二
三
号
沿
道
地
域
に
お
い
て
、
名
古
屋

市
な
ど
の
関
係
機
関
と
連
携
し
て
平
成
一
三
年
度
よ
り
、
地
元
住
民

の
意
見
を
聞
き
な
が
ら
、
環
境
施
設
帯
の
モ
デ
ル
整
備
に
つ
い
て
取

り
組
む

エ

特
殊
車
両
通
行
許
可
違
反
の
車
両
取
締
り
ス
ペ
ー
ス
の
設
置

国
道
二
三
号
に
お
け
る
特
殊
車
両
通
行
許
可
違
反
の
車
両
取
締
り
ス

ペ
ー
ス
の
新
規
設
置
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。

オ

大
気
環
境
の
調
査

の
道
路
環
境
政
策
の
企
画
立
案
や
そ
の
評
価
の
た
め
、
大
気
環
境
に

係
る
常
時
観
測
局
を
平
成
一
三
年
度
内
に
国
道
二
三
号
沿
道
に
お
い

て
五
局
設
置
す
る
と
と
も
に
、
国
道

百
万
沿
道
に
お
い
て
一
局
設
置

に
着
手
す
る
。



④
①
の
測
定
結
果
に
つ
い
て
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
で
情
報
提
供

す
る
と
と
も
に
、
測
定
結
果
の
一
部
に
つ
い
て
は
道
路
上
の
情
報
板

で
も
情
報
提
供
す
る
。

力

道
路
管
理
に
係
る
車
両
の
改
善

の
中
部
地
方
整
備
局
の
道
路
管
理
に
係
る
車
両
に
つ
い
て
、
デ
ィ
ー

ゼ
ル
微
粒
子
除
去
装
置

(D
P
F
)
の
装
着
を
図
る
。

の
中
部
地
方
整
備
局
の
道
路
管
理
に
係
る
車
両
に
つ
い
て
、
低
公
害

車
の
導
入
を
行
う
。

キ

交
通
需
要
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

(T
D
M
)
施
策
も
含
め
た
名
古
屋
都
市

圏
交
通
円
滑
化
総
合
計
画
策
定
の
支
援

名
古
屋
市
等
が
策
定
す
る
名
古
屋
都
市
圏
交
通
円
滑
化
総
合
計
画
の

策
定
に
つ
い
て
支
援
を
行
う
。

2

原
告
ら
と
国
土
交
通
省
及
び
環
境
省
は
、
別
紙
要
綱
の
と
お
り

｢名

古
屋
南
部
地
域
道
路
沿
道
環
境
改
善
に
関
す
る
連
絡
会
｣
を
設
置
す
る

こ
と
を
△
呈
息
す
る
。

3

原
告
ら
は
、
和
解
前
文
記
載
の
諸
事
情
及
び
前
項
ま
で
の
和
解
条
項

の
内
容
に
か
ん
が
み
、
国
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
を
放
棄
す
る
。

4

原
告
ら
と
国
は
、
本
件
訴
訟
に
か
か
る
請
求
に
関
し
、
本
件
和
解
条

項
に
定
め
る
ほ
か
、
何
ら
の
債
権
債
務
関
係
の
な
い
こ
と
を
相
互
に
確

認
す
る
。

以
上
の
和
解
条
項
に
よ
る
和
解
が
締
結
さ
れ
ま
し
た
。

加
え
て
、
連
絡
会
の
設
置
要
綱
が
下
記
の
通
り
締
結
さ
れ
ま
し
た
。

連
絡
会
の
設
置

名
古
屋
南
部
地
域
道
路
沿
道
環
境
改
善
に
関
す
る
連
絡
会

(以
下

｢連

絡
会
｣
と
い
う
。)
を
設
置
す
る
。

2

連
絡
会
の
目
的

連
絡
会
は
、
名
古
屋
南
部
大
気
汚
染
第
一
次
か
ら
三
次
訴
訟
の
原
告
団

と
国
の
道
路
管
理
者
で
あ
る
国
土
交
通
省
及
び
環
境
省
と
の
間
で
意
見
交

換
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
本
和
解
条
項
を
含
む
国
が
管
理
す
る
当
該
訴
訟

対
象
道
路

(以
下

｢対
象
道
路
｣
と
い
う
。)
に
お
け
る
環
境
対
策
及
び

自
動
車
排
出
ガ
ス
の
低
減
の
た
め
の
環
境
省
の
施
策
の
円
滑
か
つ
効
果
的

な
実
施
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

3

連
絡
会
は
、
次
の
関
係
委
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
。

国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局

環
境
省

原
告
団

4

会
議

の
連
絡
会
は
、
原
告
団
に
係
る
以
下
の
事
項
に
つ
い
て
意
見
交
換
を
行
う
。

ア

対
象
道
路
の
環
境
に
関
す
る
こ
と

イ

対
象
道
路
の
道
路
構
造
対
策
に
関
す
る
こ
と

ウ

自
動
車
排
出
ガ
ス
の
低
減
の
た
め
の
環
境
省
の
施
策
に
関
す
る
こ
と

4　　

エ

そ
の
他
ア
な
い
し
ウ
に
関
し
て
必
要
な
事
項
に
関
す
る
こ
と

(た

節

だ
し
、
国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
及
び
環
境
省
の
所
管
事
項
に

ク

限
る
)

+

の

国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
及
び
環
境
省
は
、連
絡
会
に
お
い
て
･

慄

自
ら
行
う
大
気
の
測
定
結
果
及
び
本
和
解
条
項
の
履
行
状
況
に
つ
い
て

前

原
告
団
に
報
告
す
る
o

認

原
告
団
に
報
告
す
る
。

5

座
長
等

連
絡
会
に
座
長
と
副
座
長
を
お
く
。

8イ!



座
長
は
国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
の
委
員
代
表
と
し
、
副
座
長
は
原

開
始
。

告
団
の
委
員
代
表
と
す
る
。

･
モ
デ

6

運
営

二
月
"

連
絡
会
は
年
一
回
開
催
す
る
。

･
↓

成

臨
時
の
連
絡
会
は
、
関
係
委
員
の
意
見
に
も
配
慮
し
、
必
要
に
応
じ
て
座

長
が
招
集
す
る
。

7

事
務
局

連
絡
会
の
事
務
局
は
、
国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
に
置
く
も
の
と
す

る
。

3

和
解
後
の
経
緯

和
解
後
、
数
回
の
事
務
的
な
打
ち
合
わ
せ
を
実
施
し
、
同
年
一
二
月
一
三

日
に
第
一
回
連
絡
会
準
備
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
そ
の
場
で
連
絡
会
は
毎
年

五
月
に
開
催
す
る
こ
と
に
合
意
し
ま
し
た

(平
成

一
七
年
か
ら
大
気
デ
ー
タ

の
完
成
が
六
月
ご
ろ
に
な
る
た
め
、
最
新
デ
ー
タ
を
提
供
す
べ
く
六
月
に
開

催
し
て
い
ま
す
)
。

そ
の
後
、
四
月
の
事
前
打
ち
合
わ
せ
を
経
て
、
平
成

一
四
年
五
月
一
七
日

に
第

一
回
の
連
絡
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
下
記
に
平
成

一
四
年
か
ら
一
九

年
ま
で
の
進
捗
を
示
し
ま
す
。

①
国
道
二
三
号
の
車
線
削
減
に
つ
い
て

･
平
成

一
二
年
度
ま
で
に
八
車
線
区
間

(L
=

-
･
六
蹴
)
を
六
車
線
に
、

六
車
線
区
間

(L
=
七

.
○
如
)
を
四
車
線
に
削
減
済
。

･
平
成

一
四
年
度
に
現
状
六
車
線
区
間
に
つ
い
て
、
四
車
線
に
削
減
時
に

お
け
る
前
後
区
間
も
含
め
た
大
気
環
境
へ
の
影
響
等
を
多
面
的
に
検
討

し
、
適
切
な
空
間
利
用
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
た
め
の
モ
デ
ル
を
構
築

モ
デ
ル
の
基
礎
資
料
と
し
て
、
平
成

一
四
年

一
二
月
と
平
成

一
五
年

一

二
月
に
交
差
点

(
一
五
ヵ
所
)
の
方
向
別
交
通
量
調
査
を
実
施
o

R

･
平
成

一
五
年
度
は
車
線
削
減
時
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
確
か
ら
し
さ

に
つ
い
て
、
南
区
浜
田
町
で
行
わ
れ
た
工
事
車
線
規
制
時
に
渋
滞
長
現

況
調
査
を
行
い
、
そ
の
状
況
を
再
現
す
る
こ
と
で
検
証
。
そ
の
う
え
で
、

渋
滞
影
響
等
を
分
析
。

･
平
成
一
六
年
度
は
、
車
線
削
減
に
伴
う
渋
滞
が
二
三
号
に
お
け
る
大
気

汚
染
物
質

(N
o
x
･
S
P
M
)
の
総
排
出
量
に
与
え
る
影
響
及
び
車

線
削
減
に
伴
う
周
辺
道
路
へ
の
交
通
分
散
を

加
味
し
た
総
排
出
量
の

変
化
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
と
も
に
、
名
古
屋
南
部
地
域
の
総
排
出
量

の
抑
制
に
資
す
る
車
線
削
減
の
方
策
を
検
討
。

･
平
成
一
七
年
度
は
、
平
成
一
六
年
度
の
検
討
結
果
等
を
踏
ま
え
、
引
き

続
き
検
討
。

･
平
成

一
人
年
度
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
内
容
を
検
討
し
、
並
行
し
て

車
線
削
減
に
つ
い
て
引
き
続
き
検
討
。
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
内
容
を
意

見
交
換
会
に
て
調
整
。

②
車
線
削
減
検
討
の
た
め
の
交
通
量
調
査
に
つ
い
て

･
平
成
一
三
年
七
月
に
名
古
屋
南
部
の
交
通
流
動
調
査
を
実
施
調
査
結
果

に
つ
い
て
一
〇
月
公
表
。

･
平
成

一
四
年
七
月
に
同
交
通
流
動
調
査
を
実
施
。
調
査
結
果
に
つ
い
て

一
〇
月
公
表
。

･
平
成
一
五
年
七
月
に
同
交
通
流
動
調
査
を
実
施
。
調
査
結
果
に
つ
い
て

一
〇
月
公
表
。

･
平
成

一
六
年
七
月
に
同
交
通
流
動
調
査
を
実
施
。
調
査
結
果
に
つ
い
て



一
〇
月
公
表
。

･
平
成

一
六
年

一
二
月
一
二
日
に
豊
田
J
C
T
~
豊
田
南

(L
=
七

･
六

如
)
間
が
、
平
成

一
七
年
三
月
一
九
日
に
豊
田
東
J
C
T
~
豊
田
東
I

C

(L
=
三

･
一
如
)
間
が
開
通
し
伊
勢
湾
岸
道
が
全
線
完
成
。

･
平
成

一
七
年
七
月
に
同
交
通
流
動
調
査
を
実
施
。
調
査
結
果
に
つ
い
て

一
〇
月
公
表
。

･
平
成

一
人
年
七
月
に
同
交
通
流
動
調
査
を
実
施
。
調
査
結
果
に
つ
い
て

一
〇
月
公
表
。

･
平
成

一
九
年
七
月
に
同
交
通
流
動
調
査
を
実
施
。
調
査
結
果
に
つ
い
て

一
〇
月
公
表
。

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
内
容
を
意
見
交
換
会
に
て
調
整
。

･
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
(国
道
二
三
号
の
交
通
量
低
減
に
関
す
る
意
向
調
査
)

を
平
成

一
九
年

一
〇
月
二
四
日
に
実
施
。

･
今
後
も
、
幹
線
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
J
ク
の
整
備
進
捗
に
合
わ
せ
て
、
国
道

一
=
ニ
号
等
の
交
通
状
況
に
つ
い
て
調
査
を
実
施
し
て
い
く
予
定
。

③
環
境
施
設
帯
の
設
置

･
平
成
一
三
年
一
〇
月
に
緑
区
大
高
町
か
ら
海
部
郡
飛
島
村
間
の
住
居
系

地
区
の
居
住
者
地
権
者
約
二
、
二
〇
〇
人
を
対
象
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

を
実
施
し
、
平
成

一
三
年

一
二
月
に
結
果
を
公
表
。

･
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
、
整
備
要
望
及
び
協
力
意
向
の
高
か
っ
た
八
地
区

に
順
次
用
地
買
収
計
画
及
び
取
得
用
地
の
整
備
案
の
説
明
を
行
い
、
平

成

一
四
年
度
か
ら
用
地
買
収
の
手
続
き
を
進
め
て
い
る
。

･
平
成

一
五
年
度
は
、
概
ね
用
地
の
ま
と
ま
っ
た
南
区
要
町

(千
鳥
東
)

に
お
い
て
、地
元
住
民
の
方
の
意
見
を
聞
き
な
が
ら
計
画
を
ま
と
め
た
。

･
平
成
一
六
年
度
は
南
区
要
町

(千
鳥
東
)
に
お
い
て
地
元
住
民
と
の
互

い
の
合
意
形
成
を
基
に
順
次

〈要
町
交
差
点
~
天
白
町
)
環
境
施
設
帯

(遮
音
壁
工
事
)
の
一
期
工
事
に
着
手
。

･
用
地
の
ま
と
ま
っ
た
港
区
品
川
町
に
お
い
て
地
元
住
民
の
方
の
意
見
を

聞
き
な
が
ら
計
画
を
ま
と
め
、
平
成
一
六
年
度
よ
り
環
境
施
設
帯
の
工

事
に
着
手
。

･
隣
接
地
の
遠
若
町
に
つ
い
て
は
、
平
成

一
七
年
三
月
二
三
日
計
画
説
明

会
を
開
催
し
た
。

･
東
築
地
地
区
に
お
い
て
地
元
住
民
の
ま
と
ま
っ
た
要
望
に
よ
り
、
平
成

一
六
年
七
月
二
人
日
事
業
着
手
説
明
会
を
実
施
。
そ
の
後
、
九
月
~
一

二
月
に
用
地
取
得
手
続
き
に
必
要
な
測
量
及
び
関
係
土
地
所
有
者
の
意

向
調
査
を
実
施
し
、
用
地
取
得
案
を
ま
と
め
、
平
成

一
七
年

一
月
二
三

日
に
用
地
説
明
会
を
実
施
し
、
用
地
取
得
の
手
続
き
を
進
め
て
い
る
。

･
平
成
一
七
年
度
は
、
南
区
要
町

(千
鳥
東
)
一
期
工
事
を
完
成
。
一
〇

月
一
日
に
体
験
見
学
会
を
実
施
。
平
成
一
人
年
三
月
に
港
区
遠
若
町
で

工
事
着
手
。
平
成
一
人
年
三
月
=

日
南
区
大
生
西
地
区
で
事
業
着
手

説
明
会
を
実
施
。

･
平
成
一
人
年
度
は
、
南
区
要
町

(千
鳥
東
)
二
期
工
事

(天
白
町
~
天

白
扇
川
右
岸
)
に
つ
い
て
計
画
説
明
会
を
実
施
。
平
成
一
人
年
三

月

一
七
日
に
緑
区
神
戸
地
区
で
事
業
着
手
説
明
会
を
実
施
。
平
成
一
人
年

一
二
月
に
取
得
済
み
用
地
の
工
事
未
着
手
箇
所
で
環
境
施
設
帯
整
備
予

定
地
で
あ
る
こ
と
の
看
板
を

一
四
枚
設
置
。
平
成

一
九
年
二
月
八
日
南

区
大
生
西
地
区
で
用
地
取
得
幅
確
定
説
明
会
を
実
施
。
平
成
一
九
年
三

月
に
港
区
品
川
地
区
が
完
成
。

･
平
成
一
九
年
度
は
、
工
事
実
施
に
向
け
た
計
画
説
明
会
等
を
南
区
大
生

東
地
区
は
平
成

一
九
年

一
〇
月
三
一
日
、
港
区
築
盛

･
い
ろ
は

･
中
川
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本
町
は
平
成

一
九
年

三
一月
一
七
日
、
緑
区
西
森
前
地
区
は
平
成

一
九

年
三
一月
三
一日
に
開
催
。
用
地
取
得
幅
説
明
会
を
緑
区
神
戸
地
区
で

平
成
一
九
年
一
一
月
一
日
に
開
催
。
南
区
大
生
西
地
区
で
用
地
取
得
を

推
進
。
港
区
遠
若
地
区
は
完
成
に
向
け
、
引
き
続
き
工
事
を
実
施
予
定
。

南
区
要
町

(千
鳥
東
)
は
、
二
期
工
事

(天
白
町
~
天
白
扇
川
右
岸
)

を
実
施
し
、
平
成
二
〇
年
度
完
成
予
定
。

4

環
境
施
設
帯
モ
デ
ル
地
区
の
整
備

･
平
成
一
三
年
三
月
に
沿
道
住
民
の
方
の
参
加
に
よ
る
港
楽
学
区
国
道
二

三
号
沿
道
環
境
整
備
懇
談
会
を
開
催
し
、
築
地
口
I
C
周
辺

(堀
川
~

中
川
運
河
…
延
長
約

一
如
)
の
整
備
イ
メ
ー
ジ
の
検
討
を
開
始
。

･
平
成
一
四
年
度
は
同
懇
談
会
と
沿
道
の
検
討
委
員
に
よ
る
検
討
会
を
計

八
回
開
催
し
て
整
備
イ
メ
ー
ジ
の
原
案
を
作
成
。

･
平
成
一
五
年
度
は
、
検
討
会
を
六
回
開
催
し
て
事
業
手
法
や
管
理
の
面

か
ら
の
検
討
を
加
え
、
計
画
素
案
を
策
定
。
オ
ー
プ
ン
ハ
ウ
ス
に
て
同

素
案
を
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
広
く
意
見
を
伺
い
、
計
画
案
を
と
り
ま

と
め
た
。
ま
た
、
用
地
買
収
手
続
き
に
必
要
な
測
量
、
物
件
調
査
及
び

関
係
土
地
所
有
者
の
意
向
調
査
を
七
月
~
-
一
月
に
実
施
、
用
地
取
得

案
を
ま
と
め
、
二
月
三

日
に
用
地
説
明
会
を
実
施
。

･
平
成
一
六
年
度
は
順
次
用
地
取
得
を
推
進
。

･
平
成

一
七
年
度
は
用
地
取
得
を
推
進
。
平
成

一
七
年
六
月
一
日
に
、
港

区
港
陽
町
の
名
古
屋
国
道
維
持
第
三
出
張
所
隣
接
地
に
環
境
施
設
帯
資

料
館
を
開
館
。
同
資
料
館
で
は
、
環
境
施
設
帯
に
関
す
る
パ
ネ
ル
展
示
、

遮
音
壁
の
見
本
や
地
区
毎
に
地
元
住
民
の
方
の
意
見
を
聞
き
な
が
ら
作

成
し
た
環
境
施
設
帯
整
備
計
画
素
案
等
を
公
開
。

･
平
成
一
人
年
度
は
用
地
取
得
を
推
進
。
平
成
一
人
年
三
一月
に
取
得
済

み
用
地
の
工
事
未
着
手
箇
所
で
環
境
施
設
帯
整
備
予
定
地
で
あ
る
こ
と

の
看
板
を
六
枚
設
置
。

･
平
成
一
九
年
度
は
用
地
取
得
を
推
進
。
工
事
実
施
に
向
け
た
計
画
説
明

会
等
を
平
成
二
〇
年
三
月
に
開
催
予
定
。

以
下
の
和
解
条
項
に
つ
い
て
は
省
略
し
ま
す
。
以
上
が
和
解
後
に
中
部
地

方
整
備
局
が
行
っ
て
い
る
条
項
の
推
進
状
況
で
す
。
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三

初
任
者
用
道
路
占
用
許
可
マ
ニ
ュ
ア
ル
作
成
に
つ
い
て

前
回
も
申
し
ま
し
た
と
お
り
、
中
部
で
は
広
域
幹
線
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
整
備
が
進
み
、
こ
れ
に
伴
い
道
路
管
理
の
事
務
も
量
的
に
も
増
え
、
施
設

の
高
度
化
か
ら
管
理
の
内
容
も
複
雑
か
つ
困
難
な
も
の
と
な
っ
て
き
て
い
ま

す
。
一
方
、
道
路
管
理
事
務
を
担
当
す
る
職
員
は
年
々
減
少
し
て
お
り
、
道

路
管
理
担
当
職
員

一
人

一
人
の
業
務
は
増
加
し
、
責
任
も
年
々
重
く
な
っ
て

き
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
言
い
換
え
る
と
、
こ
れ
ま
で
他
の
分
野

(総
務
、

用
地
)
で
仕
事
を
や
っ
て
こ
ら
れ
た
方
が
初
め
て
道
路
管
理
事
務
に
携
わ
る

こ
と
と
な
っ
た
場
合
、
職
員
の
数
が
少
な
い
こ
と
に
よ
り

一
人
一
人
が
即
戦

力
と
な
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
新
規
採
用
職
員
で
あ
っ
て

も
同
じ
こ
と
で
あ
り
、
ゆ
っ
く
り
勉
強
し
て
い
く
時
間
が
な
い
の
が
現
状
で

す
。な

か
で
も
、
道
路
占
用
許
可
事
務
に
つ
い
て
は
専
門
用
語
も
多
い
上
、
技

術
的
な
審
査
も
必
要
な
こ
と
か
ら
初
任
者
に
と
っ
て
は
と
っ
つ
き
に
く
い
業

務
の
一
つ
と
し
て
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、
速
や
か
に
占
用
許
可
申
請
書

の
内
容
を
理
解
し
、
ミ
ス
の
な
い
事
務
手
続
き
を
迅
速
に
行
う
た
め
初
任
者

用
の
占
用
許
可
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
し
て
お
り
ま
す
。
図
2
,
4
が
現
在
検
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討
中
の
イ
メ
ー
ジ
で
す
の
で
紹
介
い
た
し
ま
す
。

以
上
で
中
部
地
方
整
備
局
路
政
課
の
取
組
み
状
況
の
紹
介
を
終
わ
ら
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。



5
楽
し
く
歩
い
て
道
を
き
れ
い
に
;

｢五
街
道
ク
リ
ー
ン
ウ
オ
ー
ク
2
0
0
8
｣
の
開
催
に
つ
い
て

一

は
じ
め
に

平
成
二
○
年
三
月
八
日

(土
)
、
穏
や
か
な
晴
天
の
も
と
、
東
京
二
三
区

内
の
主
要
国
道
に
お
い
て
、
｢五
街
道
ク
リ
ー
ン
ウ
ォ
ー
ク
2
0
0
8
｣
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
は
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
東
京
国
道
事
務
所
と
牡
日
本
ウ
ォ
ー

キ
ン
グ
協
会
が
主
催
し
て
行
っ
た
市
民
参
加
型
の
道
路
環
境
美
化
活
動
で
す
。

こ
の
行
事
は
、
江
戸
時
代
に
指
定
さ
れ
た

『五
街
道
=
主
要
国
道
』
を
、

ゴ
ミ
を
拾
い
な
が
ら
、
街
道
の
起
点
で
あ
る
日
本
橋
ま
で
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
し

よ
う
と
い
う
も
の
で
、
今
年
で
第

一
七
回
目
の
開
催
と
な
り
ま
し
た
。

住
民
参
加
型
の
環
境
美
化
活
動
で
あ
る
本
行
事
に
つ
い
て
、
道
路
管
理
者

と
し
て
の
取
組
み
･
運
営
手
法
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

路
の
環
境
美
化
を
図
る
と
と
も
に
、
道
行
く
人
々
、
ド
ラ
イ
バ
ー
、
自
転
車

利
用
者
及
び
沿
道
住
民
の
方
々
に
道
路
環
境
美
化
の
意
識
を
高
め
て
い
た
だ

く
こ
と
を
広
報
す
る
こ
と
、
②
道
路
を
歩
き
な
が
ら
見
て
も
ら
う
こ
と
に
よ

り
、
そ
の
役
割
を
再
認
識
し
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
ご
意
見
を
い
た
だ
く
こ

と
、
③
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
に
よ
る
健
康
づ
く
り

･
体
力
づ
く
り
を
図
る
こ
と
、

を
目
的
に
実
施
し
て
い
ま
す
。

上
述
の
主
催
の
他
、
沿
線
の
各
特
別
区
、
各
リ
サ
イ
ク
ル
協
会
の
後
援
を

得
て
い
ま
す
。

コ
ー
ス
は
六
コ
ー
ス
、
す
な
わ
ち
江
戸
時
代
に
指
定
さ
れ
た
五
街
道
に
ハ

ー
フ
コ
ー
ス
を
入
れ
た
も
の
で
表
の
と
お
り
で
す
。

ゴ
ー
ル
は
、
す
べ
て
の
街
道
の
起
点
で
あ
る
日
本
橋
で
す
。

三

『五
街
道
ク
リ
ー
ン
ウ
オ
ー
ク
』
と
は
?

中
間
地
瓢
に
は
･

芝
公
園

(東

五
街
道
ク
リ
ー
ン
ウ
ォ
ー
ク
は
、
①
ゴ
ミ
を
拾
っ
て
も
ら
う
こ
と
で
、
道

園
を
休
憩
所
に
設
定
し
て
い
ま
す
。

中
間
地
点
に
は
、
芝
公
園

(東
海
道
)、
六
義
公
園

(中
山
道
)
等
の
公



表 ｢五街道クリーンウォーク 2 0 0 8 ｣ が行われた 6 コース

コース名 国 道 出発地 主な経由地 ウォーキング距離

東海道 端 品川区東品川公園 芝公園･銀座 111□m

奥州･日光街道 号 地緑橋新住千区÷¥足 纜輪ノ
ノ

三 獺
中山道 17号 鯛閼糎板 島湯拓 獅
甲州街道 娼 蠅

℃中囃糒 段九谷ツ四 為
大山道 246号 蠅陳隈 町永谷渋 腕

ま
た
、

一

一
~

一
三
知
と
い
う
距
離

を
歩
く
の
は
ち
ょ
っ
と
き

つ
い
、
と
い

う
向
き
の
た
め
に
、

ハ
ー
フ
コ
ー
ス
を

設
定
し
て
お
り
、
今
回
は
中
山
道
に
六

娩
コ
ー
ス

(六
義
公
園
~
日
本
橋
)
を

設
定
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
江
戸
時
代
の
五
街
道
の
う
ち
、

奥
州
･
日
光
街
道
は
宇
都
宮
ま
で
は
同

じ
道
の
た
め
、
江
戸
庶
民
の
参
詣
で
に

ぎ
わ
っ
た
大
山
道
を
入
れ
て
五
街
道
に

し
て
い
ま
す
。

参
加
者
の
方
に
は
、
こ
れ
ら
の
街
道

か
ら
お
好
き
な
コ
ー
ス
を
ひ
と
つ
選
ん

で
い
た
だ
き
、
歩
道
の
ゴ
ミ
拾
い
を
し

な
が
ら
、
日
本
橋
ま
で
歩
い
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

リ
ピ
ー
タ
ー
の
方
も
多
く
、
五
街
道

制
覇
を
目
標
に
参
加
さ
れ
て
い
る
方
も

た
く
さ
ん
お
ら
れ
ま
す
。

三

イ
ベ
ン
ト
告
知
及
び

募
集
方
法
に
つ
い
て

｢
五
街
道
ク
リ
ー
ン
ウ
ォ
ー
ク
2
0
0

8
｣
に
は
、
約
九
〇
〇
人
の
方
が
参
加

し
て
く
れ
ま
し
た
。

行
事
の
告
知

･
広
報
手
法
に
つ
い
て
は
お
お
む
ね
次
の
よ
う
な
手
法
に
よ

り
ま
し
た
。

①

ポ
ス
タ
ー
の
掲
出
及
び
チ
ラ
シ
の
配
布

事
務
所
･
出
張
所
の
他
、
小
田
急
電
鉄
㈱
、
京
王
電
鉄
㈱
、
京
浜
急
行

電
鉄
㈱
、
西
武
鉄
道
㈱
、
東
京
急
行
電
鉄
㈱
、
東
武
鉄
道
㈱
、
東
京
地
下

鉄
㈱
の
ご
協
力
を
得
て
、
都
内
及
び
近
郊
の
各
駅
に
チ
ラ
シ
等
の
配
置
を

お
願
い
し
ま
し
た
。

②

広
報
媒
体
に
よ
る
告
知

間
日
本
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
協
会
に
よ
り
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
を
趣
味
と
す
る
層

向
け
の
P
R
誌

(｢ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
ラ
イ
フ
｣
誌
)
に
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。

図

%

各コースの概要図



③

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
告
知

東
京
国
道
事
務
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
行
事
概
要
及
び
コ
ー
ス
ガ
イ
ド
等

の
情
報
を
ア
ッ
プ
し
、
直
接
参
加
申
し
込
み
が
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

④

そ
の
他

沿
線
の
特
別
区
発
行
の
区
報
に
行
事
予
定
が
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

四

運
営
の
手
法
に
つ
い
て

①

参
加
申
し
込
み

コ
ー
ス
参
加
者
が
な
る
べ
く
均
等
に
な
る
よ
う
に
、
参
加
申
し
込
み
制

と
し
、
参
加
希
望
コ
ー
ス
を
事
前
に
把
握
し
ま
し
た
。

⑦

も
ち
ろ
ん
、
当
日
参
加
も
歓
迎
し
ま
し
た
が
、
結
果
と
し
て
調
整
を
せ

ず
と
も
各
コ
ー
ス
の
参
加
者
は
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
も
の
に
な
り
ま
し

ア

た
。

②

コ
ー
ス
設
定

･
確
認

旧
五
街
道
と
現
在
の
各
国
道
は
厳
密
に
は
一
致
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
基

本
的
に
国
道
の
歩
道
を
歩
く
コ
ー
ス
と
し
ま
し
た

起
点
及
び
昼
食
場
所
に
は
、
集
合

･
受
付

･
昼
間
チ
ェ
ッ
ク
等
に
あ
る

程
度
の
場
所
が
必
要
な
こ
と
か
ら
、
あ
ら
か
じ
め
各
区
の
公
園
の
使
用
許

}

可
を
得
て
使
用
し
ま
し
た
。

#

③

ゴ
ミ
の
収
集
方
法

鰍　　　
　
　
　

　　

ゴ
ミ
は
大
き
く
可
燃

(紙
ゴ
"ご
、
不
燃

(プ
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
.
缶
等
)

態

と
し
ゴ
ミ
袋
、
ト
ン
グ
及
び
軍
手
を
準
備

･
配
布
し
ま
し
た
。

潴

④

ウ
オ
ー
キ
ン
グ

“
鮨
,

、き

実
際
の
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
は
㈲
日
本
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
協
会
の
ス
タ
ッ
フ
が

列
の
前

･
中

･
後
部
を
歩
き
、
ペ
ー
ス
を
作
り
ま
し
た
。

ま
た
、東
京
国
道
事
務
所
及
び
出
張
所
の
職
員
を
各
コ
ー
ス
に
配
置
し
、

劣

安
全
の
確
保
に
努
め
ま
し
た
。

⑤

安
全
確
保

勉　

万
が
一
の
け
が
、
急
病
人
の
発
生
に
対
応
す
る
た
め
、
コ
ー
ス
中
の
救

第

急
病
院
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
、
急
な
事
態
に
備
え
ま
し
た
。

-

⑥

の
ぼ
り
旗
の
準
備

"

ド
ラ
イ
バ
ー
や
沿
道
の
人
々
に
道
路
環
境
美
化
を
広
報
す
る
の
は
本
行

蹄　

事
の
主
眼
の
ひ
と
つ
で
す
が
、
そ
の
方
策
の
一
つ
と
し
て
、
の
ぼ
り
旗
を

靴

列
の
先
頭
に
配
備
し
ま
し
た
。

消

⑦

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
実
施

参
加
者
に
行
事
の
感
想
、
さ
ら
に
は
道
路
に
つ
い
て
の
ご
意
見
を
伺
う

ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
、
約
五
五
〇
票
を
回
収
し
ま
し
た

(内
容
後
述
)。

写真 1 集合 ･出発式

グ風景 (国道 246号)



五

当
日
の
実
施
状
況

コ
ー
ス
ご
と
の
参
加
者

コ
ー
ス
ご
と
の
参
加
者
は
左
記
の
と
お
り
で
す
。

東

毎

道
…
-
八
八
人

奥
州
･
日
光
街
道
…
一
人
四
人

中

山

道
…
ニ

エ
ハ
人

中
山
道

ハ
ー
フ
…
一
三
四
人

甲

州

街

道
"
一
三
五
人

大

山

街

道
…
一
三
二
人

合

計

…
八
九
九
人

②

参
加
者
の
属
性

図
2
の
と
お
り
蓋

0
･

き

六
〇
歳
台
、
東
京
を
含
め
た

"
飜

南
関
東
か
ら
の
参
加
者
が
多

ギ

ミ

く
な
っ
て
い
ま
す
。

③

収
集
さ
れ
た
ゴ
ミ
の
量

、

ト
覊
絆*

一
日
で
九
九
九
蝮
の
ゴ
ミ

い

蕁
も
ぐ隷

　
　
　

が
集
ま
り
ま
し
た
。

一
人
あ

た
り
約

一
･
一
鱈
に
な
り
ま

す
。

、
、

道
路
管
理
者
に
は
参
考
に

蔭
ミ
ニ
.
逆濃

な
る
数
字
で
す
o

＼
認
漁
熾

④

参
加
者
の
声
、

貴
重
な
ご
意
見

写真4 熱心なゴミ収集 (国道 20号)

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
と
し
て
、
当
日
参
加
さ
れ
た
方
々
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な

ご
意
見
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

道
路
を
歩
か
れ
て
の
印
象
と
し
て
は

｢ゴ
ミ
が
少
な
く
き
れ
い
｣
と
い

4　

う
ご
感
想
が
多
か
っ
た
反
面
、
｢放
置
自
転
車
や
不
法
看
板
が
多
い
｣
、

節(ソ

｢歩
道
が
せ
ま
い
｣
と
い
う
道
路
管
理
者
も
普
段
か
ら
頭
を
悩
ま
せ
て
い

一

る
問
題
の
ご
指
摘
も
多
か
っ
た
で
す

(図
3
)。

十

こ
れ
ら
の
情
報
は
･

道
路
利
用
者
の
生
の
声
で
あ
り
･

特
に
道
路
環
境

戍

美
化
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
ぃ
た
方
々
の
憲

見
と
し
て
、
当
事
務
所

揃

の
道
路
管
理
業
務
･

ひ
い
て
は
東
京
の
道
づ
く
り
の
貴
重
な
資
料
と
な
る

酩

も
の
で
あ
り
、
本
業
務
の
成
果
の
ひ
と
つ
で
も
あ
り
ま
す
。

ク谷 "首稚‘“〒再灯わ " ナ ー クn n R 4

写真 5 日本橋でのゴール風景
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に
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六

ま
と
め

150

　

｢五
街
道
ク
リ
ー
ン
ウ
ォ
ー
ク
2
0
0
8
｣
を
、
行
事
を
通
じ
て
、
参
加

骸n̂

者
は
も
ち
ろ
ん
、
歩
行
者

･
自
転
車
利
用
者
や
ド
ラ
イ
バ
ー
等
の
道
路
ユ
ー

ク

ザ
ー
、
沿
線
の
方
々
に

過
路
を
正
し
く
、
美
し
く
、
大
切
に
便
と

気
持

ね

ち
が
広
が
っ
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
て
実
施
し
ま
し
た
。

"

ま
た
こ
の
行
事
は
･

道
路
環
境
美
化

合

ミ
拾
い
)
と
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
を

蹄

組
み
合
わ
せ
た
と
い
う
点
で
、
大
変
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
で
す
。

舛　

さ
ら
に
、
交
通
機
関
の
発
達
し
た
都
心
部
を
一
○
如
以
上
も
歩
く
と
い
う
こ

消

と
は
、
日
常
生
活
で
は
な
か
な
か
体
験
す
る
機
会
も
少
な
く
、
参
加
さ
れ
た
皆

様
に
は
道
路
に
つ
い
て
の

三
思
外
な
発
見
｣
も
あ
っ
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。

実
施
に
お
け
る
課
題

･
反
省
点
と
し
て
は
、

①

若
年
層
、
特
に
二
0
、
三
〇
歳
代
の
参
加
推
進

③

沿
道
に
お
住
い
の
方
々
、
自
治
会
へ
の
お
声
か
け
に
よ
る
ス
ポ
ッ
ト
参
加

③

沿
道
で
実
施
さ
れ
て
い
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
サ
ポ
ー
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
住

民
参
加
型
の
美
化
活
動
と
の
連
携

等
が
あ
げ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。

近
年
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
住
民
参
加
型
の
道
路
管
理
活
動
が
展
開
さ
れ
て

い
ま
す
。

｢
五
街
道
ク
リ
ー
ン
ウ
ォ
ー
ク
2
0
0
8
｣
も
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
道

路
環
境
美
化
の
実
践
、
道
路
利
用
者
の
ご
意
見
･
ご
要
望
を
伺
う
聞
く
機
会

と
し
て
、
成
果
の
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ま
す
。

ご
参
加
い
た
だ
い
た
皆
様
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

19 9

200



儀榊
“
Mヌマ
テ
全
蒸
弩
が
A
松
誤
ゑ
&
穴義
松黙さ
《
き
ざ
妻
N
ふ
さ
ぎ
誠
容
暇
沁罫
朴定
者災
ね“
き

奏
で
い
き
さ
対
さ
ぬ
"
ぶ
券
ド

炊
き
ふき
トト

ド
欝朴
斌
礬
き

き
ん
さ
そ
茶
ミ
ミ
過
ぎ
纖
鬱

都
市
と
地
方
の
踏
切

j
鉄
道
と
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
現
状
と
新
た
な
取
組
み
i

秋
田
県
東
京
事
務
所

畑
中

直
人

a

は
じ
め
に

東
京
で
暮
ら
し
始
め
た
と
あ
る
休
日
、
J
R
埼
京
線
の
車
内
に
て
何
気
な

く
車
窓
の
風
景
を
み
て
い
た
と
こ
ろ
J
R
代
々
木
駅
付
近
に
踏
切
が
あ
っ

た
。
山
手
線
内
に
も
踏
切
が
あ
る
の
か
!
･。

ふ
と
し
た
想
い
か
ら
東
京
の
踏
切
へ
の
探
究
の
旅
が
始
ま
り
ま
し
た
。

二

秋
田
県
内
の
鉄
道
と
道
路
に
つ
い
て

秋
田
県
内
に
は
、
在
来
線
を
走
行
す
る
秋
田
新
幹
線

｢こ
ま
ち
｣
を
は
じ

め
と
す
る
J
R
の
電
車
が
連
行
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
鉄
道
と
道
路
と
の
大
規

模
な
連
続
立
体
交
差
事
業
は
行
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
県
都
秋
田
市
で
は
、
秋
田
駅
の
東
西
を
結
ぶ
道
路
が
二
路
線
し

か
な
く
、
鉄
道
を
横
断
す
る
幹
線
道
路
の
交
通
渋
滞
が
慢
性
的
で
、
通
勤
通

学
時
や
積
雪
時
で
の
渋
滞
が
深
刻
な
状
況
で
し
た
。
こ
の
た
め
、
駅
の
東
西

間
約
二
･
五
m
を
ト
ン
ネ
ル
で
結
ぶ
自
動
車
専
用
道
路
を
建
設
し
ま
し
た
。

平
成

一
九
年
九
月
一
五
日
に
開
通
し
た

｢秋
田
中
央
道
路
｣
は
、
本
年
度
、

秋
田
県
で
開
催
さ
れ
た

｢秋
田
わ
か
す
ぎ
国
体
｣
の
各
会
場
へ
の
円
滑
な
移

動
に
も
貢
献
し
、
既
存
の
東
西
道
路
で
朝
の
通
勤
通
学
時
間
帯
に
発
生
し
て

い
た
慢
性
的
渋
滞
も
緩
和
さ
れ
、
多
大
な
整
備
効
果
が
出
て
い
ま
す
。

図
1
5
3
は
、
秋
田
中
央
道
路
に
関
す
る
資
料
で
す
。

図



業噂圓的と繩纜

薹*

の3つを目的に計画き

田駅東西を結産
道路が足りない

秋田中央道路は国道7号臨海十字路を起点とし、 戦を
秋田自動車道･秋岡中央ICを終点とする延長約 #
団くmの地域高規格道路です。
①秋田市中心部と秋田自動車道及び秋田空港とのアクセス機能の向上
@秋田駅東西間の交通渋滞の緩和
⑧中心市街地の活性化を支援

の3つを目的に計画されました。

秋田中央道路の北側ルートが暫定整備されることに
より語天田中央lC ~山王十字路間の走行時間が非降雪時
に1 1分、降雪時には4 3分も短縮できると予測していま

す。また、これにより、周辺道路の渋滞も緩和されます。

ネットワーク

　　　　　　　　　　　

鬮

秋田駅東西間を結ぶ道路は、手形陸橋と明
田地下道の2路線しかなく、鉄道や旭川を横
断する幹線道路の交通渋滞は慢性的で、通勤
通学時や積雪時での渋滞が深刻な状況です。

そのため、駅の東西間約2 ,5 km をトンネル

で結棘新たな自動車専用道を計画しました。

昭和5 0年代から社会情勢の変化で市中心部と秋田駅東
地区を結ぶ幹線道路の必要性が高まり、種々の委員会等で
も渋滞解消や市中心部の活性化が指摘されていました。
平成に入ると、県は有識者からなる調査委員会を設置して、

基本計画(案)を策定しました。
その後、各種の検討を加え、合理的な計画の実施についての
提言を受け現計画の事業着手に至っています。

昭和50年代 パーソントリップ調査で獣東西間の交通問題が指摘を受ける
平成元年 秋田市内の若手経営割こよる｢都心軸四懇談会｣で渋滞問題が提起される

平成2~ 6年 秋田都心輔基本計画を策定
平成 6年 臨海十字路~秋田-C間の約Bkmが地域高規格達路の｢計画路線｣に指定
平成 8年 大駒~獣東間の約2kmが地域高規格通路の｢整備区間=こ指定
平成 9年 都市計画決定(開削工法)
平成11年 秋田中央道路整備方針検討会(第3回) ′

平成12年 都市計画変更(シールド工法丸建設大臣事案認可
秋田中央道縦技術検討委員会(平成12年11月~ )

平成13年 お堀仮設工事を発注
平成14年 JR東日本と施工協定締結、シールド工事を発注

竿燈祭り会場検討ワーキンググループ会議(平成I4年7月~ )

図 2

平成15年 お堀開削工事、旭北開削工顎を発注、都市計画変更G興氣所･避難口を追加)
平成16年 換気所工事、避難口工事、トンネル設備工事を発注
平成17年 3月15日にシールドマシン発達
平成18年 10月19日にシールドマシン到邇

至
挟
囲中央
貯



萩
醒
市
の
J
R
秋
田
駅
東
西
を
地
下
で
結
ぶ
秋
田
中
央
道
路
(約
二
嗜五

き
)
は
、
九
月
十
五
日
の
開
通
か
ら
一カ
月
が
過
ぎ
た
。
開
通
直
後
は
物
珍

し
さ
も
あ
っ
て
大
混
雑
と
な
っ
た
が
、
そ
の
後
は
交
通
量
も
落
ち
着
き
、
通

行
は
ス
ム
ー
ズ
に
。
騷
存
の
東
西
道
路
で
朝
の
避
難
時
間
帯
に
発
生
し
て
い

た
慢
性
的
渋
滞
も
緩
和
さ
れ
、
県
警
交
通
規
制
課
な
ど
は
整
備
効
果
が
出
て

い
る
と
み
て
い
る
。

同
課
に
よ
る
と
、
開
通
が

ら
一カ
月
間
の
一日
の
平
均

利
用
台
数
は
約
一
万
九
千

台
。
厭
東
側
か
ら
官
庁
街
な

ど
の
あ
る
麒
西
側
(ま
た
は

中
央
街
区
ラ
ン
プ
)
方
向
へ

秋田中央道路開通穣カ月
[の
利
用
が
九
千
六
百
台
、
そ

ぎ
の
逆
が
九
千
四
百
台
と
な
っ

て
い
る
。

開
通
当
日
は
午
後
四
時
か

ら
開
放
さ
れ
た
が
、
午
前
零

時
ま
で
の
八
時
間
だ
け
で
一

一
ミ

ベ
川
腿
ト
ン

ネ
ル
内
の
流
れ
が
滞
り
、
断

続
的
に
進
入
規
制
が
行
わ
る

ほ
ど
周
辺
も
大
混
雑
し
た
。

一目
の
交
通
量
が
最
も
多
か

っ
た
の
は
開
通
翌
日
の
九
月

十
六
日
(日
曜
)で
二
万
三
千

百
二
十
七
台
が
利
用
し
た
。

県
警
は
、
ト
ン
ネ
ル
内
の

渋
滞
を
回
避
す
る
た
め
、
合

流
す
る
地
上
道
路
と
ト
ン
ネ

ル
の
交
通
状
況
を
み
な
が

ら
、
信
号
機
の
切
り
替
え
を

調
整
。
ト
ン
ネ
ル
出
口
の
青

信
号
の
時
間
を
長
く
し
て
、

流
れ
を
ス
ム
ー
ズ
に
し
た
。

交
通
量
が
最
も
少
な
か
づ
た

の
は
今
月
八
日
(月
曜
、
祝

日
)で
一万
五
千
三
十
一台
。

人
口
が
増
え
続
け
る
獣
東

側
か
ら
獣
西
側
へ
の
交
通
量

は
、
東
西
を
結
ぶ
従
来
の
手

形
陸
橋
と
朋
問
地
下
道
が
通

勤
時
間
帯
で
三
、三
割
減
少
。

午
前
七
時
-
九
時
の
交
通
量

を
六
月
中
旬
と
十
月
上
旬
で

比
べ
る
と
、
手
形
陸
橋
は
約

七
百
台
、
南
大
通
り
は
約
四

百
五
十
台
減
少
。
そ
れ
ぞ
れ

渋
滞
が
緩
和
さ
れ
た
。
同
市

旭
北
に
あ
る
ト
ン
ネ
ル
西
側

出
口
よ
り
獣
例
の
竿
燈
大
通

り
の
交
遊
量
も
、
約
五
百
台

減
少
し
て
い
る
と
い
う
。

同
譲
は
｢市
内
の
交
通
量

自
体
は
そ
れ
ほ
ど
変
わ
っ
て

い
な
い
た
め
、
東
西
軸
が
一

本
増
え
た
分
、
ド
ラ
イ
バ
ー

が
使
い
や
す
い
道
路
を
選
択

し
て
い
る
こ
と
で
交
通
が
分

散
し
た
｣
と
み
て
い
る
。
南

大
通
り
で
は
、
朝
の
通
勤
時

間
帯
に
限
っ
て
駅
東
側
か
ら

釈
西
側
へ
の
一方
通
行
規
制

が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
年
内

に
は
解
除
す
る
方
向
で
準
備

を
進
め
て
い
る
。

秋田中央道路トンネル内の様子。 車のスムーズな流れ 交通量

開通一カ月経過を伝える新聞記事 (平成 19年 10月 17日付 秋田魁新報)

　　　　　　　　　　 　　　　　

図

n　

月 15日 ･地域整備局長出席のもと、 開通 9月 9日 開通前に一般公開、 歩行者天国に

交通量が多数の駅東側出口
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図 4 踏切位置図

三

東
京
の
踏
切
に
つ
い
て

東
京
は
、
鉄
道
か
ら
街
が
形
づ
く
ら
れ
た
よ
う
で
す
。

山
手
線
各
駅
か
ら
放
射
状
に
線
路
が
整
備
さ
れ
、
高
度
に
発
達
し
た
鉄
道

網
が
形
成
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
急
激
な
都
市
の
拡
大
と
モ
ー
タ
リ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
に
よ
り
道
路
交
通
に
支
障
を
来
た
す
た
め
、
都
心
の
路

面
電
車
は
次
々
に
姿
を
消
し
、
地
下
鉄
へ
と
形
を
変
え
て
き
ま
し
た
。

現
在
、
東
京
都
内
に
は
約

一
、
二
0
0
ヵ
所
の
踏
切
が
あ
り
ま
す
。
都
心

部
で
は
、
概
ね
立
体
化
さ
れ
て
お
り
、
都
電
荒
川
線

(路
面
電
車
)
を
除
き
、

踏
切
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

一
方
、
山
手
線
外
側
で
は
、
立
体
交
差
化

が
進
ん
で
い
な
い
た
め
、
郊
外
に
延
び
る
各
路
線
で
多
く
の
踏
切
が
残
さ
れ

て
い
ま
す
。

ま
た
、
朝
夕
の
電
車
が
最
も
多
く
走
る
ピ
ー
ク
時
に
一
時
間
の
う
ち
四
〇

分
以
上
閉
ま
っ
て
い
る

｢開
か
ず
の
踏
切
｣
は
、
全
国
の
約
六
〇
〇
ヵ
所
の

う
ち
約
二
人
0
ヵ
所
が
東
京
都
に
集
中
し
て
お
り
、
安
全
上
課
題
の
あ
る
踏

切
も
約
四
六
〇
ヵ
所
存
在
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
東
京
都
内
で
は
、
交
通
渋
滞
を
は
じ
め
と
し
た
多

種
多
様
な
問
題
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

今
回
は
、
こ
れ
ら
の
踏
切
か
ら
特
徴
の
あ
る
踏
切
で
あ
る
東
急
世
田
谷
線

｢若
林
踏
切
｣
、
J
R
埼
京
線

｢厩
道
踏
切
｣
｢青
山
街
道
踏
切
｣
、
小
田
急

線

｢新
宿
一
･
二
号
踏
切
｣、
東
急
大
井
町
線

｢九
品
仏
一
号
踏
切
｣
、
京

急
空
港
線

｢京
急
蒲
田

(空
)
第
一
号
踏
切
｣
、
東
武
伊
勢
崎
線

｢竹
ノ
塚

駅
伊
勢
崎
線
第
三
七
、
三
八
号
踏
切
｣、
京
王
線
千
歳
烏
山
駅

寝
戸
花
公
園

五
号
踏
切
｣
を
選
定
し
現
地
調
査
を
行
い
、
資
料
を
作
成
し
て
み
ま
し
た

(図
4
)。



四

い
ろ
い
ろ
な
踏
切
に
つ
い
て

1

東
急
世
田
谷
線

｢若
林
踏
切
｣

こ
の
踏
切
は
西
太
子
堂
駅
~
若
林
駅
間
に
あ
り
、
都
道
の
環
状
七
号
線
と

交
差
し
て
い
ま
す

(写
真
1
)。

こ
こ
で
は
、電
車
が
来
た
ら
環
状
七
号
線
の
車
両
を
止
め
る
の
で
は
な
く
、

道
路
信
号
が
変
わ
る
ま
で
電
車
を
待
た
せ
る
方
式
に
な
っ
て
い
ま
す
。ま
た
、

環
状
七
号
線
を
走
る
車
の
踏
切
手
前
で
の
一
時
停
止
義
務
が
な
く
、
至
っ
て

普
通
に
走
行
し
て
い
ま
す

(踏
切
に
遮
断
棹
が
な
い
の
も
驚
き
ま
し
た
)。

実
は
、
こ
こ
は
踏
切
で
は
な
く
、
交
差
点
と
な
っ
て
お
り
、
交
差
点
名
は

｢若
林
踏
切
｣
で
す

(写
真
2
)。
｢若
林
踏
切
｣
の
北
側
に
は
淡
島
通
り
、

写真 1 環状 7号線との交差状況

写真 2 ｢若林踏切｣ 交差点標識

南
側
に
は
世
田
谷
通
り
が
あ
り
、
環
状
七
号
線
と
交
差
し
て
い
ま
す
。
い
ず

れ
も
環
状
七
号
線
が
ア
ン
ダ
ー
パ
ス
す
る
立
体
交
差
構
造
と
な
っ
て
い
ま

4　

す
。
｢若
林
踏
切
｣
だ
け
が
平
面
交
差
の
信
号
制
御
方
式
で
あ
り
、
線
路
面

m

も

一
番
の
低
地
と
な
っ
て
い
ま
す
。道
路
も
サ
グ
構
造
と
な
っ
て
い
る
た
め
、

つ

車
は
絶
え
ず
渋
滞
し
て
い
る
状
態
で
し
た

(写
真
3
)o

L

個
人
的
な
意
見
で
す
が
･
｢若
林
踏
切
｣
の
近
く
の
環
状
七
号
線
と
交
差

伏

す
る
道
路
の
上
下
線
が
い
ず
れ
も
ア
ン
ダ
ー
パ
ス
構
造
と
な
っ
て
お
り
、
一

蘭　

番
低
地
に
あ
る
こ
の
踏
切
の
立
体
交
差
化

(ァ
ン
ダ
ー
征
オ
ー
バ
ー
)
は

醒

地
形
上
無
理
な
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
ま
し
た

(図
5
)。

写真 3 若林踏切の電車通行状況 (上)と
環状 7号線渋滞状況 (下)

世
に
も
珍
し
い
踏
切
、
い
や
交
差
点
で
す
。



2

J
R
埼
京
線

｢厩
道
踏
切
｣
｢青
山
街
道
踏
切
｣

こ
の
二
つ
の
踏
切
は
J
R
代
々
木
駅
の
南
側
に
位
置
し
て
い
ま
す

(図

6
)。
厩
道
踏
切
の
交
差
す
る
道
路
は
代
々
木
方
面
か
ら
千
駄
ヶ
谷
方
面
に

向
か
う
一
方
通
行
で
、
青
山
街
道
踏
切
の
交
差
す
る
道
路
は
千
駄
ヶ
谷
方
面

か
ら
代
々
木
方
面
に
向
か
う

一
方
通
行
の
道
路
と
な
っ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ

の
道
路
も
山
手
線
と
中
央
線
と
総
武
線
を
ア
ン
ダ
ー
パ
ス
で
立
体
交
差
し
て

お
り
、
埼
京
線
の
線
路
の
み
平
面
交
差
し
て
い
ま
す

(写
真
4
･
5
)。

埼
京
線
は
、
代
々
木
と
原
宿
の
駅
に
は
停
車
し
な
い
た
め
踏
切
に
進
入
す

る
電
車
の
速
度
は
速
く
、
踏
切
の
閉
ま
っ
て
い
る
時
間
は
長
い
よ
う
に
感
じ

ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、
駅
の
近
く
に
繁
華
街
や
明
治
神
宮
等
が
あ
る
た
め

横
断
す
る
歩
行
者
は
多
い
が
、
交
通
障
害
や
渋
滞
等
の
大
き
な
問
題
が
あ
る

よ
う
な
印
象
も
受
け
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
青
山
街
道
踏
切
付
近
に
は
、

踏
切
立
体
交
差
化
を
求
め
る
看
板
が
あ
り
、
周
辺
住
民
の
要
望
が
う
か
が
え

ま
し
た

(写
真
6
)。

そ
も
そ
も
、
現
在
、
埼
京
線
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
線
路
は
、
山
手
貨
物

線
と
い
う
貨
物
線
路
で
あ
っ
た
た
め
、
当
初
は
踏
切
の
閉
ま
る
こ
と
は
あ
ま

り
な
く
、
特
に
問
題
が
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
埼
京
線
と
し
て
線
路
が
使
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
後
も
残
っ
た
よ
う
で
す

(写
真
7
)。

こ
の
二
つ
の
踏
切
の
立
体
交
差
化
の
計
画
は
な
い
と
の
こ
と
で
し
た
。

＼l環ファンダツ･ス｣ / l廼□

環7アンダーバス的
遣延

l＼

至平和島

図 5 東急世田谷線 ｢若林踏切｣ 概要図

0 現地での考察

若林踏切の前後の淡島通と世田谷運
の交差が環状7号組がアンダーパスす
る構造であり、また、東急世田谷線の
線路面が一番の低地になっているた
めこの踏切の立体交差化は地形上無
理なのかもしれない

J R埼京線 ｢厩道踏切｣ ｢青山街道踏切｣ 概要図

A首奴ク〒#灯』 " + 一 つn n R ハ

　　

　
　

　

騨

厩京

　
　

　

　

　
　
　
　

　

　
　

　
　

　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　

　
　　　　

　
　

　
　
　
　

　

　
　

　

　
　
　　

図

匡轤回



　　　　　　 　　　　
差化を要望する看板 写真 7 踏切を通過する埼京線
山手貨物線の旧線路を埼京線としているため、立体交差化は困難に思えた

写真 6 立体交差化を要望する看板

多くの人が行き交う J R代々木駅山手線内に残る ｢青山街道踏切｣ (左) と ｢厩道踏切｣ (右)

写真 8 新宿駅西口に位置し、小田急線の新宿駅始発に
乗ってすぐ通過する小田急 ｢新宿 1号踏切｣

3 4 "首鑑数〒亦灯わ " + 一 つn n R 4

3

小
田
急
線

｢新
宿
一
号
･
二
号
踏
切
｣

新
宿
駅
西
口
と
代
々
木
を
結
ぶ
道
路
が
小
田
急
線
と
交
差
す
る
踏
切
が
小

田
急

｢新
宿
一
号
踏
切
｣
で
す
。
始
発
、
終
点
の
小
田
急
新
宿
駅
か
ら
す
ぐ

近
く
の
踏
切
で
あ
り
、
電
車
の
通
過
が
頻
繁
で
か
つ
、
電
車
の
速
度
が
遅
い

た
め
、
絶
え
ず
閉
ま
っ
て
い
る
踏
切
で
し
た

(写
真
8
)。
こ
の
た
め
交
差

す
る
道
路
は
い
つ
も
渋
滞
し
て
お
り
、
踏
切
の
す
ぐ
近
く
に
J
R
東
京
総
合

病
院
が
あ
り
ま
す
が
、
救
急
車
両
が
来
た
際
の
対
応
は
ど
う
す
る
の
か
と
心

配
に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
｢新
宿

一
号
踏
切
｣
か
ら
す
ぐ
近
く
の
小
田
急

｢新
宿
二
号
踏
切
｣

に
は
、
人
道
跨
線
橋
が
あ
り
ま
し
た
が
、
自
転
車
は
通
行
不
可
能
で
あ
り
、
全

て
の
踏
切
横
断
者
を
満
足
さ
せ
る
構
造
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た

(写
真
9
)。



小
田
急
電
鉄
と
東
京
都
で
は
、
代
々
木
上
原
駅
か
ら
梅
ヶ
丘
駅
ま
で
を
連

続
立
体
交
差
事
業
で
地
下
化
す
る
工
事
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
踏
切
が

あ
る
小
田
急
新
宿
駅
ま
で
の
区
間
は
、
新
宿
駅
に
J
R
、
東
京
メ
ト
ロ
等
の

電
車
が
乗
り
入
れ
て
お
り
、
小
田
急
新
宿
駅
の
位
置
及
び
高
さ
を
変
更
し
な

い
限
り
、
こ
の
区
間
に
あ
る
数
箇
所
の
踏
切
の
除
去
は
難
し
い
の
で
は
、
と

推
察
し
ま
し
た
。

く
ほ
ん
ぶ
っ

4

東
急
大
井
町
線

｢九
品
仏
一
号
踏
切
｣

こ
の
踏
切
は
、
東
急
大
井
町
線
の
九
品
仏
駅
の
二
子
玉
川
駅
側
に
あ
り
ま
す
。

九
品
仏
駅
の
ホ
ー
ム
を
道
路
が
横
断
し
て
い
る
た
め
、
ホ
ー
ム
が
途
中
で

切
れ
て
お
り
、
四
両
編
成
の
電
車
が
停
車
で
き
る
長
さ
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。 写真 9 電車通過が頻繁で渋滞していた道路状況 (上)

と人道跨道橋がある ｢新宿第 2号踏切｣ (下)

大
井
町
線
を
走
っ
て
い
る
電
車
は
五
両
編
成
で
、
上
下
線
の
そ
れ
ぞ
れ
先
頭

鮪

と
後
方
車
両
か
ら
は
、
九
品
仏
駅
へ
の
乗
降
が
で
き
な
い
ス
タ
イ
ル
と
な
っ

4

て
い
ま
す

(写
真
m
)。
駅
に
電
車
が
停
車
す
る
と
、
踏
切
を
ふ
さ
ぐ
た
め

R、首整数〒訴灯わ " ナー クn n R 4

写真 10 踏切があるため、 ホームが途中で
途切れている東急大井町線の九品仏駅

停
車
中
の
間
は
ず
っ
と
閉
ま
っ
て
い
ま
す

(写
真
=
)。
こ
の
踏
切
を
横
断

す
る
車
両
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
踏
切
だ
け
が
絶
え
ず
閉
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

踏
切
と
分
か
ら
ず
ホ
ー
ム
が
途
切
れ
て
い
る
部
分
で
立
ち
止
ま
っ
て
し
ま
う

歩
行
者
等
が
い
る
の
か
注
意
喚
起
の
看
板
が
見
か
け
ら
れ
ま
し
た

(
一
説
に

は
、
途
中
で
切
れ
て
い
る
ホ
ー
ム
幅
の
空
間
を
踏
切
歩
行
者
の
避
難
帯
と
し

て
設
け
て
あ
る
と
い
う
が
、
線
路
は
二
本
の
複
線
で
踏
切
延
長
は
短
く
、
こ

の
空
間
を
安
全
に
守
る
た
め
に
必
要
な
遮
断
棹
も
な
か
っ
た
)。

横
断
す
る
車
両
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
の
踏
切
が
な
ぜ
残
っ
て
い
る
か
は
不



轉町　　　

駅に停車中はずっと閉まりっぱなしの踏切
(踏切に停車する車両からは乗降不可能)

大
型
車
の
交
通
量
が
多
く
、
四
車
線
の
幹
線
道
路
に
残
る
こ
の
踏
切
の
存
在
に

は
、
か
つ
て
な
い
ほ
ど
の
驚
き
を
覚
え
ま
し
た
。
踏
切
は
門
型
の
信
号
形
式
で

あ
り
、
遠
く
の
車
両
に
も
注
意
喚
起
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
踏
切

の
前
後
に
は
交
差
点
が
あ
る
た
め
、
ス
ピ
ー
ド
を
出
し
た
ま
ま
踏
切
に
進
入
し

て
く
る
車
両
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
周
辺
の
交
通
渋
滞
は
慢
性
化
し
て
お

り
、
ド
ラ
イ
バ
ー
も
半
ば
あ
き
ら
め
て
い
る
感
じ
で
し
た

(写
真
g
o

京
急
羽
田
空
港
線
は
羽
田
空
港
ア
ク
セ
ス
鉄
道
と
し
て
、
平
成

一
〇
年
に

羽
田
空
港
駅
が
開
通
し
て
か
ら
電
車
が
こ
の
踏
切
を
通
行
し
て
、
京
急
蒲
田

駅
に
頻
繁
に
出
入
り
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
京
急
電
鉄
は
昭
和
五
人
年

か
ら
空
港
線
に
力
を
入
れ
て
、平
成

一
〇
年
に
全
線
開
通
に
至
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
京
急
蒲
田
駅
付
近
の
立
体
交
差
化
は
見
送
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
空

港
線
開
通
後
の
平
成
三

年
に
連
続
立
体
交
差
化
が
都
市
計
画
決
定
、
平
成

一
三
年
に
工
事
着
手
の
運
び
と
な
っ
て
い
ま
す

(図
7
i
9
)。

明
で
し
た
。
地
域
住
民
の
要
望
だ
ろ
う
か
?

ま
た
、
な
ぜ
乗
降
で
き
な
い

ホ
ー
ム
が
あ
る
の
か
?

多
く
の
疑
問
が
残
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
九
品
仏
駅
を
含
め
た
東
急
大
井
町
線
に

は
連
続
立
体
化
事
業
に
よ
る
線
路
の
地
下
化
が
計
画
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
駅

と
踏
切
は
謎
を
抱
え
た
ま
ま
、
い
ず
れ
は
消
え
る
運
命
に
あ
る
よ
う
で
す
。

5

京
急
本
線
･
空
港
線

｢京
急
蒲
田

(空
)
第
一
踏
切
｣

こ
の
踏
切
は
、
京
急
蒲
田
駅
の
東
側
に
あ
り
、
箱
根
駅
伝
の
コ
ー
ス
に
あ
る

踏
切
と
し
て
も
有
名
で
す
。
京
急
空
港
線
と
交
差
す
る
第
一
京
浜

(国
道
一
五

号
)
も
東
京
臨
海
部
と
神
奈
川
県
川
崎
市
、
横
浜
市
等
を
結
ん
で
い
る
物
流
の

大
動
脈
で
あ
り
、
大
型
コ
ン
テ
ナ
車
両
等
が
頻
繁
に
行
き
交
う
幹
線
国
道
で
す
。

写真 12 大型車の交通量が多い4車線の国道
15号を電車が通過する ｢京急蒲田(空)
第 1踏切｣

　　　　　　　　 　　　　　お
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今
回
、
立
体
交
差
化
さ
れ
る
本
線

(平
和
島
駅
~
六
郷
土
手
駅
)
と
空
港

線

(京
急
蒲
田
駅
~
大
鳥
居
駅
)
間
に
は
、
第
三
泉
浜
や
環
状
八
号
線
等
と

平
面
交
差
す
る
二
八
ヵ
所
の
踏
切
が
存
在
し
、
こ
の
地
域
の
交
通
渋
滞
の
原

因
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
駅
前
広
場
や
駐
輪
施
設
が
不
足
し
て
お
り
、

鉄
道
か
ら
バ
ス
、
タ
ク
シ
ー
、
自
転
車
へ
の
乗
り
継
ぎ
も
不
便
で
あ
る
等
多

数
の
問
題
を
抱
え
て
い
ま
す

(写
真
13
i
倦
)。

こ
こ
ま
で
、
こ
の
周
辺
地
域
の
連
続
立
体
交
差
化
の
対
策
が
遅
れ
た
の
も
、

ひ
と
え
に
京
急
羽
田
空
港
線
の
羽
田
空
港
駅
ま
で
の
早
期
開
通
に
力
を
入
れ

す
ぎ
た
た
め
に
、
対
策
が
置
き
去
り
に
さ
れ
た
感
じ
が
し
ま
す
。
し
か
し
、

現
地
で
見
た
立
体
交
差
化
事
業
は
順
調
に
進
ん
で
い
る
よ
う
で
す
。
工
事
の

完
成
に
よ
り
こ
の
地
域
の
交
通
渋
滞
の
解
消
、
新
た
な
ま
ち
づ
く
り
等
、
数

〆
『

話ここ華麗艶溝叢蘂奎撹拌きざ』癩巍ハノ ~〆＼ノン＼＼

Lで すコ
図 8 京急蒲田駅付近連続立体交差事業詳細図
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写真 15 踏切通過後に複線になっている

写真 16 京急本線と平面交差している環状8号線 (右) と周辺道路の交通渋滞状況 (左)

多
く
の
問
題
が
解
決
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。

一
日
も
早
い
連
続
立
体
交
差
化
事
業
の
完
成
を
祈
念
し
て
現
地
を
後
に
し

ま
し
た
。

五

開
か
参
の
踏
切
に
つ
い
て

1

東
武
伊
勢
崎
線
竹
ノ
塚
駅

｢伊
勢
崎
線
第
三
七
号
･
三
八
号
踏
切
｣

平
成
一
七
年
三
月
一
五
日
に
東
武
伊
勢
崎
線
竹
ノ
塚
駅
南
側
の
｢伊
勢
崎

線
第
三
七
号
踏
切
｣
で
電
車
に
は
ね
ら
れ
て
二
名
が
死
亡
し
、
二
名
が
負
傷

す
る
と
い
う
踏
切
事
故
が
発
生
し
ま
し
た
。

当
時
、
こ
の
踏
切
は
東
武
鉄
道
の
係
員
が
操
作
す
る
手
動
式
で
、
原
因
は

係
員
の
誤
操
作
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
タ
イ
プ
の
踏
切
は
第

一
種
乙
踏
切

と
い
い
、
事
故
後
は
東
武
線
内
に
存
在
し
て
い
た
手
動
踏
切
は
全
て
自
動
化

さ
れ
、
そ
の
他
の
鉄
道
で
も
自
動
化
が
行
わ
れ
ま
し
た

(現
在
で
は
名
鉄
名

古
屋
本
線

｢神
宮
前

一
号
踏
切
｣
が
残
っ
て
い
る
)。
ま
た
、
事
故
が
起
こ

っ
た
踏
切
で
は
踏
切
道
の
拡
幅
や
歩
道
橋
の
設
置
等
が
緊
急
踏
切
対
策
事
業

と
し
て
行
わ
れ
ま
し
た

(図
中
)
。

そ
も
そ
も
、
東
武
伊
勢
崎
線
は
西
新
井
駅
~
竹
ノ
塚
駅
の
区
間
を
除
き
高

架
、
立
体
交
差
化
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
竹
ノ
塚
駅
付
近
は
南
側
に
東
京
メ

ト
ロ
の
竹
ノ
塚
検
車
区
が
あ
る
た
め
、
入
出
庫
車
両
が
多
く
、
ま
た
、
東
京

メ
ト
ロ
半
蔵
門
線
や
日
比
谷
線
、
東
武
線
の
上
下
急
行
線
、
上
下
緩
行
線
、

下
り
中
線
の
五
路
線
が
あ
る
ほ
か
、
竹
ノ
塚
駅
の
ホ
ー
ム
幅
も
加
わ
り
、
踏

切
が
そ
の
分
長
く
な
り
、
自
動
化
す
る
と
遮
断
時
間
が
長
く
な
る
恐
れ
が
あ

る
た
め
手
動
踏
切
と
し
て
残
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

現
地
に
赴
い
た
と
こ
ろ
、
踏
切
内
に
は
五
本
の
線
路
が
あ
り
、
竹
ノ
塚
駅

が
近
く
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
東
京
メ
ト
ロ
半
蔵
門
線
、
日
比
谷
線
、
東
武

Q Q

　　　　 　 　　　　 　　　　 　　　　　　　　
写真 14 踏切事故が多いのか注意喚起の看板

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　

踏
切
内
、
す
べ
り
や
す
く

な
っ
て
お
り
ま
す
の
で

足
元
に
こ
注
意
く
だ
さ
い
。
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ゞ
-

員
わ

幅
あ
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の

側

　
　　　
　
　

　
　

北
千
住
方
面

線
の
急
行
等
が
頻
繁
に
連
行
し
て
お
り
、
踏
切
遮
断
時
間
は
も
の
す
ご
く
長

く
感
じ
ら
れ
ま
し
た

(平
均
五
~
六
分
か
)
(写
真
仔
)。

踏
切
で
は
、
危
険
防
止
の
た
め
監
視
員
が
南
北
二
ヵ
所
の
両
側
に
計
四
名
が

配
置
さ
れ
て
お
り
、
踏
切
が
遮
断
す
る
際
は
マ
イ
ク
に
よ
り
横
断
者
に
声
を
か

け
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
横
断
者
へ
の
注
意
喚
起
の
電
工
掲
示
板
と

｢し
ば
ら

く
お
待
ち
く
だ
さ
い
｣
｢お
急
ぎ
の
方
は
竹
ノ
塚
駅
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
｣
と

い
っ
た
ア
ナ
ウ
ン
ス
も
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
事
故
後
に
設
置
さ
れ
た
踏
切
の
近

く
の
鉄
道
横
断
歩
道
橋
は
自
転
車
対
応
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
が
あ
り
、
利
便
性
が

良
い
た
め
か
、
頻
繁
に
利
用
さ
れ
て
い
ま
し
た

(写
真
倦
i
を
。

踏
切
が
長
い
に
も
関
わ
ら
ず
遮
断
機
が
開
い
た
と
思
え
ば
、
す
ぐ
閉
ま
る

た
め
車
や
歩
行
者
、
自
転
車
が
踏
切
を
渡
り
き
れ
ず
に
監
視
員
が
遮
断
樟
を

写真 17 線路数が多いため電車の運行が頻繁であり、
交通渋滞が交通渋滞が著しい竹ノ塚駅付近の踏切



　　　 　

　　　　　 　　　　　　
写真 18 踏切警報機の 4方向が点灯している状況(右)と遮断機か上がるのひたすら待つ人や自動車 (左)

~そで
…一

-
~ "ベスト＼既 “‐*＼鈎箋

~"
" -一望

" ＼ 趨き杉ぐが → …き
、で

- uY 、 ＼÷ ^ ラズリム メ ミー
ルー.

写真 -9 遮断機が開くのと同時に急いで、我先に踏切を渡ろうとする横断者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　遼圓橇鱗ば嚢巍
鑽

　　 　　　　　　 　
　

　 　　　

　　　

　　 　 　 　　　
　　　　　　　　

　 　 　 　
　 　　 　　 　　

　 　
竹の塚警察署

写真 20 踏切横断者への注意喚起を行う看板 (右)と駅周辺の迂回路を案内する看板 (左)

　 　　　　　　　 　　 　 　　 　　　　　　　 　

　　　　

も, ′そく遷颯
謬縦れ彩獲

誉
れt註 鬘国 朧脳どきふきべき滋を逡箋躬窪ま′幅

　　　　　　　 　 　　　　 　
　　　　

　　　　　　　　　　　　　
入選蘋蚤浚鶏糞滋 養転遷 轉 ,磁 #纜 を鮮 が 橡 尽、　　 　 　 　 　　　　　 　　

＼ };

　 　 　

{′茅なとでぶコ " , ＼ ′"汐 毬 、t ,滋養!"父 --、こ ′ 0 、
写真 22 自転車横断者のための

エレベーター付鉄道横断橋 写真 2 1 踏切の注意喚起の電光掲示板

≦呈雪靴≦数千再訂+つ " ｣-◆一 つn n R ハ 乙ブ



上
げ
て
踏
切
外
へ
誘
導
す
る
と
い
っ
た
ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ
ト
が
多
数
見
受
け
ら
れ

ま
し
た
。
こ
れ
こ
そ
本
当
の

｢開
か
ず
の
踏
切
｣
と
い
っ
た
感
じ
が
し
ま
し

た
。事

故
等
を
受
け
、
平
成
一
七
年
に
国
土
交
通
省
、
東
京
都
、
足
立
区
、
東

京
メ
ト
ロ
、
東
武
鉄
道
で

｢竹
ノ
塚
駅
付
近
道
路
･
鉄
道
立
体
交
差
化
検
討

会
｣
が
設
立
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
日
も
早
い
竹
ノ
塚
駅
踏
切
の
立
体
交
差
化

が
実
現
で
き
る
こ
と
を
祈
念
し
て
現
地
を
あ
と
に
し
ま
し
た
。

2

第
一種
乙
踏
切
に
つ
い
て

踏
切
道
は
踏
切
保
安
設
備
を
設
け
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ

行
う
瀦,

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

1種乙踏切が残る名鉄名古屋本線
｢神宮前踏切｣ (上)と J R東海道線 ｢御田踏切｣

れ
、
そ
の
設
備
に
よ
り
第

一
種
か
ら
第
四
種
に
分
け
ら
れ
、
一
般
的
な
の
は

第

一
種
甲
踏
切
で
す
。

第

一
種
踏
切
は
、

第
一
種
甲
…自
動
警
報
機
と
自
動
遮
断
機
が
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の

第
一
種
乙
…昼
夜
を
通
じ
て
踏
切
保
安
係
が
遮
断
機
を
扱
う
も
の

に
区
分
さ
れ
、
竹
ノ
塚
踏
切
は
事
故
前
ま
で
第
一
種
乙
踏
切
で
し
た
。
事
故

後
は
大
半
の
乙
踏
切
が
甲
踏
切
に
変
更
さ
れ
た
が
、
わ
ず
か
で
あ
る
が
今
も
存

在
し
ま
す
。
そ
の
一
つ
が
名
鉄
名
古
屋
本
線

｢神
宮
前
一
号
踏
切
｣
と
J
R
東

海
道
線

｢御
田
踏
切
｣
で
す

(写
真
参
。
二
つ
の
踏
切
に
は
名
鉄
と
J
R
東
海

の
八
本
の
線
路
が
あ
り
、
連
行
さ
れ
て
い
る
本
数
も
多
く
、
遮
断
機
が
開
い
て

い
る
時
間
を
長
く
す
る
た
め
有
人
手
動
踏
切
と
し
て
残
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

線
路
わ
き
に
常
駐
し
て
い
る
係
員
が
手
動
で
遮
断
機
を
上
げ
下
げ
し
て
い
ま
す

が
、
最
近
も
係
員
が
遮
断
機
を
下
ろ
し
忘
れ
た
こ
と
に
よ
る
事
故
が
発
生
し
て

い
ま
す
。
名
古
屋
市
で
は
踏
切
を
通
る
市
道
の
廃
止
と
自
転
車
も
利
用
で
き
る

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
付
き
の
歩
道
橋
を
設
置
す
る
対
策
を
検
討
し
て
お
り
、
近
い
将

来
、
こ
の
踏
切
は
廃
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
そ
う
で
す
。

六

東
京
近
郊
で
の
踏
切
対
策

踏
切
の
抜
本
対
策
と
し
て
、鉄
道
と
道
路
の
立
体
交
差
や
踏
切
道
の
拡
幅
、

歩
道
橋
や
地
下
道
の
設
置
等
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の

工
事
に
は
、
多
額
の
費
用
と
長
い
時
間

(地
元
と
の
協
議
、
工
事
に
要
す
る

も
の
)
を
要
し
て
い
ま
す
。
東
京
近
郊
で
は
、
家
屋
が
密
集
し
て
い
る
た
め

地
下
鉄
道
方
式
が
採
用
さ
れ
て
お
り
、
沿
線
の
各
自
治
体
で
は
、
工
事
に
伴

い
、
新
た
な
ま
ち
づ
く
り
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
事
業
規
模
が
拡
大
し
、

事
業
期
間
の
増
大
が
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。



東
京
都
内
で
は
、
電
車
連
行
本
数
を
確
保
し
な
が
ら
踏
切
の
遮
断
時
間
を

い
踏
切

(警
報
時
間
制
御
踏
切
)
の
導
入
を
進
め
て
い
ま
す
。

“

短
縮
す
る
こ
と
や
踏
切
解
放
時
間
内
に
多
く
の
自
動
車
や
歩
行
者
を
通
行
さ

そ
も
そ
も
踏
切
で
は
、
警
報
が
鳴
り
は
じ
め
て
か
ら
遮
断
す
る
ま
で
約
二

せ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

4

0
秒
の
時
間
を
と
っ
て
お
り
、
遮
断
機
が
降
り
き
る
二
〇
秒
間
に
進
む
電
車

R

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
東
京
近
郊
で
は
、
踏
切
の
速
効
対
策
と
し
て
、
賢

距
離
に
電
車
が
最
高
速
度
か
ら
停
車
で
き
る
規
則
距
離

(非
常
制
動
距
離
)

竇獺 鰹藁鱸襲 踏師醤報機はまだ作動してし、なし、　　
　　　　 　

　て
還
血

速い列車用の
警報開始点

禁則

遅い列車用の
警報開始点

の　
　
　
　　

車
姶
灘

　
　
　

【改 善 後】

善

I÷

敗

　

　

　

　

　

蓮

遡

　　 　　　
踏切

も難重

　　 　　
踏切 :

警報開始

、列車

し

鳳

　

　

の

t

の

鹿

踏

麗

速

迩

　 　

　　 　　
踏切 i

警報開始
　　　　　 　

　　 　

　　 　　
　

踏切 l

、列車

　
　図

1 3図

圓豊滓接時間制権卸〉装置のイメーン

蝋嶬密臘嚢嚢鬮薹 踏切警報機が既‘に作動してぃる　　 　 　

　　 　 　　　　　　　 　 　　

遅い列車と速い列車嫌用の警報開始点



写真 2 4 駅に近く、商店街が両側にあるため歩行者 ･自転車の横断者で混雑する ｢芦花公園5号踏切｣

写真 25 開かずの踏切のため遮断機が開くと同時に横断しようとする横断者、危険です

　　
　
　

れ剛

の
六
〇
0
m
を
加
え
た
付
近
に
踏
切
制
御
装
置
を
設
置
し
て
い
ま
す
。
警
報

開
始
時
間
は
、
急
行
等
の
最
高
速
度
で
走
り
抜
け
る
電
車
と
各
停
等
の
遅
い

電
車
で
も
同
じ
に
な
っ
て
お
り
、
長
く
踏
切
を
遮
断
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
が

｢開
か
ず
の
踏
切
｣
の
原
因
と
な
っ
て
い
ま
す
。

賢
い
踏
切
で
は
、
今
ま
で
の
列
車
種
別
に
よ
る
踏
切
警
報
開
始
時
間
の
バ

ラ
ツ
キ
を
急
行
、
各
停
な
ど
で
電
車
の
速
度
を
判
断
し
、
新
た
な
警
報
開
始

点
を
追
加
す
る
こ
と
で
踏
切
遮
断
時
間
を
短
縮
し
、
交
通
渋
滞
を
軽
減
さ
せ

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す

(図
1 2

･
倦
)
。

国
土
交
通
省
で
は
、
立
体
交
差
事
業
よ
り
投
資
が
少
な
く
、
事
業
効
果
が

大
き
い
、
賢
い
踏
切
に
つ
い
て
、
道
路
特
定
財
源
を
使
っ
て
積
極
的
に
導
入

を
進
め
て
い
ま
す
。

七

新
た
な
試
み

1

京
王
線
千
歳
烏
山
駅

｢芦
花
公
園
五
号
踏
切
｣

こ
の
踏
切
は
、
千
歳
烏
山
駅
の
す
ぐ
横
に
あ
り
、
京
王
線
の
急
行
、
各
駅

停
車
等
の
電
車
が
ひ
っ
き
り
な
し
に
通
過
し
、
ラ
ッ
シ
ュ
時
に
は
一
時
間
の

う
ち
五
0
分
以
上
遮
断
機
が
下
り
た
ま
ま
に
な
る
｢開
か
ず
の
踏
切
｣
で
す
。

千
歳
烏
山
駅
の
周
辺
は
、
商
店
街
が
線
路
を
は
さ
ん
で
両
側
に
あ
る
た
め
歩

行
者
、
自
転
車
の
踏
切
横
断
者
が
多
い
。
駅
に
は
公
共
地
下
道
は
あ
り
ま
す

が
、
自
転
車
は
通
行
不
可
能
で
あ
る
た
め
踏
切
で
待
た
さ
れ
る
の
は
、
も
っ

ぱ
ら
自
転
車
横
断
者
が
多
く
感
じ
ま
し
た

(写
真
24
1
第
)。

こ
の
踏
切
で
、
平
成

一
九
年
三
月
一
三
~

-
六
日
に
国
土
交
通
省
都
市
･

地
域
整
備
局
に
よ
り
、
｢開
か
ず
の
踏
切
｣
で
電
車
の
ダ
イ
ヤ
と
踏
切
周
辺

に
配
置
し
た
観
測
員
の
情
報
を
基
に
踏
切
待
ち
時
間
を
予
測
し
て
踏
切
横
断

者
に
表
示
す
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
の
実
証
実
験
が
行
わ
れ
ま
し
た
。



写真 2 6 公共地下道の案内看板 (右)と千歳烏山駅の公共地下道。自転車は通行不可です

　　　　　　 　　
　　
　　　

　　　
　　　

写真 2 7 踏切待ち時間表示の実験状況。待っている歩行者に好評だったようだ

◇窓翼麒は、繭湖待ちのイライラを少しで
も解消する観点から、踏切遮断時間を
予測、裏示するシヌデムの襲用可能性を
検討するために裏施しでいるものです。

※ 極鋭力正猶汝霧弩惚返節薇濃タ夢影湖“するメタ議場ゲ
しておりますガミ我ガゞ鰯でるこれ坊で勿畝安房女“新
しか詞みで秀抜 かつ盪試作炉のシステムでみるだ諄

･鷲勿房甥数膨覆“が短“場合など鷲癆の“弩勿蝋鰯
笏獺難癖鴦鰯葬れ矮髪夕霧慈母

務翳れば
ぼ教義灘

も

　
　　　　　　　　　　　　

写真 28 踏切待ち時間表示板は見やすく、待ち時間もほぼ正確であった

わ
れ
た
よ
う
な
実
験
に
取
り
組
ん

だ
事
例
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

で
す
。
今
後
は
、
踏
切
の
遮
断
時

間
の
表
示
を
横
断
者
の
イ
ラ
イ
ラ

解
消
に
少
し
で
も
役
立
て
る
よ
う

な
踏
切
横
断
者
の
目
線
に
立
っ
た

施
策
の
推
進
が
望
ま
れ
ま
す

(写

真 施 な 解 間 で だ わ あ 理 の の で れ ね ぼ た
27 策 踏 消 の す 事 れ る な 時 ニ は ま 好 正 が 実
･ の 切 に 表 o 例 た 、 横 間 1 ｢ し 評 確 、 際

鬱雑観と秀衾要さ済剪が歪むねぢで蹟輯

実
際
、
現
地
で
実
験
を
見
学
し

た
が
、
踏
切
待
ち
時
間
情
報
は
ほ

で
は

｢あ
と
何
分
で
開
く
か
｣

の
時
間
が
長
い
の
が
分
か
る
と
無

理
な
横
断
を
引
き
起
こ
す
懸
念
も

う 引 い 高 同 ｢ た 横
理 き の い 分 開 よ 断
由 起 が が で か う 者目 役 者 踏 た 験 由 起 が が で か う 者

線 立 の 切 と に か こ 分 、 開 ず に の
に て イ の い 取 ら す か 開 く の 見 評
立 る ラ 遮 う り 今 懸 る く か 墜 受 判
っ ょ イ 断 こ 組 回 念 と ま ｣ 聞 け も
た う ラ 時 と ん 行 も 無 で 等 と ら 概



八

最
後
に

高
度
に
発
達
し
た
鉄
道
網
が
形
成
さ
れ
て
い
る
東
京
は
、
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
の
地
方
に
比
べ
る
と
車
を
必
要
と
し
な
い
生
活
を
お
く
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
東
京
の
日
常
は
、
鉄
道
の
定
時
制
と
安
全
性
を
基
に
成
り
立
っ
て

お
り
、
踏
切
に
関
す
る
問
題
は
解
決
す
べ
き
重
要
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
ま

す
。今

回
は
、
い
ろ
い
ろ
な
東
京
の
踏
切
を
現
地
調
査
し
ま
し
た
が
、
公
共
交

通
機
関
の
要
で
あ
る
鉄
道
、
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
主
役
で
あ
る
自
動
車
、

こ
の
二
つ
が
交
差
す
る
踏
切
と
い
う
も
の
が
、
東
京
で
暮
ら
す
人
の
日
常
生

活
に
非
常
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

山
手
線
内
に
も
踏
切
が
あ
る
の
か
と
想
っ
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
東
京
の

踏
切
へ
の
探
求
の
旅
も
踏
切
対
策
と
し
て
実
施
さ
れ
る
連
続
立
体
交
差
事
業

を
は
じ
め
と
し
、
賢
い
踏
切
の
導
入
、
新
た
な
こ
こ
ろ
み
等
、
数
多
く
の
施

策
の
さ
ら
な
る
促
進
を
祈
念
し
て
終
わ
り
と
し
ま
す
。

′マ

メ
,
【

公

　

　

　

を
壤

終
演
後隧
筏鱗鱸
獲

物
,

J R山手線に唯一残っている踏切 (田端駅~駒込駅間 ｢第 2中里踏切｣)2 9

!

頼
道　　 ＼首略行正釘ヤミナー 2 0 0 8 .4



儀皺

議々
定
ミ
ミ
き
R
き
ざ
どき
奏
さ
察
が
も
い
ぷ
蒙ミ
蝨
磨
""ぎさ
さ
臥き
¥さ
さ
いき
ざ
~
髪が
ミ
ぶ
らじ
資
さ
'
き
爪
さ
さ
べき
皀
ミ
ふ
き
ぬき
ぬ馬
鷲
榊

“

『な
ま
は
げ
の
郷
』
男
鹿
か
ら

　

鰯鰹
罐鴎
籟機
鰤
千
田
俊
彦

靴

一

男
鹿
市
の
概
要

秋
田
県
男
鹿
市
は
、
い
わ
ゆ
る
平
成
の
大
合
併
に
よ
り
隣
接
す
る
旧
男
鹿

市
と
旧
若
美
町
が
合
併
し
て
平
成
一
七
年
三
月
二
二
日
に
新

〃男
鹿
市
“
と

し
て
誕
生
し
ま
し
た
。

人
口
は
三
五
、
一
五
0
人

(平
成

一
九
年
四
月

一
日
現
在
)
、
面
積
二
四

0
･
八
○
姉
で
、
日
本
海
に
大
き
く
突
き
出
し
た
男
鹿
半
島
を
市
域
と
し
、

東
は
八
郎
潟
干
拓
事
業
の
残
存
湖
で
あ
る
八
郎
湖
、
三
方
は
日
本
海
に
囲
ま

れ
た
地
勢
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
海
岸
線
か
ら
急
な
法
面
を
有
す
る
河

岸
段
丘
、
標
高
七
〇
0
m
を
超
え
る
山
な
ど
変
化
に
富
ん
だ
半
島
地
域
独
特

の
地
形
を
有
し
て
い
ま
す
。
北
側
、
南
側
は
な
だ
ら
か
な
砂
浜
海
岸
、
西
側

は
ゴ
ジ
ラ
岩
な
ど
の
奇
岩
怪
石
、
点
在
す
る
島
々
や
洞
窟
と
変
化
に
富
ん
だ

海
岸
線
も
男
鹿
半
島
ら
し
い
景
観
で
す
。

地
域
の
主
な
産
業
は
農
･
漁
業
と
観
光
で
あ
り
ま
す
。
男
鹿
と
い
え
ば
全

国
に
そ
の
名
が
知
ら
れ
た

｢な
ま
は
げ
｣
が
有
名
で
、
新
市
の
目
指
す
将
来

都
市
像
に
つ
い
て
も
、
｢自
然

･
文
化

･
食
を
大
切
に
す
る
観
光
交
流
都
市

-
な
ま
は
げ
の
心
を
全
国
に
ー
｣
と
し
て
お
り
、
観
光
を
ま
ち
づ
く
り
の
根

幹
と
し
て
い
ま
す
。

《な
ま
は
げ
の
語
源
》

な
ま
は
げ
の
語
源
は
、
｢ナ
モ
ミ
を
剥
ぐ
｣
と
い
う
言
葉
が
訛
っ
た
も
の

で
す
。
ナ
モ
ミ
と
は
、
炉
端
に
か
じ
り
つ
い
て
い
る
と
手
足
に
で
き
る
火
型

の
こ
と
で
、
そ
れ
を
剥
ぎ
取
っ
て
怠
け
者
を
戒
め
る
の
が

｢な
ま
は
げ
｣
な

の
で
す
。
｢怠
け
者
は
い
ね
ぇ
が
ぁ
ー
｣
!
、

一
度
は
聞
き
覚
え
が
あ
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

二

男
鹿
市
の
道
路
と
維
持
管
理
に
つ
い
て

秋
田
県
内
の
高
速
交
通
体
系
の
充
実
と
と
も
に
、
男
鹿
半
島
へ
の
ア
ク
セ

ス
道
路
や
半
島
内
の
道
路
網
が
整
備
さ
れ
、
男
鹿
半
島
へ
の
幹
線
道
路
と
し

て
位
置
付
け
ら
れ
た
国
道
一
〇
一
号
で
は
四
車
線
化
が
着
実
に
進
ん
で
お

り
、
男
鹿
の
観
光
振
興
を
図
る
う
え
で
も
非
常
に
重
要
な
役
割
も
果
た
し
て



お
り
ま
す
。
ま
た
、
秋
田
県
に
お
い
て
も
、
男
鹿
温
泉
と
秋
田
市
を

一
時
間

で
結
ぶ
こ
と
を
目
標
と
し
て
男
鹿
市
内
の
道
路
整
備
を
実
施
し
て
お
り
ま

す
。市

道
に
関
し
て
は
国
道
並
み
の
交
通
量
の
あ
る
も
の
か
ら
、
ひ
と

一
人
が

歩
く
だ
け
の
生
活
道
路
ま
で
、
ま
た
、
半
島
地
域
独
特
の
地
形
か
ら
平
坦
な

道
路
か
ら
急
坂
部
を
有
す
る
山
岳
道
路
ま
で
多
種
多
様
で
あ
り
ま
す
。
し
た

が
っ
て
主
要
な
集
落
間
を
結
ぶ
道
路
改
良
事
業
か
ら
小
規
模
な
生
活
道
路
の

舗
装
補
修
、
側
溝
補
修
に
至
る
ま
で
、
ま
た
冬
季
に
お
い
て
は
除
雪
と
道
路

に
つ
い
て
の
様
々
な
住
民
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
て
い
ま
す

(表
)。

平
成
一
七
年
度
は
記
録
的
な
豪
雪
で
、
ま
た
平
成
一
人
年
度
は
暖
冬
小
雪

と
、
極
端
な
年
が
三
年
続
き
ま
し
た
が
、
平
成
一
九
年
度
は
平
年
並
み
の
雪

で
あ
っ
た
と
の
秋
田
地
方
気
象
台
が
発
表
し
て
お
り
ま
す
。
除
雪
費
に
つ
い

て
も
こ
の
く
ら
い
が
平
年
並
み
か
と
感
じ
て
い
ま
す
。

男鹿市内の道路概要

19年度道路関係事業費……760百万円
うち地方道路交付金事業……48 9百万円
うち道路維持費……………… 17 0 百万円
道路維持費のうち除雪費…… 7 8 百万円

道路種別 路線数 延長(km)

国 道 1上 4 2
.
9

主要地方道 “
了 =̂〕aQU

一般県道 ワー 〕̂〉
4
丁

?
“

市 道 ハソぬUにtV
増上
!

ハb〕̂〉
Q
V

ワ･‘

男
鹿
市
で
は
冬
季
の
交
通
確
保
の
た
め
、
除
雪
車
が
直
営
車
六
合
、
委
託

重
一
一
台
、
倍
上
車
四
一
台
の
ほ
か
、
凍
結
防
止
剤
散
布
車
二
台
を
委
託
し

て
除
雪
体
制
を
整
え
て
い
ま
す

(平
成
一
九
年
度
実
績
)。

除
雪
は
、
他
の
公
共
工
事
と
違
っ
て
目
に
見
え
る
目
的
物
、
成
果
が
な
い

た
め
捉
え
ど
こ
ろ
が
無
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
行
政
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
の

成
果
が
は
っ
き
り
と
目
に
見
え
な
い
、
春
に
な
れ
ば
融
け
て
な
く
な
る
も
の

に
金
を
つ
ぎ
込
む
。
し
か
し
通
勤
、
通
学
、
物
流
の
た
め
、
そ
し
て
消
防

車
･救
急
車
の
通
路
確
保
の
た
め
、
安
全
で
円
滑
な
交
通
の
確
保
の
た
め
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
手
厚
い
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
れ
ば

事
業
費
が
膨
大
と
な
る
。
し
な
け
れ
ば
苦
情
の
山
。
担
当
者
と
し
て
は
ど
こ

に
そ
の
接
点
を
見
出
す
の
か
、
悩
み
の
種
で
あ
り
ま
す
。

今
冬
の
あ
る
日
、
う
れ
し
か
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
あ
る
降
雪
の
あ

っ
た
日
、
小
学
生
の
女
の
子
が
自
宅
前
の
道
路
の
雪
か
き
を
し
て
い
た
ら
除

雪
車
が
通
り
か
か
り
、
そ
の
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
が

｢ご
く
ろ
う
さ
ん
、
大
変
だ

ね
。
で
も
、
お
じ
さ
ん
が
こ
の
機
械
で
や
っ
て
あ
げ
る
か
ら
。｣
と
声
を
か

け
た
そ
う
で
す
。
そ
の
後
、
女
の
子
の
母
親
か
ら
感
謝
の
電
話
が
あ
り
ま
し

た
。
女
の
子
が
難
儀
し
て
い
た
の
を
手
伝
っ
て
く
れ
た
こ
と
に
、
い
た
く
感

激
し
た
そ
う
で
す
。
除
雪
に
関
し
て
は
要
望
や
苦
情
が
ほ
と
ん
ど
で
、
こ
の

よ
う
な
お
礼
の
電
話
は
珍
し
く
、
担
当
者
と
し
て
は
う
れ
し
い
も
の
で
す
。

三

お
勧
め
ド
ラ
イ
ブ
コ
ー
ス

男
鹿
市
を
知
っ
て
い
た
だ
く
せ
っ
か
く
の
機
会
で
す
の
で
、
お
勧
め
の
ド

ラ
イ
ブ
コ
ー
ス
を
紹
介
し
ま
す
。

秋
田
市
や
昭
和
男
鹿
半
島
I
C
方
面
か
ら
、
国
道
一
〇
一
号
を
男
鹿
半
島

へ
向
か
う
と
、
男
鹿
市
の
玄
関
口
船
越
に
は
観
光
拠
点
や
物
産
等
の
情
報
を
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写真 1 男鹿総合観光案内所に設置されている
なまはげの歓迎モニュメント

写真 2 日本のなぎさ百選にも選定された ｢鶏の崎海岸｣

"
な

提
供
す
る
男
鹿
総
合
観
光
案
内
所
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
は
観
光
案
内
施
設

の
ほ
か
、
訪
れ
る
観
光
客
に

｢な
ま
は
げ
の
郷
｣
を
強
く
ア
ピ
ー
ル
す
る
た

め
地
上
一
五
m
の

｢な
ま
は
げ
歓
迎
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
｣
が
あ
り
、
二
匹
の
な

ま
は
げ
が
観
光
客
の
皆
様
を
お
出
迎
え
し
て
い
ま
す

(写
真
ー
)。

船
川
か
ら
海
岸
線
を
少
し
走
る
と
鵜
の
崎
へ
。
日
本
の
な
ぎ
さ
百
選
に
も

選
定
さ
れ
た
遠
浅
の
岩
礁
海
岸
で
、
貝
探
り
も
楽
し
め
ま
す

(写
真
2
)
。

ま
た
、
こ
こ
か
ら
の
日
本
海
に
沈
む
夕
日
も
な
か
な
か
い
い
も
の
で
す
。
ま

た
少
し
走
る
と
、
左
に
大
き
な
帆
を
か
け
た
よ
う
な
形
を
し
た
岩
が
見
え
る

と
塩
瀬
崎
で
、
最
近
は
ゴ
ジ
ラ
岩
が
有
名
に
な
っ
て
い
ま
す
。
夕
日
と
の
バ

ラ
ン
ス
に
よ
り
、
ま
さ
し
く
火
を
噴
く
ゴ
ジ
ラ
と
な
り
ま
す

(写
真
3
)
。

ゴ
ジ
ラ
岩
を
後
に
数
百
m
走
る
と
門
前
、
こ
こ
で
も

｢な
ま
は
げ
立
像
｣
が

改
め
て
お
出
迎
え
、な
ま
は
げ
の
故
事
に
ま
つ
わ
る
九
九
九
段
の
石
段
か
ら
、

立
像
の
身
長
は
九

･
九
九
m
と
決
定
さ
れ
ま
し
た

(写
真
4
)。

門
前
~
戸
賀
間
は
昭
和
四
〇
年
代
陸
上
自
衛
隊
に
よ
り
開
設
さ
れ
、
そ
の

後
、
秋
田
県
企
業
局
の
大
桟
橋
有
料
道
路
か
ら
無
料
開
放
と
な
り
、
現
在

は
主
要
地
方
道
男
鹿
半
島
線
と
な
っ
て
い
ま
す
。
断
崖
絶
壁
の
海
岸
線
を
走

る
の
で
少
し
慎
重
な
運
転
を

(写
真
5
)。
こ
の
路
線
が
開
通
す
る
以
前
は
、

か

も
あ
お
さ

加
茂
青
砂
は
陣
の
孤
島
と
い
わ
れ
、
門
前
か
ら
山
道
を
歩
く
か
船
で
し
か
行

け
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。
今
で
は
車
で
十
数
分
足
ら
ず
で
、
道
路
と
い
う
も

の
の
有
難
さ
が
改
め
て
感
じ
ら
れ
ま
す
。

写真 3 塩瀬崎の ｢ゴジラ岩｣



ま
た
慎
重
な
運
転
を
続
け
る
こ
と
十
数
分
、
船
体
の
形
を
し
た
建
物
が
目

に
入
る
と
そ
れ
は
男
鹿
水
族
館

｢G
A
O
｣
、
男
鹿
の
海
の
魚
類
の
生
息
状

写真4 門前のなまはげ立像

況
を
再
現
し
た
大
水
槽
や
秋
田
県
の
魚
で
あ
る
ハ
タ
ハ
タ
な
ど
が
展
示
さ
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
シ
ロ
ク
マ
の
豪
太
も
歓
迎
し
て
く
れ
ま
す

(写
真
6
･

開

7
)
。

　
　　を

｢G
A
O
｣
を
あ
と
に
急
坂
を
登
り
人
望
台
へ
、
全
国
的
に
も
珍
し
い
マ

ー
ル
の
一
ノ
目
潟
、
ニ
ノ
目
潟
、
戸
賀
湾
か
ら
続
く
日
本
海
が
目
に
入
っ
て

き
ま
す
。

U
タ
ー
ン
し
て
入
道
崎
へ
、
こ
こ
で
は
北
緯
四
〇
度
に
建
つ
入
道
崎
灯

台
が
あ
り
ま
す
。ま
た
男
鹿
石
で
作
ら
れ
た
北
緯
四
〇
度
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
で
、

濃　　　　

1̂
｢/

、｢

　　
　

ぬ
写

り

さ

方

｢G A O ｣ の人気者のシロクマの豪大

澤当撒目多〒露灯十つ " -｣一 つn n R 4

写真6 男鹿水族館 ｢G A O ｣ の大水槽

写真5 断崖絶壁の海岸線が続く ｢大桟橋｣



北
緯
四
0
度
線
を
体
感
し
て
み
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
も
芝
生
で
覆

わ
れ
て
い
る
岬
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
清
々
し
い
潮
風
を
満
喫
で
き
ま
す

(写

真
8
)
。

宿
泊
す
る
な
ら
、
こ
こ
か
ら
一
〇
分
の
男
鹿
温
泉
郷
へ
ど
う
ぞ
。
平
成

一

人
年
に
完
成
し
た
男
鹿
温
泉
交
流
会
館

｢五
風
｣
で
は
、
な
ま
は
げ
郷
神
楽

に
よ
る
な
ま
は
げ
太
鼓
の
演
奏
の
公
演
を
主
体
に
し
た
各
種
イ
ベ
ン
ト
が
実

施
さ
れ
、
観
光
客
と
地
域
住
民
と
の
ふ
れ
あ
い
の
場
が
も
た
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
足
湯
も
楽
し
め
ま
す
。

男
鹿
温
泉
郷
か
ら
な
ま
は
げ
ラ
イ
ン
へ
入
る
と
真
山
へ
、
こ
こ
か
ら
右
折

す
れ
ば

｢な
ま
は
げ
館
｣
｢男
鹿
真
山
伝
承
館
｣
｢真
山
神
社
｣
へ
。
｢な
ま

"首眩舛訪わ " 十一 つn n R ハ

写真 10 真山神社で行われる ｢なまはげ柴灯まつり｣

写真 9 本物の怖さ、漉きを体験できる ｢なまはげ行事｣

は
げ
館
｣
で
は
市
内
各
地
に
伝
わ
る
な
ま
は
げ
の
面
や
衣
装
の
数
々
や
、
な

ま
は
げ
の
歴
史
や
魅
力
を
ス
ク
リ
ー
ン
映
像
や
パ
ネ
ル
な
ど
で
紹
介
し
て
い

ま
す
。
｢男
鹿
真
山
伝
承
館
｣
で
は
、

三

一月
三

一
日
に
市
内
各
地
で
行
わ

れ
て
い
る
な
ま
は
げ
行
事
を
体
験
で
き
ま
す
。
本
物
の
な
ま
は
げ
の
怖
さ
、

す
ご
さ
に
圧
倒
さ
れ
ま
す

(写
真
9
)
。
｢真
山
神
社
｣
は
二
月
に
行
わ
れ

せ

ど

る

｢な
ま
は
げ
柴
灯
ま
つ
り
｣
(写
真
中
)
の
会
場
と
な
る
神
社
で
、
秋
田

杉
に
囲
ま
れ
た
境
内
の
な
か
厳
粛
な
気
分
で
参
拝
し
て
み
て
は
い
か
が
で
し

よ
う
。

な
ま
は
げ
ラ
イ
ン
に
戻
り
、
次
は
寒
風
山
へ

(写
真
椚
)。
全
山
芝
生
に 写真 = 寒風山

覆
わ
れ
た
山
で
、山
頂
か
ら
は
北
側
の
世
界
遺
産
に
指
定
さ
れ
た
白
神
山
地
、



東
側
に
は
森
吉
山
や
太
平
山
の
奥
羽
山
脈
の
山
な
み
と
八
郎

潟
干
拓
地
、
南
側
に
は
秋
田
市
の
市
街
地
と
遠
く
に
は
鳥
海

山
ま
で
見
渡
せ
ま
す
。
男
鹿
半
島
は
三
方
を
日
本
海
に
囲
ま

れ
て
い
る
こ
と
が
は
っ
き
り
と
解
り
ま
す
。
こ
こ
に
は
パ
ラ

グ
ラ
イ
ダ
ー
の
ス
ク
ー
ル
も
あ
り
空
中
散
歩
も
体
験
で
き
ま

す
。
寒
風
山
の
道
路
は
結
構
な
ワ
イ
ン
デ
ィ
ン
グ
な
の
で
慎

重
に
走
り
ま
し
ょ
う
。
寒
風
山
を
下
り
る
と
脇
本
で
、
こ
こ

か
ら
帰
路
へ
と
。

今
回
は
食
に
は
ふ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
海
や
山
か
ら
の
恵

み
に
も
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。
男
鹿
半
島
の
一
部
の
紹
介
で
す

が
、
機
会
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
ぜ
ひ
お
出
で
く
だ
さ
い
。

四

お
わ
り
に

道
路
事
業
に
携
わ
る
も
の
と
し
て
道
路
の
良
好
な
維
持
管

理
に
留
意
し
、
市
民
や
観
光
客
に
喜
ば
れ
る
み
ち
づ
く
り
に

努
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

《観
光
に
関
す
る
お
問
合
せ
先
》

･
男
鹿
市
産
業
建
設
部
観
光
商
工
課

そ
÷に
も
ふ
きさ
さ
な
ぎ

を

憲
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道
路
局
路
政
課

四
月
に
な
り
、
路
政
課
に
も
、
新
人
が
入
っ
て
く
る
よ
う
で
す
。

定
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。
で
は
、
ま
ず
は
道
路
法
に
つ
い
て
、
第

一
条
か
ら

シ
ン
イ
チ

我
が
路
政
課
に
も
新
人
が
配
属
に
な
り
ま
し
た
ね
。
今
は
新
採

研
修
に
行
っ
て
い
て
ま
だ
席
に
は
い
な
い
で
す
が
、
研
修
か
ら
帰
っ
て
き

た
ら
何
か
ら
教
え
ま
し
ょ
う
か
ね
?

ダ
イ
蔵

そ
う
だ
ね
、
つ
い
に
シ
ン
イ
チ
君
も
先
輩
に
な
る
の
か
。
一
年
は

早
い
も
の
だ
ね
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
一
年
生
に
何
か
ら
教
え
る
か
っ
て

い
う
の
は
な
か
な
か
難
し
い
問
題
だ
よ
ね
。
や
っ
ぱ
り
、
道
路
法
に
つ
い

て
の
基
礎
的
な
事
項
か
ら
、
勉
強
し
て
も
ら
う
の
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か

な
あ
。
結
局
、
道
路
法
が
道
路
法
制
の
中
で
の
基
本
法
と
位
置
づ
け
ら
れ

る
も
の
だ
か
ら
ね
。

シ
ン
イ
チ

な
る
ほ
ど
、
そ
う
で
す
ね
。
道
路
法
に
は
、
道
路
法
の
対
象
、

道
路
管
理
者
、
道
路
の
新
設
、
改
築
、
維
持
修
繕
等
の
管
理
、
道
路
に
関

す
る
費
用
の
負
担
等
の
道
路
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
が
ひ
と
と
お
り
規

じ
っ
く
り
叩
き
込
ん
で
や
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
o

ダ
イ
蔵

と
こ
ろ
で
シ
ン
イ
チ
君
、
そ
の
第

一
条
に
は
道
路
法
の
目
的
が
書

い
て
あ
る
ん
だ
け
ど
、
覚
え
て
る
?

シ
ン
イ
チ

え
っ
、
道
路
法
の
目
的
で
す
か
･･う
･
道
路
の
整
備
を
し
て
、

交
通
の
発
達
に
寄
与
す
る
と
か
そ
ん
な
感
じ
だ
っ
た
気
が
!
。

ダ
イ
蔵

お
や
、
ち
ゃ
ん
と
覚
え
て
い
な
い
よ
う
だ
ね
。
教
え
る
た
め
に
は

し
っ
か
り
内
容
を
知
っ
て
お
か
な
く
ち
ゃ
だ
め
だ
か
ら
、
今
日
は
第

一
条

に
つ
い
て
勉
強
し
よ
う
か
。
ま
ず
、
第

一
条
の
条
文
は
、
｢こ
の
法
律
は
、

道
路
網
の
整
備
を
図
る
た
め
、
道
路
に
関
し
て
、
路
線
の
指
定
及
び
認
定
、

管
理
、
構
造
、
保
全
、
費
用
の
負
担
区
分
等
に
関
す
る
事
項
を
定
め
、
も

っ
て
交
通
の
発
達
に
寄
与
し
、
公
共
の
福
祉
を
増
進
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。｣
と
い
う
も
の
だ
ね
。

シ
ン
イ
チ

な
る
ほ
ど
、
道
路
法
の
目
的
を
お
お
ま
か
に
言
う
な
ら
ば
、



｢道
路
網
の
整
備
を
図
る
た
め
に
道
路
に
関
す
る
諸
事
項
を
定
め
、
そ
れ

に
よ
っ
て
交
通
の
発
達
に
寄
与
し
、
公
共
の
福
祉
を
増
進
す
る
｣
と
い
う

こ
と
で
す
ね
。
す
な
わ
ち
道
路
法
の
最
終
目
的
は
道
路
整
備
だ
け
な
の
で

は
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て

｢交
通
の
発
達
に
寄
与
し
、
公
共
の
福
祉
を
増

進
さ
せ
る
こ
と
｣
で
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
か
な
り
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
い
話

で
す
ね
。

ダ
イ
蔵

そ
う
だ
ね
。
ち
な
み
に
、
道
路
関
連
の
他
の
法
律
と
の
目
的
と
比

較
す
る
と
、
道
路
法
の
目
的
の
特
徴
が
さ
ら
に
あ
ぶ
り
出
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
ね
。
例
え
ば
、
道
路
交
通
法
が

｢道
路
に
お
け
る
危
険
を
防
止
し
、

そ
の
他
交
通
の
安
全
と
円
滑
を
図
り
、
及
び
道
路
の
交
通
に
起
因
す
る
障

害
の
防
止
に
資
す
｣
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
に
比
し
て
、
道
路

法
は
交
通
の
発
達
に
寄
与
し
、
公
共
の
福
祉
を
増
進
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
い
る
た
め
、
よ
り
公
物
管
理
の
性
格
の
強
い
法
律
で
あ
る
と
い
え
る

ね
。

シ
ン
イ
チ

公
物
警
察
権
の
作
用
は
本
来
社
会
公
共
の
秩
序
に
対
す
る
障
害

の
除
去
に
と
ど
ま
る
べ
き
で
あ
る
の
に
対
し
、
公
物
管
理
権
の
作
用
は
積

極
的
に
公
物
本
来
の
目
的
を
達
成
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ

る
か
ら
で
す
よ
ね
。

と
こ
ろ
で
、
道
路
関
連
の
法
律
と
い
え
ば
、
道
路
運
送
法
の
目
的
規
定

は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
た
っ
け
?

ダ
イ
蔵

道
路
運
送
法
は
、
そ
の
目
的
規
定
か
ら
、
道
路
運
送
事
業
に
関
し

て

｢道
路
運
送
の
総
合
的
な
発
達
を
図
｣
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
規

制
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
翻
っ
て
道
路
法
は
、
道
路
に

関
す
る
管
理
法
で
あ
り
、
道
路
網
の
整
備
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
交
通
の

発
達
に
寄
与
す
る
と
い
う
、
よ
り
基
本
的
目
的
を
有
し
て
い
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
点
で
性
格
が
異
な
る
も
の
だ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
な
。

シ
ン
イ
チ

な
る
ほ
ど
、
目
的
規
定
を
見
る
と
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
位
置
づ

け
の
違
い
が
は
っ
き
り
と
わ
か
り
ま
す
ね
。

ダ
イ
蔵

一
方
で
、
最
初
に
道
路
法
は
、
道
路
法
制
の
基
本
法
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
る
と
話
し
た
と
思
う
け
ど
、
道
路
法
の
特
別
法
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
る
各
法
は
、
そ
の
目
的
規
定
も
道
路
法
の
目
的
に
関
連
し
た
も
の

に
な
っ
て
い
る
ね
。
例
え
ば
、
道
路
整
備
特
別
措
置
法
あ
た
り
を
見
て
み

な
よ
。

シ
ン
イ
チ

道
路
整
備
特
別
措
置
法
の
目
的
規
定
は
、
｢こ
の
法
律
は
、
そ

の
通
行
又
は
利
用
に
つ
い
て
料
金
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
道
路
の
新

設
、
改
築
、
維
持
、
修
繕
そ
の
他
の
管
理
を
行
う
場
合
の
措
置
を
定
め
、

も
っ
て
道
路
の
整
備
を
促
進
し
、
交
通
の
利
便
を
増
進
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。｣
と
い
う
も
の
で
す
。

ダ
イ
蔵

｢道
路
の
整
備
を
促
進
し
、
交
通
の
利
便
を
増
進
す
る
｣
と
い
う

点
は
、
道
路
法
の
目
的
規
定
と
同
じ
方
向
で
あ
り
な
が
ら
、
｢料
金
を
徴

収
｣
と
い
う
言
葉
が
入

っ
て
い
る
ね
。

道
路
法
の

｢道
路
の
無
料
公
開
の
原
則
｣
の
特
例
と
し
て
定
め
ら
れ
て

い
る
法
律
が
、
こ
の
道
路
整
備
特
別
措
置
法
で
あ
る
と
い
う
、
基
本
法
と

特
別
法
の
関
係
が
こ
の
目
的
規
定
か
ら
も
読
み
取
れ
る
ね
。

シ
ン
イ
チ

そ
う
で
す
ね
、
確
か
に
そ
れ
は
明
確
に
理
解
で
き
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
道
路
法
の
目
的
規
定
に
使
わ
れ
て
い
る
用
語
に
つ
い
て
気

に
な
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
｢道
路
｣
の
整
備
じ
ゃ
な
く
て
、
｢道
路
網
｣

の
整
備
と
い
う
用
語
が
使
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
ど
う
し
て
な

ん
だ
ろ
う
?

道
路
を
網
状
に
は
り
め
ぐ
ら
せ
る
と
い
う
よ
う
な
整
備
の

イ
メ
ー
ジ
が
し
や
す
い
か
ら
で
す
か
ね
ぇ
。



ダ
イ
蔵

い
い
と
こ
ろ
に
目
を

つ
け
た
ね
。
さ
す
が
は
二
年
生
だ
。
た
だ
、

っ
た
こ
と
を
総
動
員
さ
せ
て
み
っ
ち
り
教
育
し
ま
す
ね
。

諮

こ
の
道
路
網
と
い
う

三
百
に
は
、
も
っ
と
深
い
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る

ダ
イ
蔵

任
せ
た
よ
。
新
人
教
育
も
二
年
生
の
大
事
な
仕
事
だ
か
ら
ね
o

ん
だ
よ
。

4

で
も
、
そ
れ
ま
で
に
も
う

一
度
、
こ
れ
ま
で
の
道
路
法
解
説
や
道
路
行

R

シ
ン
イ
チ

え
っ
、
ど
う
い
う
意
味
な
ん
で
す
か
?

ダ
イ
蔵

こ
の
道
路
網
と
い
う
言
葉
は
、
単
に
道
路
と
い
う
物
的
施
設
の
集

合
体
と
い
う
物
理
的
な
概
念
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
れ
を
流
れ
る
人
、
物
等

の
交
通
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
意
味
を
も
併
せ
も
つ
も
の
で
あ
る
ん

だ
。
し
た
が
っ
て
、
｢道
路
網
の
整
備
｣
と
は
、
単
に
物
的
な
施
設
の
建

設
に
と
ど
ま
ら
ず
、
安
全
か
つ
円
滑
な
道
路
交
通
を
確
保
し
、
交
通
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
の
機
能
を
発
揮
さ
せ
る
た
め
に
な
さ
れ
る
行
為
を
も
含
む
も

の
と
考
え
ら
れ
る
ん
だ
よ
。

シ
ン
イ
チ

そ
う
す
る
と
、
｢道
路
網
｣
と
い
う
言
葉
に
は
道
路
そ
の
も
の

と
い
う
ハ
ー
ド
面
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
加
え
て
、
八
流
及
び
物
流
の
交
通

全
体
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
ソ
フ
ト
面
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
整
備
す
る

と
い
う
意
味
も
含
ま
れ
る
と
解
さ
れ
る
わ
け
で
す
ね
。
や
っ
ぱ
り
、
道
路

法
は
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
法
律
な
ん
で
す
ね
。

ダ
イ
蔵

そ
う
言
え
る
だ
ろ
う
ね
。
目
的
規
定
に
つ
い
て
は
、
普
段
は
あ
ま

り
じ
っ
く
り
読
む
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
目
的
が

凝
縮
さ
れ
て
お
り
、
読
ん
で
み
る
と
面
白
い
と
思
う
よ
。
法
律
全
体
の
目

的
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
そ
の
中
の
個
別
の
規
定
に
当
た
る
こ
と
で
、
よ

り
そ
の
法
律
の
理
解
が
深
ま
る
だ
ろ
う
し
ね
。

道
路
法
の
目
的
規
定
に
つ
い
て
は
こ
ん
な
と
こ
ろ
か
な
。

シ
ン
イ
チ

今
日
は
、
目
的
規
定
に
つ
い
て
じ
っ
く
り
学
べ
ま
し
た
。
ダ
イ

蔵
係
長
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

新
人
君
が
研
修
か
ら
帰
っ
て
き
た
ら
、
こ
れ
ま
で
ダ
イ
蔵
係
長
に
数
わ

政
セ
ミ
ナ
ー
等
を
読
み
直
し
て
勉
強
し
直
し
て
お
い
た
方
が
い
い
ん
じ
ゃ

な
い
?

最
近
話
題
に
な
っ
て
い
る
事
項
や
、
常
識
的
な
知
識
、
基
本
的

な
法
令
解
釈
を
聞
か
れ
て
答
え
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
ら
恥
ず
か
し
い

思
い
を
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
ね
。

シ
ン
イ
チ

そ
う
で
す
ね
、
自
信
の
な
い
部
分
に
つ
い
て
は
勉
強
し
直
し
て

お
き
ま
す
。
な
ん
だ
か
、
結
局
僕
自
身
が
勉
強
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
こ
と

が
日
々
増
え
て
い
っ
て
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
ね
!
。
本
当
に
勉
強
に
は

き
り
が
な
い
で
す
ね
。

ダ
イ
蔵

そ
う
だ
よ
、
シ
ン
イ
チ
君
。
こ
の
仕
事
は
、
日
々
勉
強
だ
よ
。

シ
ン
イ
チ

は
い
。
今
年
度
も
コ
ツ
コ
ツ
頑
張
り
ま
す
。



〔
一
審
判
決
〕
平
成
一
四
年
七
月

九
日

奈
良
地
裁

請
求
一
部
認
容

(被
告
控
訴
)

〔二
審
判
決
〕
平
成
一
人
年
二
月
二
二
日

大
阪
高
裁

請
求
棄
却

(原
告
上
告
)

〔三
審
判
決
〕
平
成
一
八
年
七
月
一
三
日

最
高
裁

上
告
棄
却

(確
定
)

第
三

裁
判
所
の
判
断

一

公
の
営
造
物
の
設
置
管
理
の
瑕
疵

1

設
置
管
理

第

一
-

一-
1
の
う
ち
、
被
告
が
、
本
件
土
地
の
西
側
沿
い
に
南
北
に
通

じ
る
県
道

(本
件
土
地
近
辺
で
は
北
か
ら
南
に
下
り
勾
配
と
な
っ
て
い
る
)

を
管
理
し
て
い
る

(か
つ
て
は
国
の
設
置
管
理
に
係
る
国
道
で
あ
っ
た
が
、

被
告
が
そ
の
管
理
を
承
継
し
た
も
の
で
あ
る
)
こ
と
、
県
道
東
側
沿
い
歩
道

下
に
本
件
暗
渠
が
あ
る
こ
と
、
本
件
暗
渠
南
端
と
本
件
土
地
の
北
側
沿
い
の

私
道
の
北
側
側
溝
と
の
合
流
点
に
B
会
所
が
あ
る
こ
と
、
本
件
土
地
の
北
西

角
内
に
A
マ
ン
ホ
ー
ル
が
あ
る
こ
と
、
B
会
所
か
ら
A
マ
ン
ホ
ー
ル
ま
で
に

通
じ
る
地
中
埋
設
の
B
A
間
埋
設
管
が
あ
る
こ
と
、
C
壁
脇
か
ら
A
マ
ン
ホ

ー
ル
ま
で
に
通
じ
る
地
中
埋
設
の
C
A
間
埋
設
管
が
あ
る
こ
と
、
A
マ
ン
ホ

ー
ル
か
ら
本
件
土
地
東
南
角
D
出
水
口
ま
で
に
通
じ
る
地
中
埋
設
の
A
D
間

埋
設
管
が
あ
る
こ
と
、
被
告
が
本
件
暗
渠
を
管
理
し
て
い
る
こ
と
は
、
当
事

4

者
間
に
争
い
が
な
い
o

箙

上
記
争
い
の
な
い
事
実
に
加
え
て
、
証
拠
並
び
に
弁
論
の
全
趣
旨
に
よ
れ

ク

ば
、
左
記
の
事
実
が
認
め
ら
れ
る
。

十

①
県
道
の
供
用
、
移
管
等

m

本
件
土
地
付
近
の
県
道
は
、
昭
和
八
年
頃
国
道
一
五
号
線
と
し
て
供

饗

用
が
開
始
さ
れ
、
昭
和
二
七
年
頃
旧
一
般
国
道
二
四
号
線
と
な
り
、
昭

和
四
七
年
に
国
か
ら
被
告
に
移
管
さ
れ
た
。
舗
装
さ
れ
た
二
車
線
道
路

鮴

路
面
排
水
が
民
有
地
に
設
け
ら
れ
た
排
水
管
に
流
入
し
て
い
る
場
合
の

当
該
排
水
管
の
管
理
主
体
、
道
路
管
理
瑕
疵
が
争
わ
れ
た
事
例
②

ー
県
道
脇
民
有
地
排
水
管
に
係
る
損
害
賠
償
請
求
事
件
ー

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

青
柳

敬
直



で
あ
り
、
本
件
土
地
付
近
で
は
、
北
方
か
ら
南
方
へ
下
り
勾
配
と
な
っ

て
い
る
。
B
会
所
か
ら
北
に
は
、
県
道
東
側
歩
道
下
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト

製
の
蓋
で
覆
わ
れ
た
本
件
暗
渠
が
存
す
る
。

にフ

の

本
件
土
地
の
名
義
移
転
等

県
道
の
東
側
沿
い
に
位
置
す
る
本
件
土
地
は
、
別
図
の
と
お
り
概
ね

五
角
形
の
土
地
で
あ
り
、
か
つ
て
地
目
が
田
で
あ
り
、
明
治
三
七
年
九

月
以
降

α
の
所
有
名
義
と
な
り
、
昭
和
三
二
年
三
月
β
の
た
め
昭
和

一

二
年
二
月
家
督
相
続
を
原
因
と
す
る
所
有
権
移
転
登
記
が
経
由
さ
れ
、

昭
和
四
五
年
四
月
地
目
に
つ
き
昭
和
エ
ハ年
三
月
変
更
を
原
因
と
す
る

表
示
登
記
が
経
由
さ
れ
、
昭
和
四
五
年
六
月
s
工
業
株
式
会
社
の
た
め

同
年
五
月
売
買
を
原
因
と
す
る
所
有
権
移
転
登
記
が
経
由
さ
れ
、
昭
和

四
六
年
一
〇
月
γ
の
た
め
同
日
売
買
を
原
因
と
す
る
所
有
権
移
転
登
記

が
経
由
さ
れ
、
昭
和
五
一
年
三
月
原
告
の
妻
の
た
め
同
年
二
月
売
買
を

原
因
と
す
る
所
有
権
移
転
登
記
が
経
由
さ
れ
、
平
成
七
年
九
月
地
目
に

つ
き
昭
和
五
二
年
九
月
変
更
を
原
因
と
す
る
表
示
登
記
が
経
由
さ
れ
た
。

道県

①
本
件
土
地
周
辺
の
履
歴
等

本
件
土
地
は
、
そ
の
北
方
の
丘
陵
高
地
の
裾
部
分
に
あ
り
、
か
つ
て

は
、
南
方
か
ら
北
方
へ
、
西
方
か
ら
東
方
へ
上
り
勾
配
と
な
っ
て
い
た
。

県
道
の
供
用
後
、
後
記
地
上
げ
に
よ
る
平
坦
化
ま
で
は
、
本
件
土
地
の

南
側
部
分
が
県
道
よ
り
や
や
低
く
、
北
側
部
分
が
県
道
よ
り
や
や
高
く

な

っ
て
い
た
。

古
く
よ
り
、
本
件
土
地
の
北
方
に
は
丘
陵
高
地
が
あ
り
、
そ
の
裾
沿

い
に
自
然
の
水
路
が
で
き
、
い
わ
ゆ
る
谷
筋
と
な
つ
て
、
同
丘
陵
高
地

別図



の
広
い
範
囲
の
降
雨
水
、
住
宅
の
排
水
等
が
流
れ
込
み
、
こ
れ
ら
流
水

水
路
が
あ
り
、本
件
土
地
を
横
切
る
自
然
の
水
路
に
繋
が
っ
て
い
た
が
、

を
集
め
て
下
流
に
繋
が
っ
て
い
た
。
そ
の
水
路
は
、
北
方
か
ら
南
方
に

同
水
路
の
流
れ
が
滞
る
た
め
、
県
道
東
側
沿
い
の
本
件
暗
渠
南
端
か
ら

流
れ
、
本
件
土
地
の
北
西
角
付
近
に
達
し
た
辺
り
か
ら
、
南
東
方
に
向

け
て
、
本
件
土
地
を
ほ
ぼ
直
線
状
に

(別
図
の
A
地
点
付
近
か
ら
D
地

点
付
近
を
結
ぶ
直
線
に
概
ね
重
な
る
形
状
で
)
横
切
り
、
本
件
土
地
の

南
東
に
隣
接
す
る
低
い
位
置
に
あ
る
溜
池
に
流
水
を
供
給
す
る
と
と
も

に
、
南
東
方
向
に
繋
が
る
国
有
水
路
に
通
じ
、
さ
ら
に
s
川
に
通
じ
て

い
た
。
上
記
自
然
の
水
路
の
下
流
域
に
は
多
数
の
水
田
が
あ
り
、
下
流

域
の
水
利
組
合
や
水
田
の
所
有
者
ら
は
同
水
路
か
ら
の
流
水
を
農
業
用

水
と
し
て
利
用
し
て
お
り
、
そ
の
流
水
に
つ
い
て
は
水
利
権
を
有
す
る

と
の
認
識
を
有
し
て
い
た
。

県
道
の
供
用
後
は
、
従
前
、
上
記
自
然
の
水
路
に
流
れ
込
ん
で
い
た

北
方
の
丘
陵
高
地
の
降
雨
水
、
住
宅
の
排
水
等
が
、
県
道
東
側
沿
い
に

設
け
ら
れ
た
側
溝
で
あ
る
本
件
暗
渠
部
分
に
流
入
す
る
よ
う
に
な
り
、

本
件
暗
渠
の
南
端
付
近
か
ら
本
件
土
地
を
横
切
る
自
然
の
水
路
を
経

て
、
順
次
、
溜
池
、
国
有
水
路
、
s
川
に
達
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

上
記
溜
池
は
昭
和
四
三
、
四
年
頃
ま
で
溜
池
と
し
て
の
用
途
に
供
さ

れ
て
い
た
が
、昭
和
四
人
年
頃
ま
で
に
埋
め
立
て
ら
れ
て
水
田
に
な
り
、

平
成
六
年
頃
ま
で
そ
の
所
有
者
で
あ
る
の
に
よ
り
耕
作
さ
れ
て
い
た
。

同
人
も
、
耕
作
す
る
に
つ
い
て
、
上
記
自
然
の
水
路
か
ら
の
流
水
を
農

業
用
水
と
し
て
利
用
し
、
そ
の
流
水
に
つ
い
て
は
水
利
権
を
有
す
る
と

の
認
識
を
有
し
て
い
た
。

本
件
土
地
は
、
昭
和
四
二
年
頃
土
木
建
築
業
の
H
工
業
が
資
材
置
き

場
と
し
て
使
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
頃
に
は
、
県
道
と
本
件
土

地
の
北
側
沿
い
の
私
道
と
の
間
に
は
丸
木
橋
が
架
け
ら
れ
、
そ
の
下
に

同
水
路
の
流
れ
が
滞
る
た
め
、
県
道
東
側
沿
い
の
本
件
暗
渠
南
端
か
ら

本
件
土
地
内
の
自
然
の
水
路
へ
の
流
入
部
辺
り
で
頻
繁
に
溢
水
し
て
い

た
。
そ
こ
で
、
H
工
業
は
、
昭
和
四
四
、
五
年
頃
、
流
れ
を
円
滑
に
す

る
た
め
、
本
件
土
地
内
の
自
然
の
水
路
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
開
渠
の
三

面
張
り
に
す
る
工
事
を
行
っ
た
。
昭
和
四
七
、
八
年
頃
、
H
工
業
と
β

と
の
間
で
本
件
土
地
に
関
す
る
紛
争
が
生
じ
、
ま
も
な
く
H
工
業
は
β

に
本
件
土
地
を
明
け
渡
し
た
。

そ
の
後
、
本
件
土
地
は
、
北
東
部
の
高
い
と
こ
ろ
を
削
り
取
っ
た
土

砂
で
南
西
部
の
低
地
を
埋
め
立
て
て
地
上
げ
す
る
方
法
に
よ
り
、
県
道

と
ほ
ぼ
同
様
の
高
さ
に
平
地
化
さ
れ
、
そ
の
際
、
自
然
の
水
路
は
埋
め

立
て
ら
れ
、
同
水
路
の
代
わ
り
に
、
流
水
確
保
の
た
め
、
暗
渠
と
し
て
、

A
マ
ン
ホ
ー
ル
及
び
A
D
間
埋
設
管
等
が
設
置
さ
れ
る
な
ど
し
た
。

ま
た
、
本
件
土
地
の
北
側
沿
い
の
私
道
は
、
そ
の
所
有
者
に
よ
っ
て

舗
装
さ
れ
る
な
ど
し
て
整
備
さ
れ
、
県
道
に
接
続
す
る
丸
木
橋
は
取
り

払
わ
れ
た
。

原
告
の
妻
は
、
昭
和
五
一
年
二
月
二
七
日
、
8
か
ら
、
本
件
土
地
を

買
い
受
け
た
。
当
時
、
本
件
土
地
は
、
土
木
建
築
業
者
の
K
組
が
資
材

置
き
場
と
し
て
使
用
し
て
い
た
。
原
告
は
、
昭
和
五
二
年
頃
、
本
件
土

地
の
東
側
部
分
に
工
場
建
物
を
建
築
し
、
同
所
に
お
い
て
自
動
車
修
理

業
を
経
営
し
、
同
じ
頃
本
件
土
地
の
西
側
部
分
に
県
道
に
面
し
て
長
屋

風
の
貸
店
舗
を
建
築
し
て
賃
貸
し
て
い
た
が
、
昭
和
五
五
年
頃
、
自
動

車
修
理
業
の
経
営
を
K
自
動
車
に
引
き
継
い
だ
。
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④

交
渉
等

原
告
は
、
県
道
東
側
沿
い
の
本
件
暗
渠
か
ら
の
流
水
が
、
A
マ
ン
ホ

ー
ル
を
経
て
A
D
間
埋
設
管
に
流
れ
込
ん
で
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
昭

和
六
一
年
頃
か
ら
断
続
的
に
、
被
告
の
土
木
事
務
所
に
不
服
を
申
し
入

れ
、
対
処
を
求
め
る
な
ど
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
頃
に
は
、
B
会

所
、
B
C
間
側
溝
、
B
A
間
埋
設
管
、
C
A
間
埋
設
管
は
既
に
敷
設
さ

れ
、
こ
れ
ら
を
含
む
本
件
排
水
設
備
に
は
、
本
件
暗
渠
及
び
私
道
側
溝

か
ら
の
流
水
が
流
れ
込
む
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
平
成
五
年

三

月
頃

に
は
、
同
事
務
所
側
か
ら
、
原
告
に
対
し
、
A
D
間
埋
設
管
に
本
件
暗

渠
か
ら
の
流
水
が
流
れ
込
む
こ
と
に
つ
い
て
、
対
価
を
四
〇
〇
万
円
と

し
て
、
地
上
権
な
い
し
地
役
権
の
設
定
を
提
案
し
た
が
、
原
告
は
、
話

に
な
ら
な
い
と
し
て
拒
絶
し
た
。
そ
の
後
、
同
事
務
所
側
で
は
、
県
道

東
側
の
側
溝
の
延
長
工
事
を
検
討
す
る
な
ど
し
た
が
、
多
額
の
予
算
と

数
年
の
工
事
期
間
を
要
す
る
こ
と
か
ら
、
取
り
や
め
と
な
っ
た
。
そ
の

後
も
双
方
の
間
に
交
渉
が
持
た
れ
た
が
、
進
展
は
し
な
か
っ
た
。

原
告
の
長
男
は
、本
件
土
地
に
本
件
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
築
を
計
画
し
、

平
成
九
年
四
月
五
日
、
株
式
会
社
G
ホ
ー
ム
と
の
間
で
、
そ
の
新
築
工

事
を

一
億
二
、
0
0
0
万
円
で
発
注
す
る
旨
の
工
事
請
負
契
約
を
締
結

し
、
株
式
会
社
G
ホ
ー
ム
は
、
平
成
九
年
八
月
頃
、
本
件
土
地
の
東
側

部
分
に
本
件

マ
ン
シ
ョ
ン
を
建
築
し
た
。
本
件
マ
ン
シ
ョ
ン
は
、
A
D

間
埋
設
管
の
上
部
に
位
置
す
る
。

原
告
は
、
本
件
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
築
に
当
た
っ
て
、
株
式
会
社
G
ホ

ー
ム
と
の
間
で
、
A
D
埋
設
管
の
養
生
工
事
を
施
工
し
、
か
つ
、
そ
の

代
金
と
し
て
三
、七
〇
〇
万
円
を
要
し
た
旨
主
張
し
て
い
る
。

③

本
件
排
水
設
備
の
現
状
等

本
件
排
水
設
備
の
位
置
関
係
の
概
略
は
、
別
図
の
と
お
り
で
あ
る
。

本
件
土
地
の
北
西
方
向
の
県
道
東
側
歩
道
下
に
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト

製
の
蓋
で
覆
わ
れ
た
幅
六
〇
皿
程
度
の
本
件
暗
渠
が
存
す
る
。

本
件
暗
渠
の
南
端
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
B
会
所
が
あ
る
。
こ
れ
に

本
件
土
地
の
北
側
沿
い
の
私
道
の
北
側
側
溝
が
東
か
ら
接
続
し
、
こ
こ

で
本
件
暗
渠
か
ら
の
流
水
と
私
道
側
溝
か
ら
の
流
水
が
合
流
す
る
o
B

会
所
は
鉄
板
蓋
で
覆
わ
れ
、
一
辺
が
概
ね
六
〇
皿
の
不
整
形
な
方
形
を

し
、
深
さ
が
約
六
0
m
で
あ
る
o

B
会
所
は
北
方
の
本
件
暗
渠
と
は
直

径
約
四
〇
皿
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
丸
管
で
、
東
方
の
私
道
側
溝
と
は
直
径

約
三
0
m
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
丸
管
で
、
南
南
東
方
の
B
A
間
埋
設
管
と

は
直
径
約
四
0
m
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
丸
管
で
繋
が
り
、
南
方
の
B
C
間

側
溝
と
は
開
渠
で
繋
が
っ
て
い
る
。

B
C
間
側
溝
の
幅
は
約
四
〇
皿
で
、
そ
の
上
部
は
簡
易
編
み
目
の
鉄

製
溝
蓋

(グ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
)
で
覆
わ
れ
、
鉄
製
編
み
目
の
隙
間
か
ら

側
溝
内
部
を
覗
き
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

B
会
所
、
そ
の
北
方
、
東
方
及
び
南
南
東
に
そ
れ
ぞ
れ
繋
が
る
コ
ン

ク
リ
ー
ト
丸
管
並
び
に
南
方
に
繋
が
る
B
C
間
側
溝
は
、
い
ず
れ
も
白

っ
ぽ
い
同
質
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
連
続
し
て
や
や
雑
な
造
り
で
構
築
さ

れ
て
い
る
。

B
C
間
側
溝
は
六
m
余
り
の
長
さ
で
、
C
壁
で
行
き
止
ま
り
と
な
り
、

そ
こ
か
ら
東
方
に
直
径
約
三
〇
皿
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
丸
管
で
C
A
間
埋

設
管
に
繋
が
っ
て
い
る
。

B
A
間
埋
設
管
は
私
道
の
地
下
を
横
切
っ
て
本
件
土
地
の
地
下
に
入

り
、
C
A
間
埋
設
管
は
県
道
東
側
か
ら
本
件
土
地
の
地
下
に
入
り
、
A



マ
ン
ホ
ー
ル
に
接
続
さ
れ
て
い
る
。
B
A
間
埋
設
管
の
長
さ
は
約
七

･

五
m
、
C
A
間
埋
設
管
の
長
さ
は
三
m
余
り
で
あ
る
。

A
マ
ン
ホ
ー
ル
は
、
本
件
土
地
内
の
北
西
角
付
近
に
存
す
る
。
そ
の

内
壁
は
概
ね
正
方
形
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
あ
る
が
、
地
表
面
で
は
丸
型

に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
直
径
は
七
0
m
で
あ
る
。
鋳
鉄
製
の
丸
い
蓋
で

覆
わ
れ
て
い
る
。
地
表
か
ら
そ
の
底
ま
で
は
二
七
0
m
程
あ
る
。
B
A

間
埋
設
管
及
び
C
A
間
埋
設
管
の
ほ
か
、
灰
色
の
塩
化
ビ
ニ
ー
ル
製
の

直
径
数
皿
の
排
水
管
か
ら
流
水
が
流
れ
込
む
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。

A
D
間
埋
設
管
は
、
本
件
土
地
の
北
西
角
付
近
の
A
マ
ン
ホ
ー
ル
か

ら
、
本
件
土
地
内
の
地
中
を
ほ
ぼ
南
東
方
向
に
横
切
り
、
本
件
土
地
の

南
東
角
の
D
出
水
口
に
達
す
る
o
A
マ
ン
ホ
ー
ル
か
ら
D
出
水
口
ま
で

の
距
離
は
四
一
m
余
り
で
あ
る
。
原
告
は
、
A
D
埋
設
管
が
口
径
四
五

な
い
し
五
0
m
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
管
な
い
し
土
管
で
あ
り
、
本
件
土
地

の
地
中
の
概
ね
本
判
決
添
付
の
別
紙
図
面
A
、
D
の
各
地
点
の
点
線
部

分
に
通
じ
て
い
る
も
の
と
推
定
し
て
い
る
。
当
該
点
線
部
分
は
本
件
マ

ン
シ
ョ
ン
の
下
に
位
置
す
る
。
地
表
か
ら
A
マ
ン
ホ
ー
ル
の
底
ま
で
は

約
二
七
〇
皿
で
あ
る
の
に
対
し
、
D
出
水
口
は
地
表
か
ら
約
三
二
〇
皿

下
で
あ
り
、そ
の
高
低
差
約
五
0
皿
が
A
D
間
埋
設
管
の
勾
配
で
あ
る
。

D
出
水
口
か
ら
南
東
に
続
く
国
有
水
路
は
、
平
成
五
年
頃
コ
ン
ク
リ

ー
ト
製
の
U
字
溝
と
し
て
整
備
さ
れ
、A
D
間
埋
設
管
か
ら
の
流
水
は
、

遅
く
と
も
平
成
八
年
頃
ま
で
は
下
流
域
の
農
地
の
農
業
用
水
と
し
て
利

用
さ
れ
て
い
た
。

本
件
排
水
設
備
は
、
い
ず
れ
も
被
告
が
敷
設
し
た
も
の
で
も
な
く
、

国
か
ら
移
管
を
受
け
た
も
の
で
も
な
く
、
被
告
の
管
理
の
対
象
に
も
な

っ
て
い
な
い
。

@
本
件
排
水
設
備
に
お
け
る
現
在
の
流
水
状
況

現
在
、
本
件
排
水
設
備
に
は
、
本
件
暗
渠
や
本
件
土
地
の
北
側
沿
い

の
私
道
の
北
側
側
溝
等
を
経
て
、
県
道
上
に
降
る
雨
水
の
ほ
か
、
本
件

土
地
の
北
方
の
丘
陵
高
地
の
降
雨
水
、
流
水
、
住
宅
等
の
生
活
排
水
等

が
流
れ
込
ん
で
い
る
。

県
道
東
側
に
は
、
本
件
暗
渠
か
ら
そ
の
南
方
の
交
差
点
付
近
ま
で
被

告
の
設
置
管
理
に
係
る
側
溝
は
存
在
し
な
い
。

原
告
は
、
第

一
-

一-
-
の
と
お
り
、
被
告
が
B
会
所
、
A
マ
ン
ホ

ー
ル
、
B
C
間
側
溝
、
B
A
間
埋
設
管
、
C
A
間
埋
設
管
及
び
A
D
間

埋
設
管

(本
件
排
水
設
備
)
が
本
件
暗
渠
と
一
体
と
な
る
公
の
営
造
物

た
る
道
路
排
水
設
備
と
し
て
設
置
又
は
管
理

(国
か
ら
の
管
理
の
承
継

を
含
む
)
し
て
い
る
旨
主
張
す
る
が
、
こ
れ
を
認
め
る
に
足
り
る
証
拠

は
な
く
、
か
え
っ
て
、
前
記
④
認
定
の
と
お
り
、
本
件
排
水
設
備
は
被

告
が
設
置
し
た
も
の
で
は
な
く
、
被
告
の
管
理
の
対
象
に
も
な
っ
て
い

な
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
前
記
③
認
定
の
と
お
り
、
本
件
土
地
は
、

H
工
業
が
昭
和
四
七
、
八
年
頃
当
時
β
に
明
け
渡
し
た
後
、
北
東
部
の

高
い
と
こ
ろ
を
削
り
取
っ
た
土
砂
で
南
西
部
の
低
地
を
埋
め
立
て
て
地

上
げ
す
る
方
法
に
よ
り
、
県
道
と
ほ
ぼ
同
様
の
高
さ
に
平
地
化
さ
れ
、

そ
の
際
、
自
然
の
水
路
は
埋
め
立
て
ら
れ
、
同
水
路
の
代
わ
り
に
、
流

水
確
保
の
た
め
、
暗
渠
と
し
て
、
A
マ
ン
ホ
ー
ル
及
び
A
D
間
埋
設
管

は
当
時
の
本
件
土
地
の
所
有
者
な
い
し
そ
の
関
係
人
に
よ
っ
て
設
置
さ

れ
、
当
初
そ
の
管
理
下
に
あ
っ
た
も
の
と
推
認
で
き
る
。
さ
ら
に
、
同

認
定
の
と
お
り
、
県
道
と
私
道
の
接
続
地
点
付
近
に
は
H
工
業
が
本
件

土
地
を
占
有
し
て
い
た
当
時
丸
木
橋
が
架
け
ら
れ
て
い
た
の
が
、
そ
の



後
私
道
の
舗
装
の
際
に
丸
木
橋
が
取
り
払
わ
れ
、
前
記
④
認
定
の
と
お

り
、
原
告
が
被
告
の
土
木
事
務
所
に
対
し
て
本
件
暗
渠
か
ら
A
マ
ン
ホ

ー
ル
を
経
て
A
D
間
埋
設
管
に
流
水
が
流
れ
込
む
こ
と
に
つ
い
て
不
服

を
申
し
入
れ
る
な
ど
し
始
め
た
昭
和
六
一
年
頃
に
は
、
B
会
所
、
B
C

間
側
溝
、
B
A
間
埋
設
管
、
C
A
間
埋
設
管
は
既
に
敷
設
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
は
私
道
の
所
有
者
な
い
し
そ
の
関
係
人
に
よ

っ
て
流
水
確
保
の
た
め
設
置
さ
れ
た
も
の
と
推
認
で
き
る
。

2

事
実
上
の
管
理

原
告
は
、
第

一
ー

一-
2
の
と
お
り
、
本
件
排
水
設
備
を
設
置
し
た
の
が

被
告
で
は
な
く
、
第
三
者
の
民
間
人
で
あ
り
、
被
告
が
正
規
の
管
理
を
し
て

い
な
い
と
し
て
も
、
被
告
の
事
実
上
の
管
理
が
本
件
排
水
設
備
に
及
ん
で
い

た
か
ら
、
本
件
排
水
設
備
は
公
の
営
造
物
の
一
部
を
な
す
も
の
と
い
う
べ
き

で
あ
る
旨
主
張
す
る
が
、
以
下
に
説
示
す
る
と
お
り
採
用
で
き
な
い
。

の
本
件
暗
渠
と
一
体
と
し
て
の
道
路
排
水
設
備

原
告
は
、
第
一ー
ーー
1
①
の
と
お
り
、
本
件
排
水
設
備
が
、
本
件

暗
渠
と
一
体
と
な
っ
て
、
当
該
周
辺
地
域
の
排
水
量
に
応
じ
た
排
水
能

力
を
有
す
る
設
備
と
し
て
機
能
し
、
県
道
の
排
水
設
備
と
し
て
の
基
準

を
満
た
し
て
お
り
、
そ
の
設
置
段
階
に
お
け
る
道
路
管
理
者
の
関
与
が

あ
っ
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
状
況
に
あ
る
旨
主
張
す
る
。

ア

道
路
設
置
者
の
関
与

前
記
ー
③
認
定
の
古
く
よ
り
の
本
件
土
地
周
辺
の
流
水
状
況
、
自

然
の
水
路
の
存
在
、
そ
の
上
流
域
、
下
流
域
の
状
況
、
特
に
下
流
域

に
お
け
る
水
田
の
存
在
、
そ
の
水
利
組
合
や
水
田
の
所
有
者
ら
に
よ

る
同
水
路
の
流
水
の
農
業
用
水
と
し
て
の
利
用
、
当
該
流
水
に
対
す

猾

る
水
利
権
の
認
識
、
本
件
土
地
の
一
時
占
有
し
て
い
た
H
工
業
に
よ

る
溢
水
防
止
の
た
め
の
自
然
水
路
の
三
面
張
り
工
事
の
施
工
、
そ
の

俄

後
に
お
け
る
本
件
土
地
所
有
者
な
い
し
関
係
者
に
よ
る
平
坦
化
の
際

M

の
自
然
の
水
路
の
埋
立
、
流
水
確
保
た
め
の
代
替
設
備
と
し
て
の
A

-

マ
ン
ホ
ー
ル
及
び
A
D
間
埋
設
管
の
設
置
、
前
記
1
末
尾
説
示
の
本

こ

件
土
地
北
側
沿
い
私
道
の
所
有
者
な
い
し
そ
の
関
係
人
に
よ
る
流
水

蹄一十

確
保
の
た
め
の
B
会
所
、
B
C
間
側
溝
、
B
A
間
埋
設
管
、
C
A
間

蝦

埋
設
管
の
設
置
等
の
経
緯
か
ら
す
る
と
、
現
在
の
県
道
東
側
沿
い
の

渚

本
件
暗
渠
及
び
本
件
排
水
設
備
は
、
い
ず
れ
も
古
く
か
ら
自
然
の
水

路
が
北
方
の
丘
陵
高
地
の
裾
沿
い
の
谷
筋
と
し
て
丘
陵
高
地
の
広
い

範
囲
の
降
雨
水
、
住
宅
の
排
水
等
の
流
水
を
集
め
て
下
流
に
繋
ぎ
、

国
有
水
路
に
通
じ
て
、下
流
域
に
流
水
を
農
業
用
水
と
し
て
供
給
し
、

さ
ら
に
s
川
に
通
じ
る
と
い
う
役
割
を
担
っ
て
き
た
こ
と
を
前
提

に
、
そ
の
役
割
を
引
き
継
ぎ
、
自
然
の
流
水
を
確
保
す
る
趣
旨
で
、

県
道
の
供
用
、
溢
水
防
止
、
土
地
の
平
坦
化
、
私
道
の
整
備
等
の
必

要
の
度
毎
に
、
国
や
土
地
所
有
者
、
占
有
者
な
い
し
関
係
人
ら
に
よ

っ
て
随
時
整
備
築
造
さ
れ
て
き
た
結
果
と
し
て
存
在
す
る
も
の
と
認

め
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
本
件
排
水
設
備
を
設
置

し
た
土
地
所
有
者
、
占
有
者
な
い
し
関
係
入
ら
は
、
上
流
域
か
ら
の

流
水
の
流
入
を
承
認
し
、
下
流
域
へ
の
流
水
の
確
保
を
引
き
受
け
て

い
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
承
認
、
引
受
の
由
縁
に
つ
い
て
は
、
上
流
域
に
対
す

る
関
係
で
は
、
上
流
域
か
ら
の
流
水
の
性
質
か
ら
し
て
、
民
法
二
百

十
四
条
の
自
然
流
水
の
承
水
義
務
な
い
し
同
法
二
百
二
十
条
の
余
水



排
泄
権
に
対
応
す
る
義
務
或
い
は
同
法
二
百
二
十
一
条
の
通
水
工
作

物
の
使
用
権
に
対
応
す
る
義
務
等
の
存
在
が
う
か
が
わ
れ
る
(な
お
、

原
告
は
、
請
求
原
因
に
対
す
る
認
否
に
対
す
る
反
論
の
第
三
段
に
お

い
て
、
民
法
二
百
十
四
条
の
承
水
義
務
は
自
然
排
水
に
関
す
る
も
の

で
あ
り
、
人
工
物
た
る
本
件
暗
渠
か
ら
本
件
排
水
設
備
に
流
入
す
る

排
水
を
対
象
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
仮
に
か
つ
て
承
水
義
務
が
あ

っ
た
と
し
て
も
、
自
然
排
水
が
人
工
物
か
ら
の
排
水
に
な
っ
た
時
点

に
お
い
て
、
上
記
義
務
は
消
滅
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
旨
主

張
す
る
が
、
上
記
説
示
の
と
お
り
、
本
件
暗
渠
及
び
本
件
排
水
設
備

は
、
従
前
か
ら
あ
っ
た
自
然
の
水
路
の
役
割
を
引
き
継
ぎ
、
そ
の
流

水
を
確
保
す
る
趣
旨
で
、
随
時
築
造
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
疎

通
す
る
流
水
は
従
前
と
変
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
疎
通
を
確
保

す
る
た
め
に
人
工
物
を
構
築
し
た
か
ら
と
い
っ
て
〈
民
法
二
百
十
五

条
は
疎
通
の
た
め
の
工
事
を
権
利
と
し
て
認
め
て
い
る
〉
、
承
水
義

務
が
消
滅
す
る
い
わ
れ
は
な
く
、
上
記
主
張
は
採
用
で
き
な
い
)
。

下
流
域
に
対
す
る
関
係
で
は
、
上
記
同
様
通
水
工
作
物
の
使
用
権
に

対
応
す
る
義
務
の
ほ
か
、
下
流
域
に
お
け
る
水
田
の
存
在
、
農
業
用

水
と
し
て
の
利
用
の
事
実
か
ら
し
て
、
農
業
用
水
の
確
保
の
た
め
の

慣
行
上
の
水
利
権

(地
役
権
)
な
い
し
こ
れ
に
類
す
る
権
利
に
対
応

す
る
義
務
の
存
在
が
う
か
が
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
上
流
域
か
ら
の
流
水
の
流
入
を
承
認
し
、
下
流

域
へ
の
流
水
の
確
保
を
引
き
受
け
て
排
水
設
備
を
設
置
す
る
以
上
、

通
常
の
設
置
者
で
あ
れ
ば
、
円
滑
な
流
水
を
確
保
で
き
る
性
能
を
有

す
る
設
備
を
設
計
施
工
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
本
件
暗
渠

の
排
水
能
力
が
も
と
の
自
然
の
水
路
の
排
水
能
力
に
見
合
っ
た
も
の

と
な
り
、
本
件
暗
渠
の
下
流
の
本
件
排
水
設
備
が
本
件
暗
渠
の
排
水

能
力
を
引
き
受
け
る
性
能
を
有
す
る
も
の
と
し
て
設
置
さ
れ
、
全
体

と
し
て
周
辺
地
域
の
排
水
量
に
応
じ
た
排
水
能
力
を
有
す
る
設
備
と

し
て
機
能
し
、
県
道
の
排
水
設
備
と
し
て
の
基
準
を
満
た
す
こ
と
と

な
っ
た
と
し
て
も
、
格
別
不
自
然
で
は
な
く
、
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
、

直
ち
に
本
件
排
水
設
備
の
設
置
段
階
に
道
路
管
理
者
の
関
与
が
あ
っ

た
こ
と
の
証
左
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
他
に
、
本
件
排
水
設
備

の
設
置
段
階
に
道
路
管
理
者
の
関
与
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
る
に
足

り
る
証
拠
は
な
い
。

イ

本
件
暗
渠
と
の
一
体
性

前
記
ア
説
示
の
と
お
り
、
本
件
暗
渠
及
び
本
件
排
水
設
備
は
、
い
ず

れ
も
県
道
供
用
以
前
か
ら
存
し
た
自
然
の
水
路
が
周
辺
地
域
の
流
水
に

お
い
て
果
た
し
て
き
た
役
割
を
承
継
す
る
も
の
と
し
て
の
性
質
を
具
有

す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
設
備
は
当
該
設
置
者
な
い
し
管
理

権
者
に
お
い
て
管
理
す
べ
き
筋
合
い
の
も
の
で
あ
り
、
上
流
下
流
の
関

係
に
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち
に
本
件
暗
渠
を
管
理
す
る
被
告
が
、

下
流
域
の
他
人
設
置
に
係
る
本
件
排
水
設
備
を
当
然
に
管
理
し
て
い
る

こ
と
に
は
な
ら
な
い
し
、
逆
も
ま
た
然
り
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
件
暗
渠
は
本
来
は
県
道
の
側
溝
と
し
て
路
面
排
水

を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
前
記
ア
説
示
の
と
お
り
、
県

道
の
供
用
場
所
が
い
わ
ゆ
る
谷
筋
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
従
前
か
ら

の
自
然
の
水
路
に
流
れ
込
ん
で
い
た
流
水
が
同
様
に
流
れ
込
み
、
同

水
路
の
役
割
を
も
承
継
す
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
が
、

前
記
1
@
認
定
の
と
お
り
、
本
件
暗
渠
よ
り
南
方
の
県
道
東
側
に
は

被
告
の
設
置
管
理
に
係
る
側
溝
が
な
く
、
本
件
暗
渠
を
経
て
、
県
道
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の
路
面
排
水
も
、本
件
排
水
設
備
に
流
れ
込
む
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、県
道
の
路
面
排
水
の
大
半
は
降
雨
水
と
解
さ
れ
る
が
、

そ
の
量
は
、
本
件
暗
渠
に
上
記
谷
筋
の
周
辺
地
域
か
ら
集
水
さ
れ
る

降
雨
水
、
余
水
、
排
水
等
の
全
体
量
に
比
べ
れ
ば

(降
雨
水
に
限
っ

て
も
、
道
路
面
積
と
地
域
面
積
と
比
か
ら
す
れ
ば
)、
ご
く
僅
か
で

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
れ
が
本
件
暗
渠
を
経
て
本
件
排
水

設
備
に
流
れ
込
ん
で
も
、
本
件
排
水
設
備
が
自
然
の
水
路
の
当
時
か

ら
の
役
割
と
し
て
引
き
継
い
だ
排
水
能
力

(本
件
排
水
設
備
に
は
本

件
暗
渠
の
ほ
か
私
道
側
溝
等
か
ら
も
流
入
し
て
い
る
)
に
格
別
影
響

を
与
え
る
程
度
の
も
の
と
は
認
め
が
た
い
。

以
上
に
よ
れ
ば
、
本
件
排
水
設
備
は
、
古
く
よ
り
存
し
た
自
然
の

水
路
に
変
わ
る
排
水
設
備
と
し
て
の
性
質
な
い
し
機
能
が
主
体
で
あ

り
、
県
道
の
路
面
排
水
に
つ
い
て
は
、
ご
く
付
随
的
な
機
能
を
果
た

し
て
い
る
の
み
と
い
え
る
か
ら
、
本
件
排
水
設
備
が
、
本
件
暗
渠
に

接
続
し
、
県
道
の
路
面
排
水
が
流
入
し
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
、
直

ち
に
本
件
暗
渠
と
一
体
と
な
っ
た
路
面
排
水
施
設
と
し
て
の
公
の
営

造
物
と
い
う
評
価
を
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
他
に
本
件
排
水
設
備

を
本
件
暗
渠
と
一
体
と
な
っ
た
公
の
営
造
物
と
評
価
す
べ
き
事
情
を

認
め
る
に
足
り
る
証
拠
は
な
い
。

あ
る
旨
主
張
し
、
証
拠
中
に
は
A
D
間
埋
設
管
の
仕
様
が
上
記
基
準
に

6 3

概
ね
合
致
し
て
い
る
旨
の
記
載
が
あ
る
。

4

し
か
し
、
A
D
間
埋
設
管
の
口
径
や
勾
配
等
の
仕
様
が
ど
の
よ
う
な

館

も
の
で
あ
る
の
か
を
具
体
的
に
認
め
る
に
足
り
る
証
拠
は
な
い
。ま
た
、

夘

前
記
ー
①
認
定
の
と
お
り
、
A
D
間
埋
設
管
は
、
H
工
業
が
昭
和
四
四
･

十

五
年
頃
自
然
水
路
を
溢
水
防
止
の
た
め
コ
ン
ク
リ
ー
ト
三
面
張
り
に
し

、ご

て
い
た
の
を
、
昭
和
四
七
、
八
年
頃
H
工
業
の
本
件
土
地
明
波
後
に
、

ャ　

本
件
土
地
所
有
者
な
い
し
関
係
人
が
、
本
件
土
地
を
平
地
化
す
る
に
際

韶

し
て
、
流
水
確
保
の
た
め
従
前
の
水
路
の
代
わ
り
に
設
置
し
た
も
の
で

道

あ
り
、
上
記
設
置
依
頼
を
受
け
た
施
工
業
者
と
す
れ
ば
、
本
件
暗
渠
か

ら
供
給
さ
れ
る
水
量
に
見
合
っ
た
排
水
能
力
を
有
す
る
埋
設
管
を
敷
設

す
る
工
事
を
施
工
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
際
、
国
土
交
通
省
近

畿
地
方
建
設
局
企
画
部
監
修
の
設
計
便
覧

(案
)
道
路
編
の
基
準
に
依

拠
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
仮
に
A
D
間
埋
設
管
の
仕

様
が
上
記
基
準
に
概
ね
合
致
し
て
い
る
と
し
て
も
、
直
ち
に
A
D
間
埋

設
管
の
設
置
段
階
に
道
路
管
理
者
の
関
与
が
あ
っ
た
こ
と
の
証
左
と
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
他
に
A
D
間
埋
設
管
の
設
置
段
階
に
道
路
管
理

者
の
関
与
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
る
に
足
り
る
証
拠
は
な
い
。

①
A
マ
ン
ホ
ー
ル
の
改
造
工
事

原
告
は
、
第

一
ー

ー
ー
2
③
の
と
お
り
、
A
マ
ン
ホ
ー
ル
は
、
か
つ

て
そ
の
上
部
が
地
上
か
ら
約
三
〇
皿
程
度
突
出
し
て
い
て
、
形
状
も
四

角
形
で
あ
っ
た
が
、
被
告
は
、
昭
和
五
0
年
代
後
半
に
こ
の
突
出
部
分

を
削
っ
て
平
坦
に
し
、
丸
形
の
マ
ン
ホ
ー
ル
に
改
造
す
る
工
事
を
施
工

し
た
旨
主
張
し
、
証
拠
中
に
は
そ
の
旨
の
記
載
が
あ
る
が
、
裏
付
け
に

②
A
D
間
埋
設
管
の
基
準
合
致

原
告
は
、
第

一
ー

--
2
②
の
と
お
り
、
A
D
間
埋
設
管
の
口
径
や

勾
配
等
の
仕
様
は
、
国
土
交
通
省
近
畿
地
方
建
設
局
企
画
部
監
修
の
設

計
便
覧

(案
)
道
路
編
の
基
準
に
合
致
し
て
お
り
、
そ
の
設
置
段
階
に

お
け
る
道
路
管
理
者
の
関
与
が
あ
っ
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
状
況
に



乏
し
く
、
直
ち
に
は
採
用
し
が
た
い
。
ま
た
、
原
告
は
、
A
マ
ン
ホ
ー

も
っ
と
も
、
証
拠
並
び
に
弁
論
の
全
趣
旨
に
よ
れ
ば
、
被
告
の
土
木

ル
に
被
さ
れ
て
い
る
鉄
蓋
は
、
K
工
業
株
式
会
社
が
昭
和
五
六
年
に
製

造
し
、
そ
の
頃
被
告
に
対
し
て
納
品
し
た
製
品
で
あ
る
旨
主
張
し
、
証

拠
中
に
は
、当
該
規
格
の
鉄
蓋
は
被
告
に
納
品
し
た
可
能
性
は
あ
る
が
、

広
く
民
間
業
者
に
も
納
品
し
て
い
る
旨
の
記
載
が
あ
る
こ
と
に
照
ら

し
、
上
記
主
張
は
直
ち
に
は
採
用
し
が
た
い
。
他
に
上
記
主
張
を
認
め

る
に
足
り
る
証
拠
は
な
い
。

④
溢
水
防
止
作
業

原
告
は
、
第

一
ー

--
2
④
の
と
お
り
、
昭
和
五
〇
年
代
の
終
わ
り

頃
、
県
道
が
大
雨
で
冠
水
し
た
際
、
被
告
の
土
木
事
務
所
職
員
が
や
っ

て
き
て
、
本
件
土
地
に
土
嚢
を
積
み
上
げ
、
A
D
間
埋
設
管
に
よ
る
排

水
を
確
保
し
、
溢
水
を
防
止
す
る
作
業
を
実
施
し
た
旨
主
張
し
、
証
拠

(い
ず
れ
も
原
告
の
報
告
書
)
中
に
は
こ
れ
に
沿
う
部
分
が
あ
る
。
し

か
し
、
仮
に
そ
の
よ
う
な
事
実
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
災
害
防
止
の
た

め
の
緊
急
且
つ
一
時
的
な
措
置
で
あ
っ
た
可
能
性
を
否
定
し
が
た
く
、

こ
れ
を
も
っ
て
、
直
ち
に
被
告
が
A
D
間
埋
設
管
を
事
実
上
管
理
し
て

い
る
証
左
と
は
な
し
が
た
い
。
他
に
被
告
が
A
D
間
埋
設
管
を
事
実
上

管
理
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
に
足
り
る
証
拠
は
な
い
。

①
破
壊
閉
鎖
阻
止
の
方
針

被
告
の
土
木
事
務
所
職
員
は
、
原
告
が
A
D
間
埋
設
管
を
破
壊
し
た

り
閉
鎖
し
た
り
し
よ
う
と
し
た
場
合
に
は
、
被
告
に
お
い
て
で
き
る
限

り
の
法
律
を
使
っ
て
阻
止
す
る
対
応
を
と
る
方
針
で
あ
る
こ
と
は
、
当

事
者
間
に
争
い
が
な
い
。

事
務
所
で
は
、
原
告
が
A
D
間
埋
設
管
を
破
壊
し
た
り
閉
鎖
し
た
り
す

れ
ば
、
県
道
に
溢
水
が
及
び
、
道
路
交
通
に
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が

あ
る
た
め
、
道
路
管
理
の
必
要
上
、
関
係
法
規
に
照
ら
し
て
対
処
す
る

方
針
で
い
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
同

事
務
所
で
は
、
道
路
管
理
の
必
要
上
、
A
D
埋
設
管
に
関
す
る
原
告
の

動
向
を
要
注
意
の
対
象
事
項
と
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
解
さ
れ

る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
方
針
で
い
る
こ
と
を
も
っ
て
、
直
ち
に
被
告
が

A
D
間
埋
設
管
を
事
実
上
管
理
し
て
い
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
他
に

被
告
が
A
D
間
埋
設
管
を
事
実
上
管
理
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
に
足

り
る
証
拠
は
な
い
。

@

交
渉
等

第
一-
-ー
2
@
の
う
ち
、
被
告
の
土
木
事
務
所
職
員
が
、
原
告
と

交
渉
し
、
A
D
間
埋
設
管
に
つ
い
て
補
償
を
申
し
入
れ
、
C
壁
か
ら
県

道
東
側
沿
い
に
側
溝
の
延
長
工
事
を
施
工
す
る
こ
と
を
検
討
し
た
こ
と

は
、
当
事
者
間
に
争
い
が
な
い
。

前
記
ー
④
認
定
の
と
お
り
、
被
告
の
土
木
事
務
所
側
で
は
、
原
告
か

ら
、
A
D
間
埋
設
管
に
本
件
暗
渠
か
ら
の
流
水
が
流
れ
込
む
こ
と
に
つ

い
て
、
不
服
の
申
し
入
れ
を
受
け
た
こ
と
か
ら
、
平
成
五
年

三

月
頃

に
は
、
対
価
を
四
〇
〇
万
円
と
し
て
、
地
上
権
な
い
し
地
役
権
の
設
定

を
提
案
し
た
が
、
拒
絶
さ
れ
、
そ
の
後
、
県
道
東
側
の
側
溝
の
延
長
工

事
を
検
討
す
る
な
ど
し
た
が
、
多
額
の
予
算
と
数
年
の
工
事
期
間
を
要

す
る
こ
と
か
ら
、
取
り
や
め
と
な
っ
た
経
緯
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
被
告
側
が
原
告
の
申
し
入
れ
に
対
し
、
対
案
を
提
示
し
、
対
応
策



を
模
索
し
て
い
た
こ
と
は
う
か
が
え
る
に
し
て
も
、
そ
れ
以
上
に
、
こ

③
ま
と
め

慾

れ
を
も
っ
て
、
被
告
が
A
D
間
埋
設
管
を
事
実
上
管
理
し
て
い
る
こ
と

以
上
に
よ
れ
ば
、
被
告
の
事
実
上
の
管
理
が
本
件
排
水
設
備
に
及
ん

の
証
左
と
も
な
し
が
た
い
。
他
に
被
告
が
A
D
間
埋
設
管
を
事
実
上
管

で
い
た
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
本
件
排
水
設
備
が
公
の
営
造
物
の
一
部
を

散

理
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
に
足
り
る
証
拠
は
な
い
。

な
す
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
o

第

の
再
度
の
A
マ
ン
ホ
ー
ル
の
改
造
工
事
の
言
明

原
告
は
、
第
一-

-ー
2
の
の
と
お
り
、
被
告
の
土
木
事
務
所
職
員

が
、
平
成
九
年
七
月
二
九
日
、
原
告
か
ら
、
本
件
土
地
上
に
本
件
マ
ン

シ
ョ
ン
を
建
築
す
る
に
つ
い
て
、
A
マ
ン
ホ
ー
ル
の
高
さ
が
敷
地
面
よ

り
高
く
な
る
か
ら
そ
の
対
応
を
し
て
ほ
し
い
旨
の
要
望
を
受
け
た
際
、

A
マ
ン
ホ
ー
ル
の
高
さ
を
切
り
下
げ
る
工
事
を
す
る
用
意
が
あ
る
旨
明

言
し
た
旨
主
張
し
、
証
拠
中
に
は
こ
れ
に
沿
う
記
載
が
あ
り
、
証
拠
中

に
も
、
同
日
、
同
事
務
所
職
員
に
対
し
、
原
告
か
ら
、
本
件
土
地
上
に

本
件
マ
ン
シ
ョ
ン
を
建
築
す
る
予
定
で
あ
り
、
A
マ
ン
ホ
ー
ル
の
高
さ

が
敷
地
面
よ
り
高
く
な
る
か
ら
、
そ
の
対
応
を
し
て
ほ
し
い
旨
の
申
し

出
が
あ
っ
た
旨
の
記
載
が
あ
る
が
、
同
証
拠
中
に
は
、
さ
ら
に
、
原
告

の
申
し
出
に
つ
い
て
は
、
被
告
側
で
調
整
し
た
が
、
最
終
的
に
は
施
工

不
要
と
な
っ
た
旨
の
記
載
が
あ
り
、
以
上
に
よ
れ
ば
、
同
事
務
所
職
員

が
A
マ
ン
ホ
ー
ル
の
高
さ
の
切
り
下
げ
を
明
言
し
た
と
ま
で
は
認
め
が

た
い
。
ま
た
、
上
記
の
よ
う
な
折
衝
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち

に
被
告
が
A
マ
ン
ホ
ー
ル
を
事
実
上
管
理
し
て
い
る
と
は
認
め
が
た

い
。
他
に
被
告
が
A
マ
ン
ホ
ー
ル
を
事
実
上
管
理
し
て
い
る
こ
と
を
認

め
る
に
足
り
る
証
拠
は
な
い
。

3

瑕
疵

第

一
ー

一ー
3
の
う
ち
、
本
件
暗
渠
の
北
方
か
ら
下
っ
て
き
た
流
水
が
、

B
会
所
か
ら
B
A
間
埋
設
管
、
或
い
は
B
C
間
側
溝
次
い
で
C
A
間
埋
設
管

を
経
て
本
件
土
地
内
に
あ
る
A
マ
ン
ホ
ー
ル
に
至
り
、
そ
こ
か
ら
A
D
間
埋

設
管
を
経
て
D
出
水
口
に
至
り
、
そ
こ
か
ら
水
路
に
流
れ
込
ん
で
い
る
こ
と

は
、
当
事
者
間
に
争
い
が
な
い
。

原
告
は
、
第

一
ー

一ー
3
の
と
お
り
、
被
告
が
、
民
有
地
で
あ
る
本
件
土

地
内
に
そ
の
所
有
者
の
同
意
を
得
な
い
で
、
A
マ
ン
ホ
ー
ル
や
A
D
間
埋
設

管
を
設
置
管
理
し
、
仮
に
設
置
し
た
の
で
な
い
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
を
事
実

上
管
理
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
本
件
土
地
を
不
法
占
有
し
た
旨
主
張
す
る
が
、

被
告
が
、
本
件
土
地
内
に
A
マ
ン
ホ
ー
ル
や
A
D
間
埋
設
管
を
設
置
管
理
し

て
い
な
い
こ
と
は
、
前
記
1
説
示
の
と
お
り
で
あ
り
、
A
マ
ン
ホ
ー
ル
や
A

D
間
埋
設
管
を
事
実
上
管
理
し
て
い
な
い
こ
と
も
、
前
記
2
説
示
の
と
お
り

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
被
告
が
A
マ
ン
ホ
ー
ル
や
A
D
間
埋
設
管
の
設
置

管
理
な
い
し
事
実
上
の
管
理
に
よ
り
本
件
土
地
の
不
法
占
有
を
し
て
い
る
と

は
認
め
ら
れ
ず
、
他
に
被
告
に
よ
る
本
件
土
地
の
不
法
占
有
を
認
め
る
に
足

り
る
証
拠
は
な
い
。

原
告
は
、
被
告
が
、
県
道
の
管
理
者
と
し
て
、
県
道
の
排
水
設
備
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
県
道
の
東
側
沿
い
に
C
壁
で
行
き
止
ま
り
に
な
る

側
溝
を
設
置
し
た
の
み
で
、
無
断
で
本
件
土
地
内
の
A
マ
ン
ホ
ー
ル
や
A
D



間
埋
設
管
に
本
来
側
溝
に
よ
る
べ
き
排
水
機
能
を
代
替
さ
せ
て
お
り
、
本
件

排
水
設
備
に
は
、
本
件
土
地
の
無
断
使
用
と
い
う
本
来
あ
り
得
な
い
異
例
な

構
造
で
あ
る
と
い
う
欠
陥
を
有
す
る
旨
主
張
す
る
。

し
か
し
、
B
会
所
、
B
C
間
側
溝
、
B
A
間
埋
設
管
及
び
C
A
間
埋
設
管

が
、
被
告
の
設
置
管
理
に
係
る
も
の
で
は
な
く
、
事
実
上
の
管
理
下
に
も
な

い
こ
と
は
、
前
記
1
、
2
説
示
の
と
お
り
で
あ
る
。

他
方
、
県
道
東
側
沿
い
の
本
件
暗
渠
の
北
方
か
ら
下
っ
て
き
た
流
水
が
、

B
会
所
か
ら
B
A
間
埋
設
管
、
或
い
は
B
C
間
側
溝
次
い
で
C
A
間
埋
設
管

を
経
て
本
件
土
地
内
に
あ
る
A
マ
ン
ホ
ー
ル
に
至
り
、
そ
こ
か
ら
A
D
間
埋

設
管
を
経
て
D
出
水
口
に
至
っ
て
い
る
こ
と
は
、
上
記
の
と
お
り
で
あ
り
、

そ
う
す
る
と
、
県
道
の
排
水
設
備
と
し
て
は
、
本
件
暗
渠
の
南
端
ま
で
し
か

な
く
、
そ
こ
か
ら
下
流
の
排
水
は
、
民
間
の
設
置
な
い
し
管
理
に
係
る
設
備

に
依
存
す
る
構
造
に
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

原
告
は
、
こ
れ
を
も
っ
て
、
県
道
の
排
水
設
備
と
し
て
の
瑕
疵
を
主
張
す

る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

し
か
し
、
前
記
2
①
イ
説
示
の
と
お
り
、
県
道
の
路
面
排
水
の
大
半
は
降

雨
水
と
解
さ
れ
、
そ
の
量
は
、
本
件
暗
渠
に
上
記
谷
筋
の
周
辺
地
域
か
ら
集

水
さ
れ
る
降
雨
水
、
余
水
、
排
水
等
の
全
体
量
に
比
べ
れ
ば

(降
雨
水
に
限

っ
て
も
、
道
路
面
積
と
地
域
面
積
と
比
か
ら
す
れ
ば
)、
ご
く
僅
か
で
あ
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
れ
が
本
件
暗
渠
を
経
て
本
件
排
水
設
備
に
流
れ

込
ん
で
も
、
本
件
排
水
設
備
の
自
然
の
水
路
当
時
か
ら
の
役
割
と
し
て
引
き

継
い
だ
排
水
能
力

(本
件
排
水
設
備
に
は
本
件
暗
渠
の
ほ
か
私
道
側
溝
等
か

ら
も
流
入
し
て
い
る
)
に
影
響
を
与
え
る
程
度
の
も
の
と
は
認
め
が
た
い
。

し
た
が
っ
て
、
県
道
東
側
の
側
溝
が
本
件
暗
渠
以
南
に
設
置
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
が
、
道
路
構
造
な
い
し
管
理
に
関
し
何
ら
か
の
行
政
上
の
問
題
を
包

含
す
る
余
地
が
あ
り
、
ま
た
、
僅
か
と
は
い
え
、
県
道
上
の
路
面
排
水
が
、

本
件
土
地
内
の
A
マ
ン
ホ
ー
ル
や
A
D
間
埋
設
管
に
流
れ
込
み
、
い
わ
ば
他

人
の
所
有
地
を
通
過
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
私
法
上
の
問
題
が
残
る
余
地
が

あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
自
体
に
よ
っ
て
、
県
道
や
本
件
土
地
に
危
険
を

及
ぼ
す
も
の
と
は
認
め
が
た
く
、
県
道
の
排
水
設
備
が
本
来
備
え
る
べ
き
安

全
性
を
欠
如
し
て
い
る
も
の
と
は
い
え
ず
、
瑕
疵
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
。

さ
ら
に
、
原
告
は
、
被
告
が
、
本
来
側
溝
に
よ
る
べ
き
排
水
機
能
を
本
件

土
地
内
の
A
D
間
埋
設
管
に
代
替
さ
せ
な
が
ら
、
十
分
な
強
度
を
付
与
し
な

い
ま
ま
放
置
し
た
た
め
、
本
件
土
地
上
に
本
件
マ
ン
シ
ョ
ン
を
建
築
す
る
こ

と
に
な
れ
ば
、
A
D
間
埋
設
管
が
そ
の
重
量
に
耐
え
ら
れ
ず
、
地
上
に
危
険

を
及
ぼ
す
事
態
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
所
有
者
の
所
有
権
の
行
使
を
妨
げ
る

結
果
と
な
っ
た
と
も
主
張
す
る
が
、
本
件
土
地
内
の
A
D
間
埋
設
管
に
県
道

の
路
面
排
水
が
流
入
し
て
い
る
こ
と
は
、
上
記
説
示
の
と
お
り
で
あ
る
と
し

て
も
、
前
記
1
③
認
定
の
と
お
り
、
本
件
土
地
に
A
D
間
埋
設
管
を
設
置
し

た
の
は
、
当
時
の
所
有
者
な
い
し
そ
の
関
係
人
で
あ
り
、
現
在
の
本
件
土
地

の
所
有
者
は
A
D
間
埋
設
管
が
設
置
さ
れ
た
本
件
土
地
を
買
い
受
け
た
も
の

で
あ
る
か
ら
、
路
面
排
水
の
流
入
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
被
告
が
、
本
件
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土
地
上
に
本
件
マ
ン
シ
ョ
ン
を
建
築
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
十
分
な
強

度
を
付
与
す
べ
き
義
務
が
生
じ
る
も
の
と
は
い
い
が
た
く
、
ま
た
、
A
D
間

埋
設
管
が
上
記
マ
ン
シ
ョ
ン
の
重
量
に
耐
え
ら
れ
ず
、
地
上
に
危
険
が
生
じ

る
事
態
の
責
任
を
負
う
べ
き
も
の
と
も
い
い
が
た
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
上
記

主
張
は
採
用
で
き
な
い
。

他
に
県
道
の
排
水
設
備
が
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
を
欠
く
状
況
に
あ
る
こ

と
を
認
め
る
に
足
り
る
証
拠
は
な
い
。



二

損
害

(本
件
控
訴
に
よ
る
当
審
に
お
け
る
審
判
の
対
象
部
分
に
限
る
)

第

一
ー
二
の
う
ち
、
本
件
土
地
に
A
D
間
埋
設
管
が
埋
設
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
、
当
事
者
間
に
争
い
が
な
い
。

仮
に
県
道
東
側
沿
い
の
本
件
暗
渠
の
南
方
に
側
溝
の
設
置
管
理
が
な
さ
れ

て
お
ら
ず
、
県
道
の
路
面
排
水
が
本
件
土
地
内
の
A
マ
ン
ホ
ー
ル
や
A
D
間

排
水
管
に
流
入
し
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
、
公
の
営
造
物
の
設
置
管
理
の
瑕

疵
と
い
い
得
る
余
地
が
あ
り
得
る
と
し
て
も
、
以
下
の
と
お
り
、
原
告
の
主

張
の
第

一
ー
二
の
損
害
は
認
め
ら
れ
な
い
。

す
な
わ
ち
、
原
告
は
、
本
件
土
地
を
所
有
し
、
本
件
土
地
上
に
本
件
マ
ン

シ
ョ
ン
を
建
築
す
る
に
つ
い
て
A
D
間
埋
設
管
部
分
の
地
盤
の
補
強
の
た
め

に
養
生
工
事
を
し
た
旨
主
張
し
、証
拠
中
に
は
こ
れ
に
沿
う
部
分
が
あ
る
が
、

前
記
第
一-
-
の
事
実
認
定
に
供
し
た
証
拠
関
係
に
照
ら
し
て
直
ち
に
は
採

用
し
が
た
く
、
他
に
こ
れ
を
認
め
る
に
足
り
る
証
拠
は
な
い
。
か
え
っ
て
、

前
記
第
一ー
一②
な
い
し
④
認
定
の
と
お
り
、
本
件
土
地
の
所
有
者
は
原
告

の
妻
で
あ
り
、
本
件
マ
ン
シ
ョ
ン
を
建
築
し
た
の
は
原
告
の
長
男
で
あ
る
。

ま
た
、
原
告
は
、
A
D
埋
設
管
が
埋
設
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
本
件
土

地
所
有
権
の
適
正
な
行
使
を
妨
げ
ら
れ
、
養
生
工
事
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
旨
主

張
す
る
。
し
か
し
、
前
記
第

一-
三
①
説
示
の
と
お
り
、
A
D
間
埋
設
管
は
、

本
件
土
地
の
従
前
の
所
有
者
な
い
し
そ
の
関
係
人
が
上
流
域
か
ら
の
流
水
の
流

入
を
承
認
し
、
下
流
域
へ
の
流
水
の
確
保
を
引
き
受
け
る
趣
旨
で
設
置
し
た
も

の
で
あ
り
、
現
在
の
本
件
土
地
の
所
有
者
は
A
D
間
埋
設
管
が
設
置
さ
れ
た
本

件
土
地
を
買
い
受
け
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
A
D
間
埋
設
管
の
存
在
故
に
本
件

土
地
上
に
本
件
マ
ン
シ
ョ
ン
が
建
築
で
き
な
い
の
は
、
本
件
土
地
の
従
前
の
所

有
者
な
い
し
そ
の
関
係
人
の
行
為
に
よ
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
A
D
間

“

埋
設
管
に
県
道
の
路
面
排
水
が
流
入
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
被
告
が
、
本

4

件
土
地
上
に
本
件
マ
ン
シ
ョ
ン
を
建
築
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
十
分
な
強

峅

度
を
付
与
す
べ
き
義
務
が
生
じ
る
も
の
と
は
い
い
が
た
く
、
ま
た
、
A
D
間
埋

第

設
管
が
上
記
マ
ン
シ
ョ
ン
の
重
量
に
耐
え
ら
れ
ず
、
地
上
に
危
険
が
生
じ
る
事
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態
の
責
任
を
色
々
つ
べ
き
も
の
と
は
い
い
が
た
い
。

し
た
が
っ
て
、
仮
に
県
道
東
側
沿
い
の
本
件
暗
渠
の
南
方
に
側
溝
の
設
置

管
理
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
県
道
の
路
面
排
水
が
本
件
土
地
内
の
A
マ
ン
ホ

ー
ル
や
A
D
間
排
水
管
に
流
入
し
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
、
公
の
営
造
物
の

設
置
管
理
の
瑕
疵
と
い
い
得
る
余
地
が
あ
り
得
る
と
し
て
も
、そ
れ
ゆ
え
に
、

被
告
側
が
本
件
土
地
所
有
者
に
対
し
養
生
工
事
を
余
儀
な
く
さ
せ
る
よ
う
な

損
害
が
発
生
す
る
根
拠
は
見
当
た
ら
な
い
。

3

結
語

以
上
に
よ
れ
ば
、
そ
の
余
の
点
に
つ
い
て
判
断
す
る
ま
で
も
な
く
、
請
求

は
理
由
が
な
い
。




